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凡 例

1、 白居 易 の詩 は 、 『四部 叢 刊』 の 『白氏文 集 』(前 集 後集 本)に よる。 『四部

な わ

叢 刊』 の 『白氏文 集 』 は那波 道 円が一 六一 八年 に朝鮮 で印刷 され た活字 系 統 の

版本 で あ り、 『白氏 文集 』 の底 本 と して扱 わ れ てい る。 通称 「那波 本 」 とい う。

2、 訓読 は一七 五 か ら二 七一 二 まで は新 釈漢 文 大 系 『白氏 文集 』(岡 村繁 、明治

書 院)に よる。 一 か ら一 七 四 まで 、二 七一 三 か ら三 六七 六 ま では続 国訳 漢 文 大

成 『白楽 天詩集 』(佐 久 節 、 日本 図書 セ ンター)に よる。

3、 白居 易 の詩 の番 号 と制 作年 は花房 英 樹 『白氏文集 の批 判 的研 究』(彙 文 堂)

に よ る。

4、 菅原 道真 の詩 と番 号 、制 作年 、 訓読 は川 口久雄 注釈 日本古 典 文学 大 系 『菅家

文 草 ・菅 家後集 』(岩 波 書 店)に よる。
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序論

唐 朝 の官 僚詩 人 白居 易(七 七 二 八 四六 、字 は楽 天 、名 は居 易)は 詩 文集 『白

氏 文集 』 に 自分 の政 治 活動 、 交友 関係 、個人 生 活 を記録 し、 ま た 自分 の政 治観 、

人 生観 も表 わ して い る。

0

白居易 につ いて の先行 研 究 は種 々あ るが 、閑適 につ い ての研 究 で は 「閑適 」 の

分 類 や 「調諭 」 の分 類 との拮抗 を強調 して い る。 本 論 文 では先 行研 究 の論 を踏 ま

えた 上 で、 白居 易 の各 時代 の詩 に表れ た政治 環境 と実 際 の生活 を分析 し、 閑適 は

白居 易 に とっ て、文 人 官僚 と して の生 き方 で あ り、人 生観 で あ る こ とを明 らか に

す る こ とを 目的 とす る。

また 、菅原 道 真 と 白居 易 の出世 環境 、詩作 と文人 官 僚 と して の生 き方 を比 較 考

察 す る。 従 来 の研 究で は 、菅原 道 真 は 『白氏文集 』 の詩 語 詩句 、詩風 を模 倣 した

とい う観 点 が 中心 で あ った。 しか し、本 論 で は従 来 の研 究 とや や 異 な る論 点 を展

開す る。 菅原 道 真 と 白居 易 は文人 官僚 と して の共通 点 が あ った が、政 治環 境 が 異

な った こ とで詩 作 へ の追求 が 異 な り、 同 じく詩語 詩 句 の表 現 がそ れ ぞれ 異 な って

い る。 それ 故 、菅原 道真 の宮 廷詩 にお いて は 白居 易 の詩 と距離 が あ り、 菅原 道真

は 白居易 の詩 を模 倣 す る こ とをせ ず に 、 自分 の詩 風 を作 り出す た め努 力 した とい

う結 論 を導 き出す。

本 論文 の第一 部 「白居 易 の閑適 論 」 では彼 の官 に なっ た後 の各 時代 の 閑適 詩 を

取 り上 げ て分析 し、 白居 易 独 特 の人 生観 の表 現 で あ る閑適 の 生 き方 の形成 か ら完

成 まで の経緯 を述 べ る。

白居易 の官僚 生活 にお いて は 閑適 の意 識 が存在 し、彼 の生存 環 境お よび政 治環

境 が変化 す るに従 っ て、精 神 と欲 求 も変 化 した が 、詩 文 に表現 され る閑適 の意識

は次 第 に成長 して 、確 固 と した人 生観 にな った。

官 界 で の進 退 に従 って変 化 してい く閑適意 識 の あ りか た を、 四つ の段 階 に分 け

0

て論 じる。

第 一段 は、初任 官 の校 書 郎 時代 を扱 う。官 の仕 事 に余裕 が あ り、生 活 に も満 足

して い た。 官 にな るのは 、安 定 した 生活 を求 め るた めで あ り、 また 白氏 一族 の期

待 して いた こ とで もあ り、生 活 も保 証 され た。彼 の精神 は安 定 し、官 職 と個 人 生

活 の現状 は共 に良好 だ った。 これ が 閑適 の 生 き方 の原 点 だ と思 われ る。
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第 二段 は、校 書郎 か ら行 政 官 に転 出 した 時期 を扱 う。 外 的 な官 僚 の社会 環 境 と

内的 な精 神 世界 が衝 突 した。行 政 官 に な りたか った志 と現 実 が異 な り、 心身 のバ

ラ ンス が崩 れ た。

ちゆうちつ

行政官 になるため、皇帝 の人材選抜試験を受 け、合格 した。長安に近い整 厘

県の尉 に任命 された。長安近郊 の県尉 を経て中央官庁に戻 され るとい うのはエ リ

O
一 ト ・コー ス で あった が 、 この 時 の人 事 に不 満 が あ った。試 験 の成績 は元積 が第

三席 、 白居 易 は第 四席 で あ り、皇 帝側 近 の拾 遺 とい う諌 官 にな るはず で あ った が、

第 五 等 の薫挽 が右拾 遺 を授 け られ 、 自分 は 県尉 とな った。 白氏 一 族 に とっ て は、

これ ま で に前例 が ない進 士科 出身 のエ リー ト ・コース を た どっ てい る 白居 易 は、

大い な る期待 の的 で あ った。 そ のた め彼 は不 満 が あ って も抑 え てい たの で あ ろ

う。

県尉 の仕 事 に対 して は ま じめ で あっ た。彼 の志 は 「兼 済 」、 す な わ ち天 下の 民

の幸福 のた め に尽 くす こ とで あ り、 県尉 の役 職 で はそ の志 を達 成 す るの は 困難 だ

った。 県 尉 の仕 事 は収税 な どに追 われ る多忙 な仕 事 で あ り、身 体 も疲 労 した。 そ

の時 自分 の心身 を安 らげ るた め 、休 暇 を取 って 山里 に遊 び 、仕 事 か ら身 体 を一 時

解 放 した。 しか し、心 の安 らぎが得 られ るの は、 この休 暇 の 時 間だ けの こ とで あ

った。 この こ とを詠 った詩 を 「与 元 九書(元 九 に与 ふ る書)」 に 「又 或退 公独 処 、

或 移 病 閑居。 知 足保 和 、 吟玩 情性 者一 百首 、謂 之 閑適詩(又 或 い は公 か ら退 きて

とと

独 り処 り、 或 いは病 を移 けて 閑 か に居 り、足 る を知 り和 を保 ち、 情性 を吟玩 す る

者 一 百首 、 之 を閑適 詩 と謂 ふ)」 と述 べ た ので ある。 これ が独 善 の意 識 の始 ま り

で あ ろ う。彼 の人 生 に 「兼 済 」 と 「独 善 」 が登場 した が 、役 職 の こ とで 自分 の 思

い通 りの兼 済 を達成 す る こ とが で きず 、ま た独 善す る こ とも仕 事 の休 暇 の時 に限

られ る。 白居 易 に とって 「兼 済」 と 「独 善 」 は彼 の官 の仕 事へ の意識 の 両面 で は

な く、官 の仕 事 は 「兼 済 」で あ り、 それ よ りの休 暇 は 「独 善 」 で ある こ と と認 識

して い た ので あ ろ う。左 拾 遺 の 時 も、 「兼 済」 の志 が何 時 も上位 にな るか ら、精

神 世 界 が 「兼 済 」 へ傾 い た。 閑適 は、公 務 か ら身 を解 放 す る こ とで 「独 善」 にな

る こ とで あっ た。 それ 故 、 「兼 済 」 と 「独 善」 は彼 の心身 の 中 ではバ ラ ンス を取

る こ とがで きず 、精 神 上 も苦 しくなっ た。 「兼 済」 と 「独 善 」 を共 に実 現 し、 閑

適 の生 き方 を探 求 してい たが 、 なか な か見 つか らなか っ た。

白居易 の欲 した 閑適 とは、 自分 の精 神 世界 の両 面で あ る 「兼 済 」 と 「独 善 」 の
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バ ラ ンス を取 る生 き方 で あ る。

白居易 の生涯 に下邦 に退 居 した時期 が あ る。服 喪 のた め官 を解 かれ た か ら、 官

僚 と して の閑適 で は なか った と思 う。 下邦 で は悲 し く寂 し く気 持 を慰 め る こ とを

「詩酒 琴 」 に求 め、 「日高眠 」 も 自由で あった が 、官 僚生 活 で の閑適 とは異 なっ

てい る。

第 三段 は、江 州 に左遷 され 、彼 の精 神 世界 の一 面で あ る 「兼 済 」 の志 が挫 折 し、

政 治 へ の 関心 が薄 くな った。 「兼 済 」 の代 わ りに、 これ を補充 す る新 エ ネル ギ

を仏 教 に求 め た。 しか し、 自分 の政治 観 点 は 「兼 済 」 を放 棄 した訳 で はな く、 官

の仕 事 は越権 しな いで 地位 を守 る との観 念 を樹 立 した。 以 前 の兼 済 と独 善 とい う

行 動 は 同化 され 、 官 を守 る こ とは家族 の幸福 な生活 を守 り、 それ で兼 済 もで き る

とい うこ とを意 識 した。 彼 の精神 世界 は 「醇 吟先 生 墓誌 銘 井序(酔 吟先 生 の墓

誌 銘 井び に序)」 に 「外 以儒 行 修其 身 、 中以釈 教 治 其心(外 は儒行 を以 って 其

の身 を修 め、 中は釈 教 を以 って其 の心 を治 む)」 とあ り、儒教 と仏教 の 両面 を持

つ。 心身 のバ ラ ンス を平衡 させ 、 自分 の内 心で調 整 す る こ とに努 めた。 江州 司馬

の時 か ら、 官 と して 閑適 す る事 を悟 り、閑適 の生 き方 が彼 の官 僚 生活 に浸透 して

いた と考 え られ る。

第 四段 は、杭 州刺 史 の 時代 か ら、官 を守 るた め政 争 が激 しい長 安 か ら離 れ 、 地

方 官 や東 都 洛 陽で の分 司 を求 め 、政争 か ら避 け る こ とで政 敵 もな くな った。 高 官

に な り、豪 邸 を営 み、 心身 の苦 しみ の ない 生活 をす る。 ここに 閑適 の生 き方 は完

成 した。 この生 活 が彼 の致 仕 ま で続 い て、 閑適 の生 き方 も次第 に深化 した ので あ

る。 致仕 した後 は 、官 か ら全 く離 れ 、 自由の身 にな り、精神 も完 全 に閑適 す る こ

とがで きた。 出勤す るた め早 起 きす るこ とは な くな り、そ れ故 に 「日高 眠」 や 閑

適 につ い ての詩 句 も詠 まれ な くな った。

「閑適 」 は 白居易 しか使 って い なか った独 特 の語 で あ り、 「白詩語 」 の一 つ に

な るべ き だ と思 う。 また この 「閑適 」 とい う詩語 も後 世 に受容 され た。 南唐 の徐

鉱 、 平安 時 代 の島 田忠 臣、菅原 道 真 、藤 原周 光 、 また宋 代 の蘇 転 と陸游 は 「閑

適 」 を使 った とい うことを比 較 しなが ら検討 す る。 白居 易 の詩 以 外 の唐詩 に は

「閑適 」 とい う詩語 が見つ か らない。 蘇 転 の文 と陸游 の詩 に 「閑適」 が 現れ た が、

時代 は平 安 時代 よ りや や遅 れ て い る。

また大 江維 時は 『千載 佳 句 』 を編集 す る時 も 白居 易 の 閑適詩 を意識 し、 閑適 と
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い う部 門 を設 置 して、 七言 詩 か ら十 二例 を選 ん だ。 そ の後 、 明 の張 之象 の 『唐 詩

類 苑 』 に も閑適 の分 類 が あ り、 白居易 の五言 七 言詩 か ら八 十 六首 を選 ん だ。 『千

載 佳 句』 と 『唐 詩類 苑 』 に共 に選 ばれ たの は一例 のみ で あ る。

彼 の 閑適 につ い て の詩 文 は 中国か ら 日本 まで の後 世 に受 容 され 、 中国 よ りは 日

本 での影 響 が深 い。 また これ につ い て の研 究 も 日本 のほ うが早 く、広 い。 この相

違 につ いて は今 後 の課題 とな る研 究 問題 に した い と思 う。

第 二部 は 「白居易 と菅原 道真 の人 生比 較論 」 で あ る。

平 安朝 の文人 官僚 で ある菅原 道 真(八 四五一 九 〇三)は 詩歌 にお いて 当時 の 官

僚 の生活 を描 いた こ とで 、 白居 易 と近 い ところが あ った。 先行 研 究 で は菅原 道真

は 『白氏 文集 』 の詩 語詩 句 、詩 風 を模 倣 した と論 ず る こ とが 多い 。 しか し、本論

文 では彼 らは文 人 官僚 と して の共 通 点 が あった が 、政 治環 境 が異 な り、詩 作 の 内

容 お よび 作 っ た場 面、 ま た は詩 を詠 う意 識 が異 な った こ とで 、 こ とで詩 作へ の 追

求 が異 な り、詩 語詩 句 の表 現 が それ ぞれ 異 な った か ら、菅 原道 真 は 自分 の詩 風 を

創 り出す た め努 めた とい うこ とを論 じる。

文 人官 僚 菅原 道真 は平安 時 代 の 『白氏 文集 』 の表 現 に距 離 をお い てい た。 平安

朝 の政治 舞 台 に 「宮廷詩 人 」 と して活 躍 してい た 菅原道 真 に とって 、宮 廷 の公 宴

で発 表す る詩 は美辞 麗 句 に飾 られ た表 現 で な くて は な らなか っ た。 白居 易 の 白俗

とい われ る よ うな 平易 の詩 風 は彼 の詩 を作 る場 面 とはあ ま り合 わず 、華麗 な詩風

が最 も適 当で あ った ので あ る。

白居易 と菅原 道真 の詩 風 は相 違 が あ る。彼 らの生 まれ た家庭 環 境や 受 けた教 育、

社 会 情勢 、 政治 制度 か ら、官 へ と登 り詰 めた道 筋 、新進 官 僚 時代 の政 治環 境 は異

な る。 白居 易 は江州 へ左 遷 され た後 と菅 原道 真 は讃 岐 へ転 出 され た後 の意 識 の 変

遷 、都 へ 戻 っ た後 の官 僚社 会 で の進退 、晩年 の運命 とい う面 か ら比較 し、 白居 易

と菅原 道 真 は詩 文 を通 して各 自の政治 観 、人 生観 を打 ち 出 し、 同 じく文 人官 僚 で

あ った が人 生 の歩 む道 が異 な り、詩作 へ の追 求 が異 な り、そ して、詩 風 も異 なっ

た こ とを述 べ る。

白居易 と菅原 道真 の出生 時 の社 会背 景 の相 違 が 、彼 らの家庭 環 境 に直接 影 響 を

与 え、未 来 へ の異 な った希 望 を生 み 出 した。 白居 易 は戦乱 の た め家族 が離 れ 離れ

に な る とい う不 幸 な環境 に育 っ たが 、菅 原道 真 の 出生 時 は平和 で あった。 白居 易

と菅原 道 真 に とって、 それ ぞ れ の生 まれ た家 庭 環境 と受 けた教 育 が彼 らの異 なっ

7



た人 生哲 学 を育 ん だ。 白居 易 は 中唐 の地 方官 の家 に生 まれ 、 菅原 道真 はそ の学 問

で身 を立て て い る菅原 の家 に生 まれ た。 それ 故 、彼 らの官 にな る とい う抱 負 も異

な った。 不 安定 な 生活 を して 育 った 白居 易 に は安 定 した生 活 の た めに官 に な るの

が なに よ りもの希 望 とな り、 菅原 道真 は先祖 の影 響 下 、高 官 に な る とい う意識 が

彼 のあ らゆ る行 動 を主 導 して い た。

社 会環 境 、家 庭環 境 は異 なっ たた め 、 白居 易 と菅原道 真 の詩 賦 を作 り始 めた 出

発 点 も異 なっ てい た。 官 に な る前 の 白居 易 の詩 には苦 しい 生活 とそ の心境 が表れ

てい る。 生活 は苦難 の連 続 で あ り、彼 に与 えた 悲 しみ の衝 撃 が相 当に強 い。 人 生

の経歴 に よっ て若者 の感 情 を詠 うのみ で あ り、 これ は生活 と心情 を直 接 に詠 う詩

風 の始 ま りで あ ろ う。 しか し、菅 原道 真 は祖 業 の後継 者 と して父 の厳 しい教 育 を

受 け、十 八歳 で文 章生 にな るま で、漢 詩 を 『文選 』 等 か ら勉 強 し、 『文選 』 等 の

美 辞麗 句 と比肩 で きる麗 句 を詠 む こ とに努 めた。

白居易 と菅原 道真 は各 自の家庭 環境 、社会 情 勢 、政 治制 度 か ら、官 へ と登 り詰

めた 道筋 が異 な り、詩 作へ の追求 も異 な った。 白居 易 は科 挙 の試 験 を一歩 一 歩乗

り越 え、官 に な り、生活 の安 定 を手 に入 れ た。初 任 の官職 は校 書 郎 とい う閑官 で

あ り、 時 間的余裕 の あ る官 僚 生活 を味 わい 、詩 歌 に もそ の生活 が詠 まれ た。 菅原

道 真 は紀 伝道 をわ きめ もふ らず に進 み 、文 章生 の 時か ら方 略試 の準備 を しなが ら、

また 天皇 の詩 宴 に於 い て詩 を詠 い、忙 しい 日々 で あ り、詩賦 は美 辞麗 句 の詩 風 へ

発 展 した。

白居易 も菅原 道真 も同 じ く難 関 を突 破 して王 朝 の行 政官 にな り、多 忙 な官 僚 生

活 が始 ま った。

白居易 は 「兼 済 」 の志 を実 現 させ るた めに行 政官 にな った が 、挫 折 した。 江州

へ左遷 され る前 、彼 は 「兼 済 」 のた め 「調諭 詩 」 を作 り、 「独 善 」 のた め 「閑適

詩 」 を詠 い 、人 生 は 「兼 済」 と 「独 善」 が相 半 ば し、揺 れ て い たで あ ろ う。

しか し、 菅原 道真 は民部 少 輔 の激務 に あって も職 務 に励 ん でい た と詩 に詠 まれ

てい る。 これ は彼 の家 風祖 業 を守 って 、そ の道 の為 に励 む こ とを怠 らなか った か

らで あ る と思 う。 また 、彼 が 天皇 の詩 宴 におい て作 った詩 は 、彫 心鍍 骨す る麗句

を配 し、天 皇 と諸 臣 の賞賛 にあ わせ て作 った もの で あっ た。宮 廷 詩 に本領 を発 揮

し、 自分 の才能 を披 露 し、迷 わず に宮廷 詩人 と して の道 を遮進 した。

白居易 も菅原 道真 も地方 官 の経 験 が あ った。 白居 易 は罪 を問 われ 、長安 か ら江
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州 に左 遷 され た。 この失脚 は彼 の人 生 の歩 み方 を決 めた。 この後 の彼 の詩 文 は個

人 生 活 が多 く詠 まれ 、 閑適 の心情 が溢 れ て いた。 閑適 の生 き方 が一生 変 わ る こ と

な く、官位 を選 ばず 、 官禄 を選 んで 、政 争 を避 けて人 生 を送 っ た。

菅原 道 真 は讃 岐 守 に転 出 され た時 の詩 文 に、讃 岐で の生 活 の苦 しさや 寂 し さが

詠 まれ 、 また平 安京 に戻 る と、宮 廷詩 人 として活 躍 す る時 期 を期 待す る気 持 が窺

え る。 宮 廷詩 人 と して 政治 舞 台 で輝 く とい う生 き方 には変 化 が なか った。

白居易 も菅原 道真 も 中央 政 治 に戻 っ た後 、す ぐ昇 進 し、高官 にな った。 そ れ か

ら政 争 に巻 き込 まれ る こ とにな り、彼 らの政 争 へ の認識 はそれ ぞ れ に異 な った。

白居易 は党争 、 高官 の分 裂 、宙 官 の参 政 、皇 帝 の無謀 な どの こ とで政 治 に絶 望

した。 また 党争 の 両方 か藩 鎮 の朋 党 に報 復 され る危 険 な政 治環 境 か ら身 を避 け る

た めに地 方長 官 へ の転 出 を選 ん だ。 当 時の政 治 環境 で は 閑適 の生 き方 は賢者 の選

択 で あ った。

しか し、 菅原 道真 の儒 学 の政教 理念 や 華麗 な詩 文 を創 作 す る文 学 的 な意 志 は宇

多天 皇 に よっ て信頼 され 、抜擢 され 、宇 多天 皇 の律 令制 度 を再 建 す る政 治 の補 翼

に なっ た。彼 の宮 廷詩 には美 辞麗 句 に よ る美 文 主義 が表 現 され た。

白居易 と菅原 道真 は違 った 晩年 をそれ ぞれ 迎 える こ とにな っ た。 白居 易 は洛 陽

で 「日高 眠 」 をす る安 定 の精神 を求 め 、政争 か ら身 を避 け、 閑適 の生 き方 を持 ち

な が ら、仕 事 に勤 め、 七十 一歳 で致仕 した。 しか し、 菅原 道真 は従 二位 の右 大 臣

ま で昇進 した 時、突 然 太 宰員外 の帥 に左 遷 され た。 これ は彼 の精神 世 界 に 限 り無

い衝 撃 を与 え、詩 作 も宮廷 詩 と異 な り、感 情 を直叙 す る新 しい叙 情詩 にな った。

菅原 道真 は太宰 府 で 白居 易 の詩 作 に詠 まれ た閑適 を意識 した が 、苦 い生活 と悲 し

い心 情 を詠 い なが ら五 十 四歳 で亮 去 した。

白居易 と菅原 道真 は、 そ の生活 環境 、政治 環境 に よっ て生 き方 も異 なっ た。 白

居 易 は 閑適 の生 き方 で 平穏 な生活 を平易 な詩 語 で詠 った。 菅原 道真 は政争 の 中に

身 を置 き、 ま た宮 廷詩 人 と して輝 き、美 辞麗 句 の詩 を作 り、 王朝 の栄 華 を詠 った。

彼 らの詩 作 の 内容 お よび作 っ た場 面 、ま た は詩 を詠 う意識 が異 な った こ とで 、

詩 作 へ の追 求 も異 な り、詩 風 も異 なっ たの で あ る。

注

① 白居 易 の 閑 適 詩 に つ い て の 研 究 は 中 国 で は 低 調 で あ っ た が 、 日本 で は 一 九 八 五
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年 の 西 村 富 美 子 「白居 易 の 閑 適 詩 に つ い て一 下 邦 退 居 時 一 」(『 古 田教 授 退

官 記 念 中 国 文 学 語 学 論 集 』 東 方 書 店 、 一 九 八 五 年)の 閑 適 詩 論 を 始 め 、 松 浦

友 久 、 埋 田 重 夫 、 川 合 康 三 、 芳 村 弘 道 、 下 定 雅 弘 ら は 閑 適 詩 に つ い て の 論 が 発

表 され た 。

② 下 定 雅 弘 『白 氏 文 集 を 読 む 』(勉 誠 社 、 一 九 九 六 年)(一 一 九 ペ ー ジ)で は

白居 易 の 閑 適 詩 が 作 られ る 貞 元 十 九 年 か ら杭 州 時 代 ま で を 、 そ の 閑 適 詩 の

傾 向 と あ わ せ 考 え て 、 五 期 に 分 け る こ と に す る 。

第 一 期 は 、 書 判 抜 葦 科 に 合 格 して 秘 書 省 校 書 郎 と な っ た 貞 元 十 九 年 か ら 、

母 の 死 に よ る服 喪 の た め 、 下 邦 に 退 居 す る ま で 。 途 中 、 整 屋 県 尉 に 出 る 時 期

も あ る が 、 これ を京 官 時 代 と簡 称 す る。 第 二 期 は 元 和 六 年 四 月 か ら 元 和 九 年

冬 ま で の 下 邦 退 居 の 時 期 。 こ れ を 下 邦 時 代 とす る。 第 三 期 は 、 元 和 九 年 冬 か

ら元 和 十 年 八 月 江 州 へ 左 遷 され る ま で の 太 子 左 賛 善 大 夫 の 時 期 。 これ を 復 官

時 代 と簡 称 す る 。 第 四 期 は 、 元 和 十 年 八 月 江 州 へ 赴 任 す る 時 か ら、 元 和 十 三

年 暮 れ ま で の 江 州 司 馬 の 時 期 。 こ れ を江 州 時 代 と称 す る。 第 五 期 は 、 長 慶 二

年 、 杭 州 刺 史 に 出 され る 時 か ら杭 州 を離 れ る 前 ま で 。 こ の 時 期 を杭 州 時 代 と

称 す る。 江 州 時 代 か ら杭 州 時 代 へ 飛 ぶ の は 、 こ の 間 の 忠 州 刺 史 の 時 期 や 、 知

制 詰 ・中 書 舎 人 の 時 期 の 詩 で 、 閑 適 詩 に 分 類 さ れ る 作 は な い か らで あ る 。

と述 べ 、 白居 易 の 閑 適 詩 が 詠 ま れ た 時 代 を 五 期 に 分 け た 。

③ 礪 波 護 『唐 の 行 政 機 構 と官 僚 』(中 央 公 論 社 、 一 九 八 八 年)「 唐 代 の 県 尉 」

参 照 。
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第一部 白居易 の閑適論

は じめに

白居易 は閑適 とい う生 き方 で官 僚 生活 を送 る こ とが 多 か った。 そ の閑適 の生 き

方 は彼 が校 書郎 の 時、 現 実 の官僚 生活 に満足 して い る こ とか ら芽 生 え始 めた。詩

の 中に は 「知足(足 る を知 る)」 と 「日高 眠(日 高 く して眠 る)」 とい う睡 眠 に

つい て の詩語 で表現 され てい る。

0

白居易 の睡眠 につい て の詩 の全 て は 閑適 の生 き方 を表 現 す る訳 で は ない。彼 の

閑適 の生 き方 は官僚 社 会 の環境 に委順 し、 自分 を納 得 させ 、 自分 を満 足 させ る こ

とであ る。 官 になれ ば仕 事 のた め 出勤す る。 彼 に とって仕 事 が順 調 で はな か った

時、 志 が挫 折 した 時、 官庁 に出勤 して不 満 を託 つ よ り、家 で ゆ った り朝 寝坊 して、

精 力 を充 足 させ 、精 神 を安 らげ る 「日高 眠 」 をす る のが希 望 で あ った。 「日高

眠」 が で きた とい うこ とで閑適 もで きた とい う心情 が表 わ され た。 しか し、 「日

高眠 」 は先行 研 究 で は扱 われ て い ない。 そ こで 私 は 白居 易 の 「日高 眠」 につ い て

の論 文 「白居 易 の 「日高 眠」 をめ ぐっ て 人 生観 の変化 」(『 大手 前 大学 論

集 』 第八 号 、二 〇 〇八年 。 原稿 は第 八十 九 回和 漢比 較 文学 会例 会(西 部)[二 〇

〇五年 十 一 月十 九 日於 大 阪大 学]に 於 い て 口頭発 表 を行 った 。)に お い て 、睡 眠

の 中に 「日高眠 」 は彼 の 閑適 を表 現す る こ とを明 らか に しよ うと論 じた。

整屋 県 尉 とい う行 政 官 に なっ てか ら、社会 環境 と個 人 の希望 が相違 し、官 の束

縛 と個人 の理想 の衝 突 を柔 らげ るた め 、現 実か ら逃 れ 、 山里 で精神 の安 定 を探 求

した。

0

中央官 庁 で左 拾遺 と して勤 め る時 、 「兼済」 の志 が 強 くな り、 詩歌 に もそ れ が

「調諭 詩 」 と して表 れ た。 「兼 済 」と 「独 善」 は共 存 す るの が難 しくな り、 「日

高眠 」 をす る こ とは希 望 に な り、閑適 す る余 裕 が なか っ たの で あ ろ う。

左 拾遺 の任 期 が切 れ 、京 兆府 戸 曹参 軍 とい う地方 官 に 除せ られ 、俸 禄 が高 い こ

O

とで生活 が豊 か にな った が、 皇帝 の傍 か ら離 れ 、 「兼 済」 の志 の達成 か らは よ り

遠 くな っ た。 彼 の政 治 の道 は公 的 な 「兼 済 」 と私 的 な 「独 善 」 に相 半 ば し、揺れ

てい た。 官 と して の俸禄 が あ るか ら生活 に悩 み は なか っ たが 、政 治上 は悩み が 多

い。 白居 易 に とって政 治 上、 「兼 済 」 と 「独 善 」 は一番 の課題 とな り、 「兼 済 」
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と 「独 善 」の 関係 を調整 で き る生 き方 が彼 の人 生 の歩 み方 にな った。 これ が閑適

の生 き方 で あ る。 「兼 済 」 と 「独 善 」の矛 盾 す る関係 を解 決 で きた こ とで 、彼 は

「兼 済」 と 「独 善 」 の言葉 を使 わ な くな った。 そ して 閑適 の 生 き方 は彼 の公 的 な

場 につ いて の政 治環 境 と精 神 世界 の調 和 す るもの で あ り、 これ が官 と して生 活 を

保 障 す る俸禄 を貰 い 「知足 」 の心 情 と組 み合 わせ た もの で あ る。

下 邦 で の退居 の 三年 は官 職 が な く、俸 禄 もなか った か ら、官 界 で の閑適 の生 き

方 と同視 す るのは不 適切 だ ろ う。 家族 の不 幸 の悲 し さと生 活 の苦 しさで 身体 が 弱

くな り、心 身 のバ ランス が崩 れ た。 下邦 で は 「日高眠 」 をす るこ とが あっ たが 、

官 と して 「日高 眠 」 をす る こ と とは一 味違 うで あろ う。

J

三年 後 官 に復 した が、太 子左 賛 善 大夫 とい う閑官 にな り、官 庁 で は冷遇 され 、

「日高 眠」 をす る こ とで精 神 を安 らげ た。

江 州へ 左遷 され て か ら、彼 の官 僚 生活 に大 きな変 化 が訪 れ た。 「兼 済 」 の志 が

薄 くな り、 「兼 済 」 と 「独 善 」 の依存 関係 が解 体 され 、精神 世 界 で 「兼 済」 と

　

「独 善」 が衝 突 しな くな った。 政 治 上 は 「明哲保 身 」 し、心身 のバ ラ ンス が崩壊

す る場面 か ら避 け るこ とに なっ た。 生活 上 は官 にな りな が ら俸 禄 を貰 い 、 「知

足 」 してい た。悠 々 自適 しなが ら 「日高 眠 」 をす る閑適 の生 き方 が確 定 され た。

忠 州刺 史 の 時か ら杭 州刺 史 ・蘇 州刺 史 の 間 に、彼 の閑適 の生 き方 が徐 々 に完成

した。 閑適 の語 は 、江 州 で詩集 十 五巻 を編集 す る時 の作 品の分 類 「閑適詩 」 か ら

始 めて使 われ た。 この分類 は長 慶 四(八 二 四)年 の 『白氏 長慶 集 』五 十巻 まで続

けた が 、そ れ以 後 の詩 は分 類 を しな くな った。彼 の閑適 の生 き方 が完 成 され た た

め詩 歌 に は閑適 詩 が圧倒 的 に多 く、分 類 す る必 要 もなか った か らで あ ろ う。 洛 陽

に分 司す る時 に、 閑適 の 生 き方 を 自分 の詩 で 「中隠」 と称 した。 これ か ら致 仕す

るまで 閑適 の生 き方 は変 らなか った。

注

① 埋 田重 夫 『白 居 易 研 究 閑 適 の 詩 想 』(汲 古 書 院 、 二 〇 〇 六 年)(一 三 六 一 一

三 七 ペ ー ジ)

題 材 詩 と し て の 詠 眠 詩 を 通 じ て 、 白居 易 の 閑 適 観 を把 握 し よ う と の 試 み は 、

従 前 の 文 学 研 究 に お い て ほ とん ど な され て い な い だ け に 、 興 味 ぶ か い 問題 を

含 ん で い る よ う に推 察 させ る 。
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と 、 白居 易 の 睡 眠 は 閑 適 と は 密 接 な 関 係 あ る こ と を提 出 し た 。

そ の 後 、 該 者 の 「白居 易 「日已 高 」 考 一 一 日 の 時 間 表 現 を 中 心 に し て一

(『 中 国 文 学 研 究 』 第 三 十 四 期 、2008年 、 早 稲 田大 学 中 国 文 学 会)は

白居 易 に よ る 新 た な 時 間 の 発 見 と創 造 は 、 彼 が 生 涯 に わ た っ て 首 唱 す る

「閑 適 の 詩 想 」 と も通 底 し て い よ う。

と 、 白居 易 の 一 日 の 時 間 に つ い て の 詩 作 を 挙 げ 、 「日 已 高 」 は 公 的 時 間 を

私 的 時 間 へ と変 換 す る斬 新 な 試 み で あ っ た と述 べ た 。

② 孟 子 の 言 葉 「窮 則 独 善 其 身 、 達 則 兼 済 天 下(窮 す れ ば 則 ち 独 り其 の 身 を 善 く し、

達 す れ ば 則 ち兼 ね て 天 下 を 済 ふ)」(尽 心 編 、 上)に 由 来 す る。

③ 「初 除 戸 曹 、 喜 而 言 志(初 め て 戸 曹 に 除 せ ら れ 、 喜 び て 志 を 言 ふ)」(○ 一 九

七)と 文 「奏 陳 情 状(奏 して 情 を 陳 ぶ る 状)」(一 九 七 一)参 照 。

④ 下 定 雅 弘 『白 氏 文 集 を 読 む 』 は 、 白居 易 の 「兼 済 」 「独 善 」 が 官 職 に よ り次

第 に 変 化 して い る こ と を 論 じ て い る(四 三 〇 一 四 三 一 ペ ー ジ を 参 照)。

⑤ 「初 授 賛 善 大 夫 、 早 朝 寄 李 二 十 助 教(初 め て 賛 善 大 夫 を授 け られ 、 早 朝 李 二 十

助 教 に 寄 す)」(〇 八 一 一)、 「酬 張 十 八 訪 宿 見 贈(張 十 八 の 訪 宿 し て 贈 ら る

る に 酬 ゆ)」(〇 二 六 五)参 照 。

⑥ 『詩 経 』 「大 雅 ・蒸 民 」 の 「既 明 且 哲 、 以 保 其 身(既 に 明 か つ 哲 、 も っ て 其 の

身 を 保 つ)」 と い う言 葉 に 由 来 す る 。
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第 一 章 白居 易 の 「閑適 」 につい て先 行研 究

白居易 につ いて の先行 研 究 は種 々 あ るが 、 「閑適 」 につ い て の研 究 で は 「閑適

詩 」 の分 類 や 「調諭 詩 」 の分類 との拮 抗 作用 が 強調 され てい る。 本論 文 で は先行

研 究 を踏 ま えた上 で、 白居 易 の各 時代 の詩 に表 れ た政 治観 点 と実 際 の生活 を分析

し、 閑適 の生 き方 は 白居 易 に とって 、文 人官 僚 と して の人 生観 で ある こ とを明 ら

か にす るこ とを 目的 とす る。

第一節 中国での白居易の閑適詩 の研究

白居易 の閑適 詩 につ い て最 初 に取 り上 げ るべ きは 「閑適 」 とい う分 類 で あ る。

しか し、 中国 の今 まで の研 究 を見 る と、それ らは 「調諭 詩 」 と 「長恨 歌 」 「琵琶

行 」 に集 中 して、 閑適詩 につ て の研 究 は あま り進 んで い ない。

陳 寅恪 『元 白詩箋 証稿 』(『 陳寅恪 文集 』 第 六冊 、 上海 古籍 出版社 、 一九 七 八

年)、 王拾 遺 『白居 易研 究』(上 海 文 藝 聯合 出版 社 、 一九 五 四年)、 陳 友琴 『白

居 易 』(上 海 中華 書局 、一 九 六一 年)な どは、 当時 の社 会 環境 の要求 か ら 白居易

の 「調 諭 詩 」 を 中心 と し、現 実主 義 の人 民詩 人 と して評 価 され てい た。 文化 大革

命 とい う政 治運 動 の時 代 に 白居 易研 究 は空 白にな って い た。

次 の 白居 易研 究 の再 開 は一 九八 〇年 頃か らで ある。 王拾 遺 『白居易 生活 系 年』

(寧 夏人 民 出版 社 、一 九 八一年)と 、朱 金城 『白居 易年 譜 』(上 海 古 籍 出版 社 、

一 九 八 二年)と 『白居 易集 箋校 』(全 六 冊
、上海 古 籍 出版 社 、一 九八 八年)、 顧

学頷 『白居 易家 譜』(中 国旅行 出版社 、一 九八 三年)な どの著 作 が あ った が、 白

居 易 の 閑適詩 につ い ての研 究 は あ ま り行 われ なか った。

現 階段 で は 中国 の 白居 易 研 究 は独 立 した研 究 と して行 われ てい な い。 白居 易 は

中唐 文人 と して 当時 の政治 場 面 を どの よ うに詩 文 に反 映 した か とい うこ とを追 究

し、調 諭 詩 を中心 と した研 究 が多 い。 胡 可先 は博 士論 文 『中唐 政 治 と文 学』(安

徽 大 学 出版社 、二 〇〇 〇年)で 白居易 の詩文 を引用 し、 当時 の政 治場 面 を論 じた。

しか し、 中唐 の官僚 詩 人 白居 易 が政治 迫 害 か ら身 を避 け 、閑適 を求 めて い た こ と

を見 落 と して い る と思 う。

人 民詩 人 白居 易 は調諭 詩 を作 り、人 民 の た め封 建 社 会 と戦 っ てい た とい うこ と
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を宣伝 してい るの に、 これ と逆 の 自利 自適 の面 もあ る こ とにつ い て言 及 され る こ

とは少 な かっ た。 台湾 で の 白居 易研 究 は 中断す る こ とな く行 われ て い るが 、や は

り閑適 につ い ての研 究 は少 ない。

第二節 日本 にお ける白居易の閑適の研究は 日本の独特なもの

一 九八 〇年 代 以前
、 日本 で の 白居易 研 究 も 「調 諭 詩 」 を 中心 と してい た が、 吉

川 幸 次郎 、 高木 正 一、 平 岡武 夫 、堤留 吉 、花 房英 樹 らの著 作 に は 「閑適詩 」 が し

ば しば取 り上 げ られ て い た。 そ の 中で は、 吉川 幸次 郎 『吉川 幸次 郎全 集 』巻 十 一

「新唐 詩 詩選 続 篇 前篇 白居 易 」(二 三 〇ペ ー ジ)(筑 摩書 房 、一 九 六八 年)

は、

次 に第 二の 主張 と して 、彼 はそ の私 生活 が 、幸福 な もの で ある こ とを欲 し

た。 そ うして 幸福 に到 達 す る方法 と して は、つ つ ま しや か な、無 理 の ない 、

適度 の快楽 の 生活 、 それ を主 張 し、実践 した。 酒 、琴 、詩 、 この三 つ こそ私

の友 人 で あ る と、彼 みず か ら言 う。 さき の 「調 諭 」 の詩 に よ って、 人み なの

幸福 を主 張す る彼 は 、 まず彼 自身 の生活 の幸福 を、権利 と して 主張 す る よ う

に見 え る。 この主 張 を歌 っ た百 八十 六 首 は、 「閑適 」 の詩 と呼 ばれ 、 自編全

集 の第 二 の部分 を しめ る。 なお全 集 の第 三 の部 分 は 「感 傷 」 の詩 二 百三 十 四

首 で あっ て、悲 哀 の情 を帯び た普 通 の拝 情詩 で あ る。 ま た晩 年 の詩 をあつ め

た続 篇 で は、 この三分 類 を立て な いが 、実 は 閑適詩 がい よい よ多 くの比 率 を

しめ る。

と、 白居 易 の 閑適詩 はそ の閑適 の分類 よ りも晩年 の詩 に は多 く存 在す る こ とを述

べた。

中国 で は行 われ な か った 白居 易 の閑適 詩 の研 究 は一 九八 〇年 代 にな る と 日本 で

は新 た な研 究分 野 と して 開か れ 、 白居 易 の 閑適詩 につ い ての研 究 は 日本 で の独 特

な もの に なっ た。 白居 易 の 「閑適 詩 」 の成 立 の問題 と 「閑適詩 」 の分 類 で統 括 さ

れ て い る実 際 の作 品 の特徴 とい う問題 につ いて論 じた論 文 著作 が多 くあっ た。

0

西村 富美了 「白居易の閑適詩 について 下邦退居時 」 とい う閑適詩論 か ら始
0

ま り、川 合 康三 「白居 易 閑適詩 孜」(『 未名 』 九 、一 九九 一年 。 『終 南 山の変容

中唐 文学 論集 』(研 文 出版 社 、一 九 九九 年十 月)に 所収)、 芳 村 弘道 「江州 ・忠
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O

州時代の 白居易一 「閑適詩」の制作をめ ぐって 」(『 学林』二十、一九九 四年、

『唐代の詩人 と文献研究』(朋 友書店 、二〇〇七年)に 所収)、 下定雅弘 『白氏

●O

文集 を読む』 、松浦友久 『松浦友久著作選H陶 淵 明 ・白居易一拝情 と説理』(研
⑥

文 出版 、二 〇 〇 四年)、 赤 井 益久 『中唐 詩壇 の研 究』(創 文社 、 二 〇〇 四年)、

0

埋 田重夫 『白居易研究 閑適の詩想』等の論文著作が発表 され た。

本論文では先行研究 を踏 まえて、 白居易の閑適 の詩を再検討す る。 白居易の全

生涯に閑適の意識が存在 した。彼 の生存環境お よび政治環境が変化す るところ、

精神 と欲求 も変化 していたが、詩文に表現 され る閑適の意識 が次第に成長 して、

閑適の人生観 を確 立 した生 き方になった とい うことを論 じる。

注

① 当該 論 文 に は 、 「調 諭 詩 」 と 「閑 適 詩 」 に 価 値 の 上 下 が な い と指 摘 し た 。 これ

か ら 「閑 適 詩 」 は 白居 易 研 究 の 重 要 な 分 野 に な り、 研 究 も深 化 した 。

② 当該 論 文 に は 、 閑 適 の 文 学 を 白 居 易 が ど う位 置 づ け て い た か とい う視 角 か ら、

「与 元 九 書 」 だ け で は な く 、 洛 陽 閑 居 後 の 大 和 八 年 に 書 か れ た 「序 洛 詩 」(二

九 四 二)の 重 要 性 を論 じた 。

③ 当該 論 文 に は 、 江 州 で は 下 邦 以 上 の 窮 地 だ か ら 「閑 適 詩 」 が 多 数 制 作 され た の

は 当 然 と して 、 同 じ く窮 地 で あ る 忠 州 で は 「閑 適 詩 」 が 多 作 さ れ な か っ た の は

なぜ か 、 とい う問 題 を 設 定 し て これ を論 じた 。

④ 「白居 易 の 閑 適 詩 一 そ の 理 論 と変 容 」 が 、 閑 適 詩 は 白居 易 が そ の 生 涯 を 通 じ て 、

自 己 自身 と 自己 の 欲 求 を き わ め て 大 切 に す る。 新 し い タ イ プ の 詩 人 で あ る こ と

を指 摘 した 。

⑤ 「白居 易 に お け る 「適 」 の 意 味一 詩 語 史 に お け る 独 自性 を 基 礎 と して 」 は 、 白

居 易 の 場 合 、 そ の 詩 作 と人 生 が 、 「適 」 な る境 地 へ の 希 求 を 基 調 と し て 一 貫 し

て い る 。 江 州 左 遷 さ れ た 時 に 「閑 適 詩 」 とい うジ ャ ン ル が 確 立 され た 。 「閑 適

詩 」 の ポ イ ン トは 「閑 」 よ り も 「適 」 に あ る。 「閑 適 」 の ジ ャ ン ル が 設 定 され

た の は 、 「適 」 の 境 地 は 「閑 」 の 情 況 に お い て こ そ 最 も よ く実 現 され る と実 感

され た か らだ と論 じた 。

⑥ 「閑 適 詩 考 一 「閑 居 」 か ら 見 た 閑 適 の 理 念 一 」は 、 白居 易 の 下 邦 で の 退 居 と江

州 で の 左 遷 され た 時 の 生 活 は 陶 淵 明 と章 応 物 の 「閑 居 」 を 倣 っ た と論 じた 。
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⑦ 「白居 易 の 閑 適 詩 一 詩 人 に 復 原 力 を 与 え る も の 」 は 、 生 き て い く上 で 生 じ る さ

ま ざ ま な 精 神 的 肉 体 的 ス トレ ス を軽 減 す る 手 段 と し て 存 在 した と論 じ た 。

17



第二章 閑適 の生 き方

白居易 の閑適の生き方の形成 した経緯 を述べ る。

第一節 閑適 の生 き方 の原点

0

貞 元十 九(八 〇 三)年 の春 、進 士 白居 易 は書判 抜 葦科 に及第 し、校 書郎 に なっ
0

て、 官僚 生 活 がス ター トした。 官 にな った後 の最初 の詩 は 「常楽 里 閑居(常 楽 里

の 閑居)」(○ 一 七五)で あ り、 これ が 「閑適 」 とい う分 類 の第 一 首 と して、 ま

た詩 の 中 に校 書 郎 の時 間 的余裕 の あ る生 活 が詠 まれ た こ とな どが研 究 者 達 に注 目

O

され て来 た。

この詩 を も う一度 分析 して 、 白居易 の閑適 詩 につ い て の特徴 を探 る。

帝都名利場

鶏鳴無安居

独有獺慢者

日高頭未杭

ぢや う

帝都 は名利 の 場
けいめい

鶏 鳴 安居す ること無 し
らんまん もの

独 り獺慢 の者有 り

自嵩 うして蛍 芙 だく続づらず

と詠 い始 め、長 安 は人 々 が名利 を争 う場 所 で あ るが、校 書 郎 の生 活 は 日高 くまで

と

寝 て、頭 髪 も杭 かず とい う閑職 で あ るこ とを表 現 して い る。進 士 に及 第す る前 の

白居 易 の生活 はそれ ほ ど安 定せ ず 、試 験 の た め、生 活 の た め、彼 には余裕 が なか

った の で あ ろ う。科 挙合 格 以 前 に は閑適 と密 接 な 関係 が あ る 「日高 眠」 とい う安

眠 につ い ての詩 句 は なか った。 校 書郎 にな って か ら、彼 の詩 に は 「日高(眠 、 睡、

臥)」 「晩 起」 とい う閑適 の意識 を表 した詩 が頻 繁 に見受 け られ る。 次 に

工拙性不同

進退　遂殊

幸逢太平代

天子好文儒

小才難大用

こうせつ

工拙 性同 じか らず
あとつい こと

進退 　遂 に殊 なる
さ い は よ

幸ひ に太平の代 に逢ひ

天子は文儒 を好む

小才 大用 し難 く
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典校在秘書

三旬両入省

因得養頑疎

典校 秘書に在 り

ふたた

三旬に両び省 に入 り

くわん そ

因つて頑 疎 を 養ふ を得た り

と詠 い続 け、 国 内の政 治 も安 定 し、職 場 に も悩 む こ とが な く、勤 務 も少 ない 、

悠 々 自適 の役 人 の 生活 を描 い た。

次 に個 人 生活 の環 境 を詠 ん だ。

茅屋 四五間

一馬二僕夫

俸銭万六千

月給亦有鯨

既無衣食牽

亦少人事拘

遂使少年心

日日常嬰如

けん

茅屋 四五間
ぼ く ふ

一馬 二僕夫

磯 隻万六千
げ つ きふ ま 　

月給亦 た食余り有 り

焼 に衣食の漿蕪 く

亦た人事に凋歩なし
つひ

遂 に少年の心 をして

自U常 に算如 た らしむ

O

と詠 い 、月俸 が一 万六 千銭(十 六 貫文)あ り、 月給 も余 りあ り、生活 の 空 間や身

の 回 りの世話 を して くれ る下僕 もい て 、生活 に も余裕 が で き、苦 しむ こ とが な く

な り、心 情 も穏 や か にな った。

最 後 に人 間 関係 を詠 った。

勿言無己知

躁静各有徒

藍 台七八人

出処与之倶

旬時阻談笑

旦夕望軒車

誰能罐校 閑

解帯 臥吾盧

な き ち な

言ふ勿かれ己知無 しと
さうせい と

躁静各 々徒有 り

藍台七八人

とも

出処 之 と倶 にす
へだ

旬時 談笑を阻つれば
たんせ き

旦夕 軒車を望む
しうか う

誰か能 く雌校 の閑
ろ

帯 を解いて吾が盧 に臥せん
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窓前有竹翫

門外有酒沽

何以待君子

数竿封一壷

ちくくわん

窓前に竹翫有 り
し ゆ こ

門外 に酒沽 有 り
もつ

何 を以て君子 を待 たん

数竿 一壷に封す

と、竹 薮 の環境 に美 味 しい酒 を嗜 み な が ら、詩題 に記 され た 同時 代 の校 書郎 た ち

との仲 の 良い交 流 を詠 った。 白居 易 の酒 は この頃 か ら詠 まれ始 め、何 処 にい て も

酒 は心 を癒 す もの に な った。

これ以 降 、 白居易 の官界 で の歩 み が始 ま った。 校 書 郎 の生活 は満足 感 に あふれ 、

精 神 的 に も安定 した。 官 に就 い てか らは、 心 を苦 労せ ず に俸禄 を貰 い、 家族 の 皆

が平穏 な生 活 をす るこ とに満 足す る。 これ は閑適 の生 き方 の原 点 で あ る と思 う。

白居 易 は隠 逸 を否 定 して 、官 と して 生 き る とい う意 識 は校 書郎 の時 か らあ った。

太 田次 男 『調 諭詩 人 白楽 天』(集 英 社 、一 九 八三年)(六 八 一 六九ペ ー ジ)

は、

ものくさ たけ

さきに挙 げた 「常楽 里 の 閑居 」 のな かで 「独 り獺慢 の者 有 りて、 日高 たれ
かしら くしけず

ども頭未 だ 硫 らず 」 とい う。 国家 は彼 らを保 証 しつ つ 、 こ うい う時 間的余

裕 を与 えた。役 人 と して 国家 の要 請 に応 えた か否 か は別 に して 、 この三 年 間

で 、 白居 易 の 内 に あって 、 の ちに まで持 続 され る内部 の動 きのす べ て が この

期 間 内に醸 成 され た ともい え る。 帰 山を 口に し詩 に はす るが、 じつ はそ れ が

無理 であ り、 実現 不 可能 な こ ともす で に悟 った はず で あ る。 とす れ ば 、 この

辺 で 自分 の生 き方 を見定 め る必要 も生 じて い る。

と、 白居 易 は官 と しての 生 き方 を探 求 した こ とを述 べ た。

科 挙 の難 関 を突破 して官 にな った 白居 易 に とって、 時 間 に余 裕 の あ る校 書 郎 が

官 僚 生活 の始 ま りで あ ったか ら、政治 上 や 生活 上 、精神 上 には官 僚社 会 の苦 痛 が

な かっ た。 しか し、政 治 に参加 す る こ とを期 待 してい た。 貞元 二 十一(八 〇 五)

年 正 月 二十 三 日に徳 宗 皇帝 は崩 御 し、二 十 六 日に順 宗 皇帝 が即 位 した。順 宗 皇 帝

は宰 相章 執 誼 と王叔 文 ・王伍 らを 中心 に し、進 士 出身 の柳 宗元 ・劉 萬錫 らを も仲

間 に入 れ て 、宙 官や 藩 鎮 の勢 力 に対抗 しよ うとい う政 治改 革 が断 行 され た。 当時、

たてまつ

白居 易 は 「為人 上 宰相(人 の為 に宰相 に 上 る書)」(一 四八 五 、貞 元 ニー(八

〇五)年 、 三十 四歳 、長 安)と い う政 治 的 な権 力 と改 革 につ い ての文 書 を宰 相 章
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執 誼 に献 上 した。花 房英 樹 『白居 易研 究 』(世 界思想 社 、一 九七 一年)(四 六ペ

ー ジ)は 、

翌 貞 元二 十 一年(805)、 順宗 が即位 し、元 積 の妻 の 卑 と同族 で あ る章

執誼 が宰相 とな る に及 ん で 、居易 は 「宰相 に上 まつ る書1485」 を綴 り、 自

信 の あ る高 い調 子 で もって 、 当代 政 治批 判 を行 ない 、大 き な期待 を この宰相

に伝 えた。 しか し執誼 には政 治 的 な指導 力 が な く、つ い に改 革派 とそ の反対

者 との対立 を、激化 させ るだ けで あ った。 失望 のま ま に、居 易 は最 後 の段 階

た る制 挙 の こ とに全力 を傾 注 した。

と、 白居 易 は政 治 に参加 した い心 情 を述 べ た。

しか し、 当 時の政 情 が急 に変化 し、宙 官 の政 変 に よ り政 治 改革 の参 加者 は 中央

か ら一掃 され 、順宗 皇 帝 は退位 し、憲 宗 皇帝 が 即位 した。 白居 易 は宰 相 卑執 誼 に

上書 した こ とが あった が 、無視 され て 、ま た は政争 に関係 の ない 校書 郎 で もあっ

た ので政 治 動乱 に巻 き込 まれ な か った。

憲 宗皇 帝 は 中央集 権 の実 を挙 げ よ うとす る政策 を完 遂す るた め に、人材 は必 要

で あっ た。 そ して 、元 和元(八 〇六)年 の春 、 人材 を選 抜 す る制 科 が行 われ る こ

とにな った。 白居易 に とって は校 書郎 か ら転 出 し、行 政官 にな るチ ャ ンス で あ り、

憲 宗 皇帝 の人材 を選 抜 す る試 験 で あ る 「才識 兼 茂 明於 体用 科 」 とい う制科 に応 じ

るこ とに なっ た。

注

① 白居 易 は 貞 元 十 五(七 九 九)年 秋 、 宣 州 に て 郷 試 に 及 第 し 、 翌 年 二.月 、 長 安 に

て 礼 部 の 進 士 科 に 及 第 し、 そ れ か ら貞 元 十 九(八 〇 三)年 の 吏 部 の 官 僚 登 用 試

験 で あ る書 判 抜 葦 科 に 及 第 し 、 九 品 上 の 校 書 郎 とな っ た 。

② 詩 題 は 「常 楽 里 閑 居 、 偶 題 十 六 韻 、 兼 寄 劉 十 五 公 輿 ・王 十 一 起 ・呂 二 艮 ・呂 四

穎 ・崔 十 八 玄 亮 ・元 九 積 ・劉 三 十 二 敦 質 ・張 十 五 仲 方 、 時 為 校 書 郎(常 楽 里 の

こうよ き う けい えい

閑 居 、 偶 々 十 六 韻 を 題 し 、 兼 ね て 劉 十 五 公 輿 ・王 十 一 起 ・呂二 艮 ・ 呂 四 穎 ・崔

げんりやう しん とんしっ ちゆうはう

十 八 玄 亮 ・ 元 九 積 ・劉 三 十 二 敦 質 ・ 張 十 五 仲 方 に 寄 す 。 時 に 校 書 郎 た

り)」 で あ る 。

③ 平 岡 武 夫 『白 居 易 』(中 国 詩 文 選17、 筑 摩 書 房 、 一 九 七 七 年)(三 十 九 ペ ー

ジ)は 、
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さ らに 驚 く べ き こ とは 、 そ の 勤 務 が ゆ るや か で 、 十 分 な 自由 時 間 を 彼 ら に

与 え て い る こ とで あ る 。 白居 易 に 校 書 郎 の 生 活 を述 べ る詩 が あ る 。

と 、 こ の 詩 を 取 り上 げ た 。

下 定 雅 弘 『白 氏 文 集 を 読 む 』(一 一 九 ペ ー ジ)は 、

閑 適 詩 の 冒 頭 に 位 置 す る 、 秘 書 省 校 書 郎 の 時 の 詩 を 見 る こ と に よ っ て 、

閑 適 詩 を 支 え る 諸 観 念 の 摘 出 を 始 め よ う。

と 、 当 該 詩 を 取 り上 げ 、 閑 適 詩 に は 「名 利 不 要 」 「知 足 」 とい う考 え が 見 られ 、

人 間 関 係 を 良 く させ る こ と は 閑 適 の 論 理 の 形 成 に 重 要 な役 割 を果 た し た と分 析

した 。

近 藤 春 雄 『白 楽 天 と そ の 詩 』(武 蔵 野 書 院 、 一 九 九 四 年)(一 三 ペ ー ジ)は 、

こ う して 校 書 郎 は 散 職 で あ り、 閑 居 す る に は 適 して い た が 、 し か しそ れ

は 白楽 天 に は 不 満 で あ っ た 。 青 雲 の 志 を い だ く 白楽 天 は 閑 居 す る た め都 に

出 て 来 た わ け で は な か っ た 。

と述 べ た 。

つきづきた

④ 「月 給 」 の 訓 読 を 続 国 訳 漢 文 大 成 『白 楽 天 詩 集 』 は 「月 給 りて 」、 新 釈 漢

っ きづ きた

文 大 系 『白氏 文 集 』(二 宮 俊 博 担 当)は 「.月々 給 りて 」 で あ る 。 本 論 文 を 完 成 さ

げつきふ

せ る 時 、 覧 文 生 氏 に 「月 給 」 な る べ き だ と ご 教 示 さ れ た 。

かんもん ぜに

⑤ 一 貫文 は 一 千 銭 、 『唐 會 要 』 巻 九 十 一 ・内 外 官 料 銭 上 に 「校 書 郎 に 支 払 わ れ る

の は 月 額 十 六 貫 文 」 と い う記 録 が あ る。 文 と 貫 は 昔 の 銭 貨 を 数 え る 単 位 。 一 〇

〇 〇 文 を一 貫 とす る。
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第二節 閑適 の生 き方 の探求

白居易 は元和 一(八 〇 六)年 四月十 三 日、皇 帝 の人材 を選抜 す る試 験 で あ る

「才識 兼 茂 明於 体用 科 」 とい う制 科 に及 第 し、 整屋 県尉 とい う行 政官 にな った。

こ うい う長 安 の近 県 に官職 を経 て 中央 官 庁 に戻 され る とい うエ リー ト ・コー ス で

あ った。 だが今 度 の人 事 に は不満 が あ った。 試 験 の成績 は元積 が第三 席 、 白居易

は第 四席 であ り、 皇帝側 近 の拾遺 とい う諌官 にな る はず で あっ たが 、第 五等 の薫

O

便 が右 拾 遺 を授 け られ 、 自分 は県 尉 とな った。 白氏 一族 に とっ ては 、 これ まで に

前 例 が ない進 士 科 出身 の エ リー ト ・コー ス をた どって い る 白居 易 は 唯一 の期 待す

る人 物 で あっ た。 そ のた め彼 は不 満 が あ って も言 え なか った の で あろ う。

平 岡武 夫 『白居易 』(筑 摩 書房 、 一九 七 七年)(六 ニー 六 三ペ ー ジ)は 、

白居 易 はた しか に恵 まれ た コー ス に入 って い る。

しか し、実 の ところ、彼 が県尉 にな った 当時 の作 品 には 、一抹 の 不平 憂愁

の気 が認 め られ る。

ちゆうちつけん ほくろう やま のぞ

整屋 県 の北楼 にて山を望む(〇 六三五)

一為趨走吏

塵土不開顔

享負平生眼

今朝始見 山

ひ と す うそ う り な
一 たび趨 走 の吏 と為 りて

じ ん と かお ひ ら

塵土 顔 を開かず
へいせい め こ ふ

平生 の眼に享負 せ しも
こんちよう はじ や ま み

今 朝 始 めて山を見 る

「享負 」 は そむ く。 あ る もの(こ こで は平 生 の眼)に 対 して道 義 的 な罪 を

犯す こ と。 「今 朝 」 は今 日。

整 屋 県 の県庁 の北楼 に登 って 、 は るか に 山を見 る。

下 まわ りの役 人 にな って か らとい うもの、俗 事 に まみれ て顔 の ほ ころぶ こ

とが なか った。 い っ も、 くだ らぬ もの ばか り見せ てい て 、 眼 に申 し訳 ない こ

とで あっ た。今 日、 は じめ て 山を見 た。

優 雅 な校 書郎 に比 べ る と、 どの職 場 もい そ が しい。 こ とに県 の尉 の仕 事 は

わず らわ しい もので あ る。 「山を見 る」 とい うのは 、眼 を俗 務 か ら離 して 、
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清浄 な世界 に心 を向 け る こ とで あ る。

この詩 に見 る 白居 易 の歎 き は、 あ るい は県尉 を校 書 郎 と比 較す る こ とにの

み 由 るの では ない か も しれ ない。 この 時、 制科 の後 に、元 積 は畿 県 の尉 を経

過 す る こ とな しに、一 躍 して左拾 遺 に抜 擢 され た。 これ ま で、校 書 郎 の 日 日

も、華 陽観 の制 科 準備 も、一 緒 に机 をな らべ 、 くつ わ をな らべ てい た二 人 に、

地位 の隔 た りがで きた。 地位 の隔 た りは、禁 中 と城 外 とに 、二人 の居 る場所

を も隔 て た。親 しい友 と毎 日、 同 じ場所 で 、顔 を合 わせ 、詩 文 をた た かわす

こ とがで きな くな った悲 しみ 、 それ を 白居 易 はす なお に悲 しん だ。 しか し官

界 にお ける地位 の均衡 が破 れ た こ とに対 して 、彼 は複雑 な感 情 を もつ こ とを

免 れ なか った で あ ろ う。

と、 県尉 とな った 白居 易 の心 情 を述 べ た。

県尉 の仕 事 は税収 な どに追 われ る多忙 な仕 事 で あ り、身 体 も疲 労 した。 詩 「権

せ うおう けんせつ

摂昭応早秋書事寄元拾遺兼呈李司録(昭 応 を権摂せ しとき、早秋に事 を書 し、
げん しふ ゐ り し ろ く

元拾遺 に寄せ 、兼 ねて李 司録 に呈 す)」(〇 三 九 四、 元和 一(八 〇 六)年 三 十五

歳 、 昭応)に

到官来十 日

覧鏡生二毛

可憐趨走吏

塵土満青炮

郵伝擁両駅

簿書堆六曹

このかた

官 に到 りて 来 十 日
み に ま う しやう

鏡 を覧 るに二毛 を生ず
す うそ う

憐れむ可 し 趨走 の吏
ち ん ど

塵土 青炮 に満つ
よ う

郵伝 は両駅 を擁 し
ぼ し よ うつたか

簿書 は六曹 に堆 し

と、 整屋 、 昭応 両 県 の面倒 をみ る激務 に疲れ る様 子 を詠 んだ。

県尉 の仕 事 は校 書郎 に比 べ る と多忙 を極 めた。

そ の 時 自分 の心身 を安 らげ るた め、休 暇 を取 り、仕 事 か ら身 体 を一 時解 放 した。

しか し、休 暇 の時 、 山里 で の遊び に精 神 の安 定 を求 め る こ とは この休 暇 の時 間 に

限 られ るこ とで あっ た。 この こ とを詠 った詩 を 「与 元 九書(元 九 に与 ふ る書)」

(一 四八 六 、元 和十(八 一 五)年 四十 四歳 、江州)に 「又 或退 公独 処 、 或知 足保

和 、 吟玩 情性 者 一 百首 、謂 之 閑適 詩(又 或 い は公 か ら退 きて独 り処 り、 或い は病
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を移 けて 閑か に居 り、 足 る を知 り和 を保 ち、情性 を吟 玩す る者 一 百 首、 之 を閑適

詩 と謂ふ)」 と述 べた の で あ る。

かんぼ う

詩 「病 假 中、南 亭 閑望(病 假 中、南 亭 の 閑 望

七)年 三 十 六歳 、 整屋)の は じめ の四句 に

)J (○ 一八 四、元 和 二(八 〇

歌枕不視事

両 日門掩 関

始知吏役身

不病不得 閑

そは だ み

枕 を歌てて 事 を視ず
お ほ

両 日 門関を掩ふ
り え き

始 めて知 る 吏役 の身は
や かん

病ま ざれば閑 を得 ざるを

と詠 い 、二 日間 自分 を閉 じ込 め る こ とで、 一時 身体 を安 らげ た。 これ は彼 の病気

で休 み を と り、激務 か ら身 体 を一 時解 放 す るこ とがで き た とい う閑適 の詩 で あ る。

県尉 と して の勤務 を詩 「.月夜 登 閣避 暑(月 夜 閣 に登 り暑 を避 く)」(○ ○ 一 三、

元和 二(八 〇七)年 、 三十 六歳 、長安)に

清涼近高生

煩熱委静錆

開襟当軒坐

神泰意瓢瓢

Q看 帰路傍

禾黍尽枯焦

独善誠有計

将何救旱苗

清涼高きに近づいて生 じ

い

煩熱 は静に委 して錆 ゆ
ざ

襟 を開き軒に当って坐すれば
しんゆたか

神 泰 に して意瓢瓢た り
かたはら くわいかん

帰 路 の 傍 を:Q看 すれ ば
くわ しよ ことこと こせ う

禾黍 尽 く枯焦 す
まこと

独善 誠に計有 り
もつ かんへ う

何 を将てか 旱苗を 救はん

と詠 み 、 自分 が高 い ところ に納涼 し、気 持 ち よ くな った が、旱 苗 を救 うこ とが で

き なか った こ とを詠 った。

天 下 の民 を救 うとい う 「兼 済」 の志 をい つ も忘れ て い ない とい う心情 を次 の詩

「新製 布 裏(新 に布 裏 を製 す)」(○ 〇 五五 、 元和 二(八 〇七)年 三 六歳 、長

安)に お い て表 した。
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中夕忽有念

撫裏起逡巡

丈夫貴兼済

w独 善一身

安得万里装

蓋裏周四恨

穏暖皆如我

天下無寒人

おも

中夕 忽 ち念ふ有 り
た しゆんじゆん

裏 を撫 し起って逡 巡 す
たつと

丈夫は兼済を貴ぶ

wに 独 り一身を善 くす るのみな らんや

い つ く

安んぞ 万里の嚢を得
が い く わ あまね

蓋裏 して 四堰 に周 く

穏暖 皆 我 の如 くにし

天下に寒人無か らしめん

自分 は官 と して天 下 の 民 を兼 済 す る とい う意識 を呼 び起 こ し、天 下の 民 を 自分

と同 じよ うに裕 福 に させ る と詠 った。 自分 の政 治 的 な理想 の本 心 は 自分 だ け を満

足 させ る 「独 善 」 で はな い、 天 下 の民 を 自分 とは 同 じく暖 か い布 装 が あ る よ うに

努 力 す る 「兼 済 」 とい う言 葉 で表 現 した。

彼 の人 生 に 「兼 済」 と 「独 善」 が登 場 したが 、役職 の こ とで 自分 の思 い通 りの

兼 済 を達 成 す る こ とがで きず 、 また独 善 す るこ と も仕 事 の休 暇 の時 に限 られ る。

白居 易 に とっ て 「兼 済 」 と 「独 善 」 は彼 の官 の仕 事 へ の意識 の両 面 で はな く、 官

の仕 事 は 「兼 済 」 で あ り、そ れ よ り休 暇 は 「独 善」 で あ る こ と と認 識 して いた の

0

で あ ろ う。

彼 の志 は 「兼 済 」 とい う天 下 の民 の幸 福 のた めに尽 くす とい うこ とで あ った が、

県尉 の役 職 で は 「兼 済 」 の志 を達 成す るの が ほ ど遠 か っ た。 この憂愁 をは らす た

め現 実 か ら逃 避 し、仙 遊 山で の 隠士 王質 夫 と友 とな り、 山里 で遊 び 、精神 の安 定

0

を求 めた 。

み
しか し、 生活 に 「知 足 」 して い る一 面 を詩 「観 刈 麦(麦 を刈 る を観 る)」(○

○〇 六 、元 和二(八 〇 七)年 三十 六歳 、整屋)に

今我何功徳

曾不事農桑

吏禄三百石

歳嬰有余糧

念此私 自憶

今我何 の功徳 あ りて

かつ

曾て農桑を事 とせず
せき

吏禄 三百石
く

歳嬰れて余糧有 る
おも ひそか

此 を念ふて私に 自ら憶ぢ
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じん じつ あ た

尽 日不 能忘 尽 日忘 る る能 はず

と詠 い 、農 業 を しな くて も、 官 吏 として豊 か に暮 らす こ とが 出来 る こ とで 、知 足

じ き

した が 、 自悦 す る感 情 もあ った。 自悦 して い るか ら天 下 の民 を救 う志 が湧 き上 が

り、 官 と して政 策 を改 善す るた め力 を 出 し、詩 人 と して調諭 詩 を作 り始 め たの で

あ ろ う。

白居易 は官 にな って か ら、個 人 生活 は 「知 足 」 で あ り、 自分 の心身 を安 らげ る

こ とは 「独 善」 で あ り、天 下 の民 のた め政治 上 に立 ち上 が る志 は 「兼 済 」 で あ る

こ とで あ った。彼 は 「知足 」 「独 善 」 「兼 済」 を ともに共 存 させ る とい うこ とを

追 求 してい た が、 な かな か実 現 され な か った。

元 和 二(八 〇七)年 、 県尉 の ま ま集 賢校理 を兼 ね、 十一 月 に翰 林学 士 を兼 ね た。

　

仕 事 が忙 しくな り、 「日高眠 」 をす る暇 もなか った 。

白居易 の欲 した 閑適 とは、 自分 の精 神 世界 の両 面で あ る 「兼 済 」 と 「独 善 」 の

バ ラ ンス を取 り、 両面 的 に納得 す る こ とが 閑適 の生 き方 で あ る。

元 和 三(八 〇八)年 か ら中央官 庁 で左 拾遺 と して勤 め た時 か ら、 「兼 済」 の 志

が強 くな り、詩 歌 に も 「調 諭詩 」 として表れ た。 「兼 済」 の志 が何 時 も上位 にな

るか ら、精神 世 界 が 「兼 済 」 へ傾 い た。 白居 易 は 「兼 済」 の志 を達成 す るた めの

諫 言 が皇 帝 に受 け入 れ られ ず 、 「兼 済」 の志 が挫 折 した時 の悩 み を詩 「早朝 賀 雪

寄陳 山人 」(早 朝 して 雪 を賀 し陳 山人 に寄す)(〇 四二〇 、元 和 五(八 一〇)年

三十 九歳 、長 安)に 表 した。

忽思仙遊客

暗謝陳居士

暖覆褐装眠

日高f未 起

こつ

忽 として思ふ 仙遊の客
あん しや

暗 に謝す 陳居士
か つ き う お ほ

暖かに褐装に覆 はれて眠 り
たか ま さ

日高 く して 慮 に 未 だ起 き ざるべ し

と、 県尉 の時 は職場 か ら離 れ 、 山里 に遊 び 、 「日高眠 」 して 、憂 愁 を晴 らす こ と

がで きた とい うこ とで 、 山里 の 隠士 らに感 謝 す る心情 を詠 った。

左 拾遺 の時 、 「兼 済 」 と 「独 善 」 は彼 の 心身 の 中で はバ ラ ンス を取 る こ とが で

きず 、精 神 上 も苦 しか った。 閑適 の生 き方 を探 求 して い たが 、 なか なか 見つ か ら

な かっ た。 そ の憂 さを酒 で解 消す る こ とを詩 「勧 酒 寄 元九(酒 を勧 め元 九 に寄
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す)」(〇 四 一 六 、 元 和 五(八 一 〇)年 、 三 十 九 歳 、 長 安)に 表 した 。

俗號錆憂薬

神速無以加

一杯駆世慮

両杯反天和

三杯即酩酊

或笑或狂歌

陶陶復兀兀

吾敦知其他

況在名利途

平地有風波

深 心蔵陥穽

巧言織網羅

挙 目非不見

不酔欲如何

が う

俗 に錆憂薬 と號す
も つ

神速 以て加ふ る無 し
か

一杯 世 慮 を駆 り

て ん わ か へ

両杯 天和 に反 る
めい てい

三杯 即 ち酩酊 し
きや うか

或いは笑ひ 或いは狂歌す
た うた う こっ こつ

陶 陶 復 た兀兀
な ん

吾 敦ぞ 其の他を知 らん
い は と

況んや名利 の途 に在 りては
へ い ち ふ う は

平地 にも風波 有 るをや
か んせ い さ う

心 を深 くして陥穽を蔵 し
ま う ら

言 を巧みに して網羅 を織 る

目を挙 げて 見 ざるに非ず

ゑ い かん ほ っ

酔はず して如何せ ん と欲する

名利 に繋 が って い る政界 には安 定 で きな い。 政治 場 面 のず る賢 さに嫌 に な る こ

とか ら、酒 に酔 って憂愁 をす ぐに解 消 し、現 実 を忘 れ る と詠 っ た。 白居 易 の精神

を酒 で安 らげ る こ とは この時 か ら始 ま った と思 う。 白居 易 は政 治 場 面や 生活 上 に

衝 撃 を受 けた 時、 自分 の精 神 を安 らげ る こ とを詩 琴 酒 に求 め、人 生 の三 友 とも称

J

し た 。

0

元 和五(八 一 〇)年 四.月、 二年 間勤 めた左 拾遺 の任 期 が切れ 、京 兆府 戸曹 参 軍

に除せ られ 、俸 禄 が高 い こ とで生 活 が豊 か に な ったが 、皇 帝 の傍 か ら離れ 、 「兼

0

済」の志 に達成す ることが遠 くなった。京兆府戸曹参軍の職 は 白居易の才能 を発
るゐ しゆん

揮 す る職 場 で はな い ことを詩 「巌 駿 」(○ ○ 〇八 、 元和 五(八 一 〇)年 三 十 九

歳 、 長安)に 於 い て、

騨驕失其主

巌餓無人牧

か りゆ う

騨驕 其主を失ひ
か

巌餓 して人の牧 ふ無 し
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向風噺一声

葬蒼黄河 曲

踏氷水畔立

臥雪塚間宿

歳暮 田野空

寒草不満腹

宣無市駿者

尽是凡人 目

相馬失於痩

遂遺千里足

村中何擾擾

有吏徴鯛粟

輸彼軍厩 中

化作驚馬台肉

いなな

風 に 向 つ て".illく こ と 一 声

まうさう

葬蒼 た り黄河 の曲

氷 を踏んで 水畔 に立ち

ちようかん

雪 に臥 して 塚 間 に宿す

歳暮れて 田野空 しく

寒草腹 に満 たず

あに か

量駿を市ふ者無か らんや
ことこと

尽 く 是れ凡人の 目
さう そ う しつ

馬 を相す ること痩 に失 し
つひ のこ

遂 に千里の足 を遺す
ぜ うぜ う

村 中何ぞ擾擾 た る
すうそく

吏の鯛粟 を徴す る有 り
くんき う しづ

彼 を軍厩 の中に輸 め
と た い

化 して鴛駝 の肉と作す

と詠 み 、駿馬 が主 人 を失 った こ とになぞ らえて 、 自分 の諌 言 を認 める皇 帝 がい な

い こ とに比 喩 し、 才能 を発 揮 で き ない職 場 で精神 的 に疲 労 した こ とを詠 ん だ。

彼 の政 治 上 の姿勢 は 「兼 済 」 と 「独 善 」 に左右 され た。 官界 での進 退 につ い て

「与 元 九書 」 に

古 人 云 、窮則 独 善其 身 、達 則兼 済 天 下。僕 錐 不 肖、常 師此 語。 大 丈夫 所

守者 道 、所 待者 時。 時之 来也 、為 雲 龍 、為風 鵬 、 勃然 突然 、陳力 以 出。 時 之

不来 也 、為霧 豹 、 為冥 鴻 、寂 分 蓼分 、奉 身 而退 。進 退 出庭 、何往 而 不 自得

哉 。 故僕 志 在兼 済 、行 在独 善 。奉 而 始終 之則 為 道 、言 而発 明之則 為詩 。 謂 之

調 諭 詩 、兼 済 之志也 。 謂 之 閑適詩 、独 善之 義也 。 故覧 僕詩 、知僕 之道 焉 。

(古 人 云へ ら く、窮 す れ ば則 ち独 り其 の身 を善 く し、達 す れ ば則 ち兼 ね て

天 下 を済ふ と。 僕 、不 肖な りと錐 も、 常 に此 の語 を師 とす 。 大丈 夫 の守 る所

の者 は道 に して、待 つ 所 の者 は時 な り。 時 の来 た るや 、雲 龍 と為 り、風 鵬 と

為 り、 勃然 と して 突然 と して、力 を陳べ て 以 て 出づ。 時 の来 た ら ざるや 、霧

豹 と為 り、冥鴻 と為 りて 、寂 た り蓼 た りて 、身 を奉 じて退 く。進 退 出庭 、何

くに往 く と して か 自得 せ ざ らんや 。 故 に僕 の志 は兼 済 に在 り、行 ひ は独 善 に
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在 り。奉 じて 之 を始終 す れ ば則 ち道 と為 り、言 ひ て之 を発 明すれ ば則 ち詩 と

為 る。 之 を調諭 詩 と謂 ふ は 、兼 済 の志 な り。 之 を閑適 詩 と謂 ふ は、独 善 の義

な り。 故 に僕 の詩 を覧れ ば 、僕 の道 を知 る)

と述 べ た通 り、 自分 の能力 を発 揮 で き る時期 を待 ち、 チ ャ ンス あれ ばそ の 「兼

済」 の志 のた め努力 す る とい う政 治観 を表 した。

この 時 か ら、 白居 易 は政 治 場面 か ら距 離 をお き、 「独 善 」す る こ とにな った。

⑧ ごた ん

この心情 を次 の詩 「贈 呉丹(呉 丹 に贈 る)」(○ 一 九 六 、元和 五(八 一 〇)年 三

十 九 歳 、長 安)に

まこと

主恩信難報 主恩は信に報い難 く
いたづ ら

近地徒久留 近地 徒 に 久 しく留まる
つ ひ ま さ

終當 乞 閑官 終 に當 に 閑官 を乞 ひ

退与 夫 子遊 退 い て夫 子 と遊 ぶべ し

と、 皇恩 には報 い難 く、長 安 の近 県 に力 を発 揮 で きず 官位 に無 駄 に留 まっ てい る。

それ よ り、 閑官 に就 き、 心身 の苦 しみ が無 い人 生 を欲 しか った と詠 った。

白居易 は官 と して俸禄 が あ るか ら生活 には悩 ま なか っ たが 、政 治場 面 で の 「兼

済」 す るか 「独 善 」す るか とい うこ とに悩 ま され た。左 拾 遺 の諫 官 か ら京 兆府 戸

曹参 軍 に遷 る。 官位 と俸 禄 が 良 い職場 で あった が 、官職 に よ り、皇帝 に諌 言 す る

こ とが制 限 され る。 官 の環 境 が変 わ り、兼 済 の志 を達成 す る こ とが で きな くな り、

独 善 す る道 を望 ん だ。

注

① 花 房 英 樹 『白 居 易 研 究 』(世 界 思 想 社 、 一 九 七 一 年)(四 七 ペ ー ジ)は 、

制 挙 及 第 か ら数 日を 経 た 、 四.月 二 十 八 日、 白 居 易 は京 兆 府 の 整 屋 県 尉 を 授

け られ た 。 元 積 は左 拾 遺 、 薫 挽 が 右 拾 遺 で あ っ た 。 李 商 隠 の 「白公 墓 碑 銘

序 」 に は 、

こた

憲 宗 の 詔 に 対 う る に 、 策 の 語 切 に し て 、 諌 官 と な る を 得 ず 。

と 見 え る 。 今 そ の 「策1498」 を 読 め ば 、 李 商 隠 の 語 に 疑 義 も 出 る が 、 以 後 の

居 易 の 行 動 か ら 、 そ の よ う に 語 ら れ た も の で あ ろ う 。 陳 振 孫 は 、 「白 文 公 年

譜 」 で 、 「第 四 等 は お の ず か ら 赤 尉 に 入 る べ し 」 と い う が 、 薫 挽 は 第 五 上 等
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に して 、 右 拾 遺 を授 け られ て い る か ら 、 そ の ま ま に は 受 け とれ な い 。 も と よ

り策 の 内 容 に も よ ろ うが 、 元 積 に は 岳 父 と し て 、 京 兆 の 歩 を務 め た 章 夏 卿 が

お り、 薫 挽 は 上 元 の 宰 相 の 華 の 孫 で あ る こ と に も 、 係 わ りが あ ろ う。 独 立 独

行 の 白居 易 に は 、 そ の よ う な 保 証 が な か っ た の で あ る。 た だ 白居 易 に とっ

て 、 整 屋 へ の 任 命 は 、 一 つ の 効 果 を も た ら し た 。 ほ か な らぬ 「長 恨 歌

0596」 を 始 め とす る歌 詩 の 制 作 で あ る。 当 時 、 白居 易 は 照 応 県 の こ と も 見 な

け れ ば な らず 、 か な りに 劇 務 を背 負 っ て い た 。 た だ 照 応 は 、 京 師 の 東 南 、 驕

山 の 麓 に あ り、 整 屋 は 京 師 の 西 北 、 清 水 を 隔 て て 馬 鬼 に 対 して い た 。 か つ て

玄 宗 が 楊 貴 妃 と遊 ん だ 朧 山 宮 と 、 そ の 玄 宗 が 楊 貴 妃 に 死 を 命 じた 馬 鬼 披 と を 、

一 つ の 線 上 に 見 通 す こ と が
、 両 県 の 尉 とい う地 位 に よ っ て 、 始 め て 可 能 と な

っ た の で あ る。 しか も 県 尉 と し て 、 農 民 に 直 接 し な け れ ば な らぬ 機 会 が 、 し

ば しば あ っ た 。 和 擢 の こ と を 始 め 、 徴 税 に 苦 しむ 生 活 、 あ る い は 労 働 の 辛 苦

な ど、 庶 民 の 生 活 の 実 体 を 、 深 く思 い 知 ら され た の で あ る 。 これ ら は そ の ま

ま 、 「詩 道 」 の 文 学 を 構 成 す る 、 大 き な 契 機 とな る 。 白居 易 は 常 に 、 環 境 を

も 自 己 の 内 部 体 系 に 組 み 入 れ 得 る 人 間 と し て 、 次 第 に成 長 して 行 っ た 。

と 、 白居 易 は試 験 の成 績 で 拾 遺 を授 か れ る は ず だ っ た が 、 以 上 の こ と で 県 尉 を

授 け られ た こ と と、 県 尉 に な っ て 庶 民 の 生 活 の 実 体 を 理 解 した と述 べ た 。

② 下 定 雅 弘 『白 氏 文 集 を 読 む 』(三 七 八 ペ ー ジ)は 、

「独 善 」 を楽 しん で い た 者 が 、 我 に 帰 っ て 、 「兼 済 」 の 大 切 さ を た しか め

る とい う構 造 は 上 の 「.月夜 登 閣 避 暑 」 と 同 じ で あ る 。 江 州 左 降 の 前 は 、 「独

たつ と

善 」 と 「兼 済 」 が 比 較 され る 時 は 、 こ の 「丈 夫 は 兼 済 を貴 ぶ 、 量 独 り一 身

を 善 くせ ん や 」 の 考 え で あ る 。 こ れ が 、 こ の 時 代 の 意 識 を 端 的 に 表 して い る 。

と 、 独 善 と兼 済 を 区別 して い た こ と を 述 べ た 。

③ 「祇 役 酪 口、 因 與 王 質 夫 同 遊 秋 山 、 偶 題 三 韻(1口 に 祇 役 し、 因 つ て 王 質 夫

と 同 に 秋 山 に 遊 び 、 偶 々 三 韻 を 題 す)」(O一 八 二)、 「酬 王 十 八 ・李 大 見 招

遊 山(王 十 八 ・李 大 が 山 に 遊 ぶ に 招 か れ し に酬 ゆ)」(〇 六 三 九)、 「遊 仙 遊

山(仙 遊 山 に 遊 ぶ)」(〇 六 六 三)、 「仙 遊 寺 濁 宿(仙 遊 寺 濁 宿)」(○ 一

八 五)「 招 王 質 夫(王 質 夫 を 招 く)」(○ 一 八 一)参 照 。

④ 「惜 玉 蕊 花 有 懐 集 賢 王 校 書 起(玉 蕊 花 を惜 み 、 集 賢 王 校 書 起 を懐 ふ あ り)」

(〇 六 五 〇)、、 「和 銭 員 外 答 盧 員 外 早 春 独 遊 曲 江 見 寄 長 句(銭 員 外 に 和 し、
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盧 員 外 が 早 春 独 り 曲 江 に 遊 び 長 句 を 寄 せ ら る る に 答 ふ)」(〇 五 八 五)参 照 。

⑤ 「北 窓 三 友 」(二 九 八 五)参 照 。 白居 易 は 三 友 と称 した 「詩 酒 琴 」 に つ い て は 、

波 戸 岡 旭 『宮 廷 詩 人 菅 原 道 真 一 『菅 家 文 草 』 『菅 家 後 集 』 の 世 界 』(笠 間 書

院 、 二 〇 〇 五 年)第 二 篇 第 四 章 「白居 易 詩 の 「詩 酒 琴 」」 に 詳 しい 。

⑥ 「謝 官 状(官 に 謝 す る状)」(一 九 七 二)参 照 。

⑦ 京 兆 府 戸 曹 参 軍 の 職 掌 に つ い て は 、 『新 唐 書 』 巻 四 十 九 下 、 百 官 志 に記 録 が あ

る。 『大 唐 六 典 』 巻 三 〇 の 州 県 官 吏 の 条 に よ れ ば 、 判 官 を 州 府 で は 曹 参 軍 と言

い 、 県 で は 尉 と言 う。 州 府 の 六 曹 の 職 務 を 各 々 参 軍 事 が 担 う。 県 の 六 曹 の職 務

を 県 尉 と して の 一 人 か 二 人 が 分 担 す る。 礪 波 護 『唐 の 行 政 機 構 と官 僚 』(七

十 六 ペ ー ジ)参 照 。

⑧ 白居 易 よ り二 十 八 歳 年 長 で 、 同 じ く貞 元 十 六(八 〇 〇)年 の 進 士 。 白居 易 は 京

兆 府 戸 曹 参 軍 の 時 、 呉 丹 は 太 子 通 事 舎 人 で あ っ た 。 『白 氏 文 集 』 で は 「故 饒 州

刺 史 呉 府 君 神 道 碑 銘 井 序(故 饒 州 刺 史 呉 府 君 神 道 碑 銘 井 び に 序)」(二 九

二 八)が あ る。
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第三節 下邦での退居 と閑適の相違

白居易 は京 兆府 戸曹 参 軍 に転職 した翌 年 、元 和 六(八 一 一)年 四月 三 日、 白居

　 か け い

易 の母 は病気 が重 くな り、長 安 宣平里 の私 宅で没 し、 下邦 で 三年 間 の喪 に服 す る

こ とに な り、 あ らゆ る官職 を解 かれ た。 母 と娘 を相 次 い で失 っ た衝撃 を受 け、精

0

神 も身体 も弱 くな っ てい た。 世俗 か ら離 れ た下邦 で、持 病 が あ る身体 と精 神 を安

らげた こ とを詩 「春 眠 」(〇 二三 三)に

新浴支体暢

独寝神魂安

況因夜深坐

遂成 日高眠

の

新 に浴 して支体暢び
い しんばく

独 り寝ねて神魂安 し
いは

況んや夜深 るまで坐するに因って
つひ

遂 に 日高 るまで眠るを成す をや

と、 官 の仕 事 に関 わ らな い 自由な身 に な り、退居 の生活 で 「日高 眠」 をす る こ と

O

が で きた と詠 んだ。

しか し、 退居 して 自分 を慰 め られ る心 情 と官 の 時 の 「独 善 」す る心情 は異 な る。

　

白居易 の下邦 で の生 活 と心 情 を先行 研 究 に はそれ ぞ れ の論 点 を強調 してい た。

そ の 中で近藤 春 雄 『白楽天 とそ の詩』(三 十 ペ ー ジ)は 、

もち ろん、 滑村 退居 の詩 を は じめ、 閑適 の詩 には 、今 の身 の 自由 を謳 歌 し、

意 に適 す る こ とこそ とるべ き もの で あ る と し、閑居 と題 す る詩 に は、 「心 の

足 るは即 ち富 な り、身 の閑 な るは乃 ち貴 に 当る。 富貴 此 の 中 に在 り、何 ぞ必

ず しも高位 に居 らん 」 と言 って 、高位 を忘 れ て、 「心 の足 り 」、 「身 の閑 な

る」 こ とこそ 求 め るべ き もので あ る こ とを言 い、 「帰 田」 と題 す る詩 に は栄

辱 に繋 がれ な い ことを言 い 、 また 「適意 」 と題 す る詩 には 「適外 また何 を求

め ん」 と言 って 自適 を謳 歌 して い るが 、 しか しそ れ らは み な、今 は ど うに も

な らないお のれ を 自慰 して い るだ けの こ とで 、そ れ が本 心 で あった い うわ け

で は ない。

と、 白居 易 は 下邦 で詠 った閑適 詩 が本 心 の適 意 で は なか った とい うこ とを述 べ た。

下 邦 で の 白居 易 は官 の仕 事 か ら解 放 され 、 自由の身 に な った が、暮 しは苦 しく、

寂 しく、 「日高 眠 」 をす る 日々 を過 した。退 居 の環 境 に 、低迷 す る精 神 を救 うこ
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とを 「琴 、酒 、詩 」 に求 めて い た こ とは詩 「働 陶潜 体詩 十 六 首 其三(陶 潜 の 体

なら

に働 ふ詩 十 六首 其 の三)」(〇 ニー 五 、元 和 八(八 一三)年 四二歳 、 下邦)に

O

表 した 。

朝飲一盃酒

冥心合元化

兀然無所思

日高尚閑臥

暮読一巻書

會意如嘉話

欣然有所遇

夜深猶独坐

又得琴上趣

按絃有鯨暇

復多詩 中狂

下筆不能罷

あした

朝 に 一盃 の酒を飲み
がふ

冥心 元化 に合す

兀然 として思ふ所無 し

日高 くして尚ほ閑臥す

く いつかん

暮れに一巻 の書を読み
か わ

意 に會す ること嘉話 の如 し
きんぜん

欣然 として遇ふ所有れば
よるふか

夜深 うして猶 ほ独 り坐す
おもむき

又 琴上の 趣 を得れば
よ か

絃 を按 じて絵暇有 り

復た詩 中の狂多 く

筆 を下せば罷む能 はず

　

白居易 は朝早 く飲 酒 す る こ とが ある。 暇 も多 く、本 を読 み 、琴 を弾 き、詩 を作

り、 自分 の精神 世界 を慰 め る。 退 居 の暮 しを感 覚 し、 日々 を過 ご してい た。

しか し、彼 は この まま 下邦 に退 く意 志 は ない 、官 に復 帰 したい と希 望 し、 この

OO

希 望 の声 を 中央 官庁 に在 職 で い る人 々 に伝 わ る よ うに詩 を贈 った 。

下 邦 で の生活 が 官僚 の 閑適 とは相違 す る もので あ る。 閑適詩 が あった が 、前掲

の近藤 春 雄 の 「今 は ど うに もな らないお のれ を 自慰 してい るだ けの こ と」 とい う

見方 通 りで 、官 僚 の 閑適 とは異 な った もの で あ る。 官 と して 出勤 す る こ とが なか

った の で 「日高 眠 」 をす る こ とは 自由にな り、 自己精神 の慰 め を詩酒 琴 に求 めた。

注

① 「裏 州 別 駕 府 君 事 状 」(一 四 九 七)参 照 。

② 「病 中 、 実 金 攣 子(病 中 、 金 攣 子 をJす)」(〇 七 七 六)参 照 。

しゆか びやうかん

③ 「閑 居 」(〇 二 三 四)、 「首 夏 病 間(首 夏 の 病 間)」(〇 二 三 八)に も 同 じ
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く 心 情 が 読 ま れ た 。

④ 松 浦 友 久 『陶 淵 明 ・白居 易 論 一拝 情 と説 理 』(二 六 八 一 二 六 九 ペ ー ジ)は 、

白居 易 の 下 邦 で の 詩 「適 意 二 首(其 の 一)」(〇 二 三 六)に 認 め られ る 適 境 ま

た は 自適 ・舎予適 の 境 地 の 独 自性 を述 べ た 。

芳 村 弘 道 「白居 易 の 下 邦 退 居 」(『 学 林 』 第 十 八 号 、 一 九 九 二 年 。 『唐 代

の詩 人 と文 献 研 究 』(朋 友 書 店 、 二 〇 〇 七 年)に 所 収 さ れ 、 『学 林 』 の 記 述 と

本 書 は 異 同 が あ る)に は 「適 意 二 首(其 の 二)」(〇 二 三 七)が 取 り上 げ られ

た 。

太 田 次 男 『調 諭 詩 人 白楽 天 』 は 、 「適 意 二 首(其 の 二)」 を 取 り上 げ 、 下

邦 の こ の 地 に お い て 、 身 と世 と を と も に 棄 て て 、 再 び 官 に も どる こ と な く 、 農

に 生 き よ う と決 め た と い うの で あ る と述 べ た 。

⑤ 興 膳 宏 『古 典 中 国 か ら の 眺 め 』(研 文 出 版 、 二 〇 〇 三 年)「 古 と今 と の 出 会

い 」 は 、 該 当詩 を 取 り上 げ 、 白 居 易 は 陶 淵 明 を 敬 慕 す る 気 持 の 方 が 大 き か っ た

と述 べ 、 ま た 詩 題 で そ の 作 品 が 制 作 さ れ た 日時 や 場 所 な ど の 状 況 を 具 体 的 に 記

す こ とが 受 け継 が れ て い る と述 べ た 。

⑥ 丹 羽 博 之 「白 楽 天 の 卯 酒 の 詩 と平 安 朝 漢 詩 」(大 手 前 女 子 大 学 論 集 第 三 十 号 、

一 九 九 七 年 九 .月)は 、 朝 酒 を の ん で 昼 ま で ぐ っ す り眠 る と い う閑 適 の 境 遇 が

うか が わ れ 、 そ の 様 子 が 楽 し げ に 且 つ 誇 ら し げ に 詠 ま れ て い る 」 と述 べ た 。

⑦ 「滑 村 退 居 、 寄 禮 部 崔 侍 郎 ・翰 林 銭 舎 人 詩 一 百 韻(清 村 に 退 居 し、 禮 部 の 崔

侍 郎 ・翰 林 の 銭 舎 人 に 寄 す る詩 一 百 韻)」(〇 八 〇 七)参 照 。
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第四節 江州へ の左遷

O

元 和 九(八 一 四)年 の歳 末 、復 官 したが 、太 子左 賛 善大夫 の 閑官 で あ る。職 務

は太 子 の守役 で あ り、 要職 で は ない。 官 庁 に冷遇 され た こ とを詩 「初 授 賛善 大夫

早 朝 寄李 二 十助 教(初 めて賛 善大 夫 を授 け られ 、早 朝 李二 十助 教 に寄 す)」(〇

八一 一 、元 和 九(八 一 四)年 四三 歳 、長 安)に 陳べ た。

病身初謁青宮 日

衰貌新垂 白髪年

寂實曹司非熟地

薫条風雪是寒天

遠坊早起常侵鼓

痩馬行遅苦費鞭

一種共君官職冷

不如猶得 日高眠

えっ

病身 初 めて青宮に謁せ し日
すいば う

衰貌 新たに 白髪を垂 るる年
さ う し

寂實た る 曹司は熟地 に非ず
せうで う

薫条 た る 風雪は是れ寒天
っ と をか

遠坊早 に起きて 常に鼓 を侵 し
はなは つひや

痩馬行 くこと遅 くして苦だ鞭を費す

一種 君 と共 に官職冷や かな り

た

如かず 猶ほ 日高 くるまで眠 るを得んには

同 じく官 庁 に冷遇 され 、 同 じ東 宮 に勤 めてい る李 二 十助 教(李 紳 、国子 助 教)

に、 こん なに冷 遇 され るな ら、 「日高眠 」 をす る方 が 良 か った とい う思 い を伝 え

た。

O

太 子左 賛 善大 夫 とな り、皇 帝 の近 臣 にな らなか った こ とを嘆い た。 宿 志 を達成

す るた め に努 力 す る職 場 で はな く、 ま た現役 官 僚 と して独 善 もで きず 、 心身 の釣

合 が取れ なか った。

元 和 十(八 一 五)年 六 月 三 日、 白居 易 は朝 臣武 元 衡 と斐度 が襲 われ た 事件 につ

い て上 書 した。 この上 書 は 「越 権 」行 為 と誹 諺 され 、元 和 十(八 一 五)年 八 月 、

江州 司馬 と して左 遷 され た。 左 遷 の 詔 が 出 され た 翌 日、深 い 苦悩 を秘 めて 出発 し

O

江州 へ 赴 い た。 旅 の途 中の詩 に は流請 の憂 愁 ば か りが詠 まれ 、感 慨 無 量 の うち に

　

江州 に着 い た。 左 遷 は 白居 易 に相 当大 き な衝 撃 を与 えた 。 この こ とは彼 の人 生 に

転 換 を もた らした。

彼 は 国家 の為 に、朝 臣武 元衡 と斐度 を襲 った犯 人 を捕 ま え るよ うに上奏 した が、

そ こ

越 権 と非 難 が 向 け られ 、 また越 権 行為 とは全 く別 の 「名 教 を傷 う」 とい う思 い も
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よ らな い非難 の理 由が加 え られ 、政治 上 で も人格 上 で も誹 諺 され た。 国 を憂 えて

や った こ とが容 認 され ず 、逆 に罪 にな って江 州 へ左 遷 され た こ とに彼 は相 当 に憤

慨 して い た。 この 心情 を江 州 か ら楊虞 卿 に送 った手 紙 「与 師皐 書(師 皐 に与 ふ る

OO

書)」(一 四八 三 、元 和十 一(八 一 六)年 四十 五歳 、 江州)に は

其 不 与者 、或 証 以偽 言 、或 構 以非 語。 且 浩浩 者 、不 酌 時事 大小 、 与僕 言 当

否 、皆 日、丞 ・郎 ・給 ・舎 ・諫官 ・御 史、 尚未 論請 、而賛 善 大夫 、何 反 憂 国

之甚 也。 僕 聞 此語 、退 而 思 之。 賛善 大夫 、誠 賎 冗 耳。 朝廷 有 非 常事 、即 日独

進 封 章。 謂 之 忠、 謂 之憤 、亦 無憶 　 。謂 之妄 、謂 之狂 、又 敢 逃乎 。 且以 此獲

享 、顧何 如 耳。 況 又不 以 此為 罪名 乎 。 此足 下与 崔 ・李 ・元 ・庚輩 十 余人 、為

我旭 旭 欝鯵 長太 息者 也 。

くみ ぶ

(其 の与 せ ざる者 は、 或い は謳 して偽 言 を為 し、或 い は構 ふ る に非 語 を以

てす 。 且つ 浩浩 た る者 は、 時事 の大 小 と僕 の言 の当否 とを酌 まず して 、皆 曰

く、丞 ・郎 ・給 ・舎 、諌 官 ・御 史す ら尚 ほ未 だ論請 せ ざ るに、賛 善 大夫 の何

ぞ反 つ て 国 を憂ふ る こ との甚 だ しきや と。僕 、此 の語 を聞 き、退 きて之 を思

へ り。 賛善 大夫 は誠 に賎 冗 な るのみ 。朝 廷 に非 常 の事 有 りて、即 日独 り封 章

すす はち

を進 む。 之 を忠 と謂 ひ、 之 を憤 と謂 ひ 、亦 た憶 無 し。 之 を妄 と謂 ひ 、之 を狂

つみ う た

と謂 ふ も、又 た敢 へ て逃 げ んや。 且 つ 此 を以 て享 を獲 る も、顧 だ如何 せ ん の

み。 況 んや 又 此 を以 て罪名 と為 さ ざるをや。 此れ 足 下 と崔 ・李 ・元 ・庚 の輩

いふいふ うつ うつ

十余 人 と、我 が為 に↑邑1邑轡轡 として長太 息す る者 な り)

と語 り、 自分 の上 書 の正 し さを主 張 し、それ に もかか わ らず 、そ の こ とが原 因 と

な って左 遷 され た とを憤 慨 した。

江 州 に着 い て も落 ち着 か なか った。 この 心情 を次 の詩 「放旅 雁 、 元和 十年 冬 作

はうりよかん 　

(放旅雁 、 元 和十 年冬 の作)」(〇 五 九 一)に 表 した。

九江十年冬大雪 九江 十年 冬大いに雪ふ り

江水生氷樹枝折 江水 は氷 を生 じて 樹枝折る

百鳥無食東西飛 百鳥食無 く 東西 に飛び

う

中有旅雁声最飢 中に旅雁有 りて 声最 も飢 ゑた り

雪中啄草氷上宿 雪中に草を啄みて 氷上 に宿 し

のほ

翅冷騰空飛動遅 翅は冷 えて空に騰 れ ども飛動す ること遅 し
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江童持網捕将去

手携入市生売之

か うとう

江童 網 を持 して捕 らへ将ち去 り
さ

手に捲げて市に入 り生 きなが らに して之を売る

彼 は江 州(九 江 、 また薄 陽 、盈城 と言 う)に 着 いた年 の冬 は大 雪 に な り、飢 え

た雁 が空 を飛 ぶ カ を失 い 、子供 に も捕 ま え られ る と詠 い始 めた。 此 の詩 は 自然 の

現 象 を描 い た が、 白居 易 は 自身 の政治 上 におい て権 力者 に疎 まれ た こ とを比 喩 し

てい る と思 う。 当時 の政治 場 面 は寒 い冬 の よ うに厳 しくな り、 百官 を百 鳥 と比 喩

し、 鳥 は食 の た めに飛 ん でい る こ とを 百官 が生 きるた め必 死 に な ってい る こ とに

比 喩 した。 ま た 白居 易 は 自身 を雁 と比 喩 し、権 力者 を雁 を狩 る江 童 と比 喩 し、雁

を狩 りて市 場 に任意 に売 る こ とを政治 場 面 で冷遇 され た こ とに比 喩 した。

我本北人今謎講

人鳥錐殊同是客

見此客鳥傷客人

瞭汝放汝飛入雲

もと けんたく

我 は本北人に して今 は誰講 せ らる
こと

人 と鳥 と殊 な る と錐 も同 じ く是れ 客 な り
か くて う いた

此の客鳥 を見るは客人 を傷ま しむ
あがな

汝 を 瞭 ひ汝 を放ちて飛 びて雲に入 らしむ

白居易 は左 遷 され た 自分 を渡 り鳥 と同 じ客 と語 り、雁 が捕 ま え られ て い るか ら

故 郷 に帰 る こ とが で きな い ので 、 これ を見 た彼 の 心情 は重 くな り、悲 しくな り、

雁 を瞭 い て飛 ばせ る とい う愛 情 を述べ た。 また これ を通 じて 、誰 か 善政 善心 で彼

を左遷 の身 か ら解放 して ほ しい とい う二 重 の心 情 が流 露 した の で あろ う。

たくきよ

白居易 は左 遷 の衝 撃 を受 け、心 身 は傷 つ いた こ とを詩 「請 居(請 居)」(〇 九

〇九 、元 和 十(八 一五)年 四十 四歳 、江 州)に 表 した。

まばら

面痩頭斑四十四 面は痩せ 頭 は 斑 な り 四十四

遠請江州為郡吏 遠 く江州 に請せ られて 郡吏 と為 る

四十四歳は人生の壮年 であったが、左遷 された 白居易は顔 面が痩せ、髪 は斑 白

に交 じり、心身共に苦 しんだ ことを表 した。

逢時棄置従不才

未老衰漸為何事

き ち よ

時に逢ひて 棄置せ らるるは不才に従 る
すいるい

未だ老いざるに 衰蔽 するは何事の為ぞ
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無 能無 才 の権 力者 に 白眼視 され る悪 い時期 に 当って 、力 を損 ない 、老 人 に な る

前 に衰 えた と訴 えた。

かんかん じん

火焼寒澗松為儘 火 寒澗 を焼 けば 松 儘 と為 り
お

霜 降春林 花 委 地 霜 春 林 に降れ ば 花 地 に委 つ

火 災 に遇 っ た松 の よ うに燃 え尽 き るこ とと霜 に打た れ た花 の よ うに落 ちる こ と

を、 忠 臣 と しての 自身 は兼 済 の志 が挫 折 し、政 治へ の熱 心 が薄 くな り、 ま た は地

方 へ左 遷 され た こ と と比喩 した。

えいすい あいだ

遭時栄悼一時間 時に遭ひて栄惇 す るは一時の 間 な るのみ
あ せ うせ う

w是 昭 昭上 天意wに 是れ 昭昭 た る上天 の意 な らんや

政 治上 の栄達 と衰 退 は皇 帝 の意 に よる こ とで あ り、 忠 臣な る 自分 も帰 り咲 く時

が あ る とい う自慰 の意 味 を表 した。彼 は左 遷 され た こ とを納得 で きず 、 心 は平静

で はな か った。

注

① 『大 唐 六 典 』 巻 二 十 六 ・太 子 左 春 坊 と 『旧 唐 書 』 巻 四 十 四 ・百 官 志 を参 照 。

② 「酬 張 十 八 訪 宿 見 贈(張 十 八 の 訪 宿 して 贈 る る に 酬 ゆ)」(〇 二 六 五)参 照 。

③ 「初 貝乏官 、 過 望 秦 嶺 。 自此 後 詩 、 江 州 路 上 作(初 め て 官 を 貝乏さ れ て 、 望 秦 嶺 を

過 ぐ。 此 れ よ り後 の詩 は 江 州 路 上 の 作)」(〇 八 六 三)参 照 。

さん しやこ

④ 「山 鵬 鳩(山 鵬嶋)」(〇 五 九 〇)、 「望 江 州(江 州 を 望 む)」(〇 九 〇

四)、 「初 到 江 州(初 め て 江 州 に 到 る)」(〇 九 〇 五)参 照 。

⑤ 楊 虞 卿 、 字 は 師 皐 、 『旧 唐 書 』 巻 一 七 六 、 『新 唐 書 』 巻 一 七 五 に 伝 が あ る 。

⑥ 当該 詩 に っ い て 丹 羽 博 之 「白楽 天 の 博 愛 」(大 手 前 女 子 大 学 論 集 第 三 十 二 号 、

一 九 九 九 年)は

旅 の 雁 が 冬 に な っ て 動 き が に ぶ くな っ た の を 童 が 捕 ま え て 、 市 で 売 る の を

買 い 求 め て 逃 して や っ た こ と を詠 ん だ も の 。 左 遷 の 身 を 旅 雁 に 重 ね 合 わせ て

い る 。 しか も 、 命 を 助 け て 飛 ん で 雲 に 入 らせ た だ け で は な く 、 西 北 は 戦 乱 の

地 で 、 雁 が 飛 ん で 行 く とせ っ か く助 か っ た 命 が な く な る こ とま で 気 遣 っ て い

る。 助 命 と飛 ぶ 方 向 ま で 気 遣 う とい う二 重 の 優 し さ に満 ち あ ふ れ た 詩 で あ る 。
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と述 べ 、 ま た 全 論 文 で は 小 さ な 生 き 物 へ の 愛 情 を 詠 む の が 白居 易 の 詩 の 一 つ の

特 徴 で あ り、 そ の 博 愛 精 神 は 救 済 の 精 神 と通 底 し、 善 政 を 行 い 、 天 下 の 民 を 助

け る とい う深 い 愛 情 の 表 れ と述 べ た 。

40



第五節 新たな精神世界の模索

O

元 和十(八 一 五)年 十 二 月、詩集 を編集 す る際 に、親 友 元積 に手紙 「与元 九

書 」(一 四八六)を 送 り、過 去 の政治 観 及 び詩 歌論 を表 白 した。 「与 元 九書 」 で

自分 の人 生 は政 治 よ り詩 作 で あ る と吐露 して、 白居 易 は 自分 の前 半生 に終止 符 を

打 った。 彼 の心 情 も少 しは落 ち着 い た。 詩 歌 にっ いて の論 「与元 九書 」 と詩集 十

0

五 巻 とが ほぼ 同時 にで き、彼 の詩 歌 は新 しい展 開 の時期 を迎 え、 人生 で の新 た な

生 き方 を模 索 し始 めた の で あ る。

江 州 司馬 は勤 務 時 間が か な り自由で あ った よ うで あ り、職 務 も政治 に関係 が少

0

ない。 江 州 の名 勝盧 山の 自然 に恵 まれ 、陶淵 明の生 き方 に深 く心 を動 か され て い

　

た。

また彼 の信 念 に も変化 が あっ た。盧 山の近 くの寺 の僧 侶 と交流 が あ り、仏 教 へ

の信仰 が深 ま った。 彼 の詩 も新 しい展 開 を開い た。

平 岡武 夫 『白居易 』(三 〇 〇ペ ー ジ)で

詩 魔 とい う言 葉 は 、 白居 易 が 見つ けた。 みず か らを詩魔 とい う。 それ は江

州 にお ける彼 の文 学 開眼 を記 念す る言葉 で ある。彼 が盧 山 に草 堂 を築い て 、

江州 に落 ちつ いた 元和 十 二年 の春 の ころ、 「閑吟 」(一 〇〇 四)と 題 す る作

品 に も、 なお*詩 魔 の語 が あ らわれ て い る。

*引 用者 注:「 与元 九書 」 に 「詩 魔 」 の語 が使 われ て い る。 「詩 魔」

につ い て は、 「閑 吟」 詩 に先行 す る列 であ り、 同書 二 九九 ペ ー ジにす

で に述べ られ てい る。

自従苦学空門法

錆尽平生種種心

唯有詩魔降未得

毎逢風.月一閑吟

くうもん ほ う く が く

空門 の法 を苦学 して より
へいぜい しゆじゆ こころ しよ うじん

平生 の種種 の心を錆尽 しぬ
た し ま あ くだ い ま え

唯だ詩魔有 りて降す こと未だ得 ず
ふ うげつ あ ご と ひと か ん ぎん

風月 に逢 う毎に一 えに閑吟す

け

仏 の法 をつ とめて 学ん で か ら、 日ごろ の く さ ぐさの煩悩 を錆 して しま った
ひま

が 、た だ詩 魔 だ けが ど うに も降伏 させ きれ な くて 、風 月 に逢 うご とに 、閑 な

うた

吟 作 りにふ け る。
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「空 門 の法 」 は仏法 。 白居 易 は維 摩経 と禅 に心 を傾 けてい た。 「閑吟 」 は、

「新 楽府 」 の類 の調 諭 詩 とは類 を こ とに した 、個 人 が 自分 の心情 と生活 を う

ひ と

た うこ とをい う。 「風 月に逢 う毎 に一 え に閑吟 す 」、 それ は 「新 楽府 」 の序

とい かに心 境 を異 に して い るこ とか。

と、彼 の詩 は風 月 を詠 うこ ととな った と述 べた の で あ る。

これ か ら彼 は詩 作 を君 の為 に 、 臣の為 に、民 の為 に、物 の為 に、事 の為 に作 る

とい う新 楽府 の序 に語 った 「詩 道 」 か ら転 じて 、 自分 の感 じた通 りの詩 を詠 うこ

とにな った の で あ ろ う。 それ 故 、 自分 が楽 しむ 閑適 詩 が多 く詠 まれ た と思 う。

喜 怒哀 楽 の心 情 を酒 と詩 で解 消 してい た。 詩 「醇 吟(酔 吟)」(一 〇 六五 、 元

和 十 三(八 一八)年 四七歳 、 江州)は 、

酒狂又引詩魔発 酒狂 又 詩魔 を引きて発す

日午悲吟到 日西 日午 悲吟 して 日の西なるに到 る

と、酒 と詩 で 内心 の感 情 を打 ち出 した こ とを詠 った。詩 酒 に頼 って ス トレス解 消

す る こ とは下邦 に退 居 す る時 に形 成 され 、江 州 で は酒狂 、詩魔 にま で発展 した。

平 野顯 照 『唐 代文 学 と佛 教 の研 究』(朋 友 書 店 、一 九七 八年)(四 九ペ ー ジ)

は、

現 実社 会 の正 当な歩 み が 、詩道 に よって持 続 され うる希 望 を 自己の文 学 に

託 して、意 欲 を燃 焼 させ た 時期 が 、左拾 遺 の職 務 を獲 得 した頃 で あっ たが 、

江州 司馬 に左遷 され てか らの ちは 、 もっ ぱ ら 「独 り其 の身 を善 くす 」(元 九

に与 うる書)る 方 向 を、 仏教 との 関連 に於 て 自己の文 学 に託 した もの と考 え

られ る。 その こ とで 白居 易 自身 、文 学 に生 きる新 しい境界 を発 見 した ので あ

る。 か くて 白居 易 が 、仏 教 に浅 か らぬ対 応 を実 行 し、それ を常 に文 学 を通 じ

て吟 味 しえた こ とは 、か えって しあわせ で あった とい え よ う。 自己の身 上 に、

意 に適 さない 出来 事 が何 回 とな く及 ん で きて も、 それ らを淡 々 と凌 ぎつ つ 、

文学 の筆 を折 らず に生 涯 を渡 りえたの は、や は り仏教 に よって培 われ た精神

的 自覚 が 、た えず 動 いて い たか らに ほか な らない。

と、 江州 以 後 の詩 作 に仏教 の影 響 が深 い こ とを述 べ た。

左遷 の身 に あ って も、官 の俸 禄 はあ るか ら生活 が安 定す る。 官位 は司馬 で あ り、
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兼 済 の志 を達成 す る ことが難 しくなっ たか ら精神 安 定 を仏 教 に求 めた。 それ 故 、

司馬 の俸 禄 を受 け、悠 々 自適 の生 活 を楽 しみ、流 請 され た心情 が段 々落 ち着 くよ

O

うにな った。 閑職 で も俸 禄 が あ り、生 活 の基 盤 を守 る こ とが で き る。 詩 作へ は新

しい認 識 があ り、彼 の文学 は 「詩 道 」 のた め調諭 詩 を作 る諌 官 時 代 とは異 な り、

個 人 の生 活 、感 情 と社 交 を詠 う閑適詩 が多 くな った。 これ を前 掲 の平 岡武 夫 『白

居 易 』 で は 「詩 魔 」 の発 見 と述べ た。

現役 の官職 に納得 で きた。 ま た東 西二 林 寺 の僧 侶 らと往 来 し、仏教 思想 を深 め、

精 神 世界 を慰 めた。 俸禄 が あ るか ら生活 も安 定 す る。盧 山の 自然 の環 境 で 「日高

眠」 し、心 身 を安 ら ぐこ とが で き る。 詩 作 を政 治 の為 で はな く、 自分 の 楽 しみ で

　

作 る もの とな った。 元 和十 二(八 一 七)年 三月 二十 七 日、草 堂 は完成 した。 この

心情 を次 の詩 「重題 其 三(重 ね て題 す 其 の三)」(〇 九 七八 、元 和 十二(八

一 七)年 四六歳
、 江州)に 表 した。

日高睡足猶傭起

小閣重会不伯寒

遺愛寺鐘歌枕聴

香鐘峰雪撲簾看

匡盧便是逃名 地

司馬イ乃為送老官

心泰身寧是帰庭

故郷何独在長安

日高 く 睡 り足 りて猶 ほ起 くるに傭 し

きん おそ

小 閣 金 を重ねて 寒 を伯れず
そ ばだ

遺愛寺の鐘は 枕を歌てて聴 き
かか

香盧峰の雪は 簾を揆 げて看 る
きや うろ

匡盧 便 ち是れ名 を逃 るる地

司馬は傍 ほ 老 を送 るの官 と為す

心泰 らかに身寧 きは 是れ帰庭 な り

故郷 何ぞ独 り 長安 に在 るのみな らんや

香鐘 峰 の下 に草 堂 を築 き、 自分 の草堂 に満 足 して、 「日高 眠」 して睡 眠 を充 足

させ る。 遺 愛寺 の鐘 の音 で心 を慰 め、香 鐘 峰 の 自然 風 景 を眺 め る こ とが で きて 、

心身 を安 らげ る。兼 済 を言 うこ ともで きな い江州 で勤務 し、 司馬 の官 位 、俸 禄 で

余 生 を送 る。 心 身 に 良い とこ ろな ら何 処 で もか ま わ ない と述べ た。

兼 済 の志 は長 安 で諌 官 に なっ て も達 成 で き なか った。 左 遷 され た こ とで挫 折 し

た か ら官 にな る所 は長 安以 外 に どこに で もあ る とい う心情 を前 掲 詩 に 「故郷 何独

在 長 安」 で表 した が、 内 心で は政 界 で奮 闘 した長 安 を忘れ る こ とは ない。 しか し、

彼 は現実 に向 い、 自分 を安 らげ る こ とがで き る官職 、 生活 を選 んだ。 これ か ら人
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生観 に も大 きな転換 点 が訪 れ た。 自分 を守 るた め 「明哲保 身 」 をす るの が一番 と

反 省 して、兼 済 は 官権 の範 囲で の仕事 で あ り、独 善 は 自己 を安 らげ て楽 しめ る行

動 で あ る と認 識 し、兼 済 と独 善 を一 面 的な 見方 で扱 った か ら、 「独 善 」や 「兼

済」 を言 わな くな った。 個 人 生活 で は 「日高眠 」 し、 心身 を安 らげ る。 ま た政治

場 面 で は官位 の権 限 内 に兼 済 し、心身 を悩 ませ ず 、閑適 の生 き方 を求 めは じめた。

然 し、江 州 での左 遷 され た 生活 か ら脱 出す る活 動 はいつ で も行 われ て い た。 元

和 十 一(八 一六)年 二 月 、宰相 李 逢 吉 、戸部 侍 郎崔 華 、 中書舎 人 銭徽 に任 期 が満

ちた が江 州 か ら移動 がな い と、盧 山に 隠逸す る しか ない と途方 に くれ た 心情 を伝

0

えた。 戸 部侍 郎 崔華 、 中書 舎 人銭 徽 か ら返事 が あ って 、江 州 か ら移 る こ とに希望

⑧

を与 えた 。

注

① 「編 集 拙 詩 一 十 五 巻 、 因 題 巻 末 、 戯 贈 元 九 ・李 二 十(拙 詩 を 編 集 して 一 十 五 巻

と成 し、 因 りて 巻 末 に 題 し、 戯 れ に 元 九 ・李 二 十 に 贈 る)」(-00六)参 照 。

② 花 房 英 樹 『白居 易 研 究 』(三 六 二 ペ ー ジ)は 、

こ こ に は 文 学 は 、 時 間 や 空 間 に 制 限 され る 現 実 を 越 え て 、 自 己 の 真 実 を 守

り抜 こ う とす る 営 為 とな る。 歌 詩 は 、 身 内 深 く か ら突 き 上 げ て く る 心 情 の 表

白 と、 意 識 を波 立 た せ る 客 観 的 実 在 へ の 詠 嘆 とな る 。 「詠 懐 」 や 「叙 景 」 が 、

主 流 に な っ た 。

と 、 社 会 的 な 束 縛 か ら抜 け 出 し、 自然 の 風 景 を 溺 愛 す る 志 向 さ え あ っ た と述 べ 、

ま た 彼 の 官 職 に つ い て は 同 書(三 六 二 ペ ー ジ)で は

文 学 は 「仏 者 」 に な り切 る こ との で き ぬ 居 易 が 、 官 僚 の 生 活 に 留 り、 職 責

を 一 定 に 充 実 しつ つ 、 そ の 成 果 の 故 に 、 か え っ て 生 活 社 会 を越 え て 、 現 実 の

彼 方 に 自 己 を 定 立 し よ う とす る 、 厳 粛 も の と な っ た 。

と 、 官 僚 の 生 活 と個 人 の 精 神 を 別 々 に し た こ と を 述 べ た 。

③ 「江 州 司 馬 庁 記(江 州 司 馬 庁 の 記)」(一 四 七 一)、 「北 亭 招 客(北 亭 に 客 を

招 く)」(〇 九 二 三)参 照 。

ほくてい

④ 「北 亭(北 亭)」(〇 二 七 九)参 照 。

⑤ 「詠 意(意 を 詠 す ず)」(〇 二 九 八)参 照 。

⑥ 「草 堂 記 」(一 四 七 二)参 照 。
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⑦ 詩 「寄 李 相 公 ・崔 侍 郎 ・銭 舎 人(李 相 公 ・崔 侍 郎 ・銭 舎 人 に 寄 す)」(〇 九 五

三)参 照 。

⑧ 「答 崔 侍 郎 ・銭 舎 人 書 問 、 因 継 以 詩(崔 侍 郎 ・銭 舎 人 の 書 問 に 答 へ 、 因 つ て 継

もつ

ぐ 詩 を 以 て す)」(〇 三 〇 七)参 照 。
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第六節 高級官僚の道

元和十二(八 一七)年 に崔群 は宰相 にな り、 白居易は江州司馬か ら忠州刺史に

00

任 ぜ られ 、 流請 の身 か ら抜 け出 した。 忠 州 は下州 で あった が 、刺 史 に なって緋 抱

O

を着 け るこ とが許 され た。 白居 易 の罪 が赦 免 され たの で あ ろ う。

白居易 の左 遷 か ら解放 され る こ とを太 田次 男 『調 諭詩 人 白楽 天』(ニ ー ○ペ

ー ジ)は
、

そ の間 に政情 もか わ るで あ ろ うし、 白居 易 の場合 は、 このた び は親 友 崔群

が宰 相 に な ってい る とい うよ うに 、人事 の上 で好都 合 な こ とが め ぐっ て くる

よ うにな る。為 政者 の側 に 立 って 、大 局か ら見れ ば 、左 遷 は本人 に とって反

省 の期 間 とな り、 ま た復 帰す れ ば 、優 れ た 人材 が それ ほ ど無 駄 な く、有 効 に

使 え る とい え よ う。 元 積 な どもそ うで あ るが 、左遷 後 、や がて大 活躍 す る こ

とは多 く、宰相 にな る こ と も稀 で はな い。

と述 べ 、長 安へ 戻 るのが 目の前 の こ とで あ る と強調 した。

江 州 か ら忠州 に向 か う途 中、舎 弟 白行 簡 に詩 「江 州赴 忠 州 、至 江 陵以 来 、舟 中

示 舎弟 五 十韻(江 州 よ り忠州 に赴 くとき、江 陵 に至 りて よ り以来 、舟 中に て舎弟

に示 す 五 十韻)」(一 一 〇 四 、元和 十 四(八 一 九)年 四十 九歳 、江 州一 忠 州)

を示 し、詩 の前 半 に過 去 の政 治へ の感 慨 と政 治 経験 を述 べ た。

険路応須避

迷塗莫共争

此心知止足

何物要経営

け ん う すべか さ

険路 応 に 須 らく避 くべ し
めい と

迷塗 共に争ふ こ と莫れ
し そく

此の心 止足 を知れば
えう

何物か 経営を要せん

政 争 か ら身 を避 けて 、現 実 に知 足す れ ば 、 自分 のす る こ とを求 める こ とがで き

る と詠 った。

　

白居易 は忠州 で の歳 月を静 か に過 した 。一 州 を治 め る責任 者 であ った が 、政治

活 動 は ほ どほ どに して い た。 よ うや く長 安 に戻 る と言 う希 望 が あ ったの で 、余 計

な政 治行 動 を して 、政 治 の敵 を招 くこ とを恐 れ 、慎 重 に して い た と思 う。 この 心

た うきや う う

情 を詩 「種桃 杏(桃 杏 を種 う)」(一 一 二 〇、 元和 十 四(八 一 九)年 四十 八歳 、
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忠州)に 表 した。

無論海角与天涯

大抵心安即是家

路遠誰能念郷曲

年深兼欲忘京華

忠州且作三年計

種杏栽桃擬待花

海角 と天涯 とを論ず る無 く

たいてい こころやす

大抵 心 安 ければ 即ち是れ家な り
みちとほ おも

路遠 くして 誰か能 く郷 曲を念 はん
とし けいくわ

年深 くして 兼ねて京華 を忘れ んと欲す
しば ら はか りこと な

忠州 且 く三年の 計 を 作 し
う ぎ

杏 を種ゑ 桃 を栽ゑて花 を待たん と擬す

心 が安 心 す る庭 で あれ ば家 に な る。 忠 州 で の三年 間の安 心 した暮 ら し、桃 杏 の

開花 す るの を待 つ よ うに、 のんび りと任 期満 ちて 、長 安 に戻 る と詠 った。

忠 州 は江 州 での 閑適 生活 の続 きで あ り、刺 史 の生 活 を静 か に過 ご し、 政治 的 な

行 動 は ほ とん どな か った。

忠 州 に来 て翌 年 、 白居 易 は召 され て長 安 に帰 り、 司門員 外郎 を授 け られ た。遂

に主 客郎 中知制 諾 に移 り、 また 中書舎 人 知制 諾 とい う要職 に任 ぜ られ た。 進 士試

験 の事件 が起 こ り、試 験 の主 司礼 部侍 郎 銭徽 及 び 関連 した一部 官 僚 も左遷 され

た。 そ の後 、牛僧 儒 派 と李 徳裕 派 を形 成 す るこ と とな り、歴 史上 の牛 李 党 の政争

が始 ま った。 しか し、 白居 易 は いずれ に も知 友 を持 ちつつ 、 そ の 中間 にい る しか

ない。 これ は彼 の悩 む こ と とな り、 出勤 した くな い とい う心情 を詩 「早 朝思 退居

(早 朝 して退居 を思ふ)」(一 ニ ー 三 、元和 十 五(八 二〇)年 四十 九歳 、長 安)

に表 した。

霜厳 月苦欲明天

忽憶 閑居思浩然

自問寒燈夜半起

何如暖被 日高眠

さ

霜 は厳 しく 月は苦 えて明けん と欲す る天
かうぜん

忽 ち閑居 を憶ひて 思ひ浩然 た り

自ら問ふ 寒燈 夜半 に起 くるは

ひ い つ れ

被 を暖かにし 日高 くるまで眠るに何如 そや

と述べ、政争 が激 しい朝廷 に出勤す る辛 さより 「日高眠」す るのが良い と希望 し

た。

主客郎 中知制諾か ら中書舎人知制詰 に昇進 し、皇帝の人材選抜試験官に命ぜ ら
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れ 、 中枢 官 僚 の列 に入 った。 ま た地方 に も反 乱 が起 こ り、反乱 を平 定す る こ とに

つい て元 積 と斐 度 とが激 し く対立 し始 めた。 白居 易 は反 乱 を平定 す る こ とにつ い

て 「論行 営 状(行 営 を論ず るの状)」(一 九九 〇 一一 九九 四、長 慶 二(八 二 二)

年 五 十一 歳 、長 安)を 上書 した が、穆 宗 皇帝 は採 択 しな か った。 元積 も斐度 も 白

居 易 の親 友 で あ り、い ずれ も宰相 で あ った が、彼 らの対立 は官 僚 の最 上層 での分

裂 で あ る。 しか も穆 宗 皇帝 は上述 した官 僚社 会 の 問題 にっ い て対 策 も立 て得 ず 、

解 決 へ の積極 的な 姿勢 に欠 けて もい た。

党 争 、高 官 の分裂 、宙官 の参政 、 皇帝 の無 能 な どで 、 白居易 は穆宗 皇 帝 の政 治

に絶 望 した の で あ ろ う。 詩 「衰 弱 無趣 因吟所 懐(衰 弱 に して趣 き無 し。 因 りて所

懐 を吟ず)」(〇 五七 六 、長 慶二(八 二 二)年 五十 一歳 、長安)に

終当求一郡

聚少漁樵費

合 口便帰山

不問人間事

つ ひ

終 には 当に一 郡 を求 むべ し
しゆ う ぎよせ う

聚は漁樵 の費少な し
がっ

口を合 して便 ち山 に帰 り
じんかん

人間 の事を問はじ

と詠 い 、 閑適 で き る地 方へ 転 出す る心 を定 め、抗 争 を続 け る官 僚 社会 か ら離 れ た

か った。

中央政 治 も混 乱 の状 態 に な り、い つ左 遷 され る こ ともお か し くな か った。 白居

易 は政争 の危 険な政 治 環境 か ら身 を抜 け る こ とと して 地方 長官 へ の転 出 を選 ん だ。

それ 故 、官 を守 る こ とは で き、生 活 も保 証 され 、官 権 の範 囲 で民 の た め兼 済 す る

機 会 もあ り、精神 上 に悩 む こ とが な くな る。 この よ うに 、私 的 に も公 的 に も納得

す る生 き方 は彼 の 官界 で の行 動 を主導 す る考 え と して 固 ま った ので あ ろ う。

白居易 は江南 地方 の 中で豊 か な、 ま た気候 温 暖 、風 光 明媚 な大 州 で あ る杭 州刺

史 に転 出で きた とい うこ とにっ いて 、村 上哲 見 『唐 詩 』(ニ ー 三 一 ニー 四ペ ー

ジ)(講 談社 学 術文 庫 、一 九 九八 年)は

『唐 書』 の 白居 易伝 の未 尾 に 「宗 関 の時 に当 るや 権 勢震 赫 た る も、終 に附

離 して進 取 の計 を為 さず 、節 を完 うして 自 ら高 うす」 とあ り、つ ま り友 人 の

李宗 関が権 力 をふ るって い る ときにそれ を利 用 して 出世 しよ うとは しなか っ

た と讃 えてい る。
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と、 白居 易 は党 派や 権 力 を利 用 しなか った と強調 し述 べ た。

白居易 は 中書 舎人 知 制詰 の高官 で あ り、 党争 の 両派や 元 積 と斐 度 の対 立 な ど政

争 に も巻 き込 まれず に、 中立 の態 度 を取 ってい た。 また宰 相 を争 う官位 に あ った

か ら、地 方 へ転 出す る要望 は難 しい こ とで は なか った と思 う。

注

① 「忠 州 刺 史 謝 上 表 」(二 〇 〇 三)、 「除 忠 州 寄 謝 崔 相 公(忠 州 に 除 せ られ 崔 相

公 に 寄 謝 す)」(-〇 九 〇)参 照 。

② 『新 唐 書 』 巻 四 十 、 地 理 志 を 参 照 。

③ 「行 次 夏 口、 先 寄 李 大 夫(行 き て 夏 口に 次 り、 先 づ 李 大 夫 に 寄 す)」(一 一 〇

一)
、 「初 著 刺 史 緋 、 答 友 人 見 贈(初 め て 刺 史 の 緋 を 著 け 、 友 人 の 贈 られ し に

答 ふ)」(一 〇 九 三)参 照 。

④ 「負 冬 日(冬 日を 負 ふ)」(〇 五 六 三)参 照 。
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第七節 閑適 の生 き方 の完成

長 慶 二(八 二 二)年 七月 、 白居 易 は杭 州刺 史 に除せ られ 、 中央 の政 争 の渦 か ら

抜 け出す こ とがで きた とい う心情 を詩 「長 慶 二年 七 月 自中書 舎 人 出守杭 州 路次

藍 渓 作(長 慶 二 年 七月 、 中書舎 人 よ り出 され て杭 州 に守 た り、藍渓 に路次 して

作 る)」(〇 三 三 五、長 慶 二(八 二 二)年 五 十 一歳 、長 安 杭 州)に 表 した。

太原一男子

自顧庸且鄙

老逢不次恩

洗抜 出泥津

太原 の一 男子

かへ り ひ

自ら願みる に庸に して且つ鄙
ふ じ

老 にて不次 の恩に逢ひ
で い し

洗抜せ られて泥津 を出づ

0

詩 の太 原 の男 とは 白居 易 自身 で ある。 老人 にな って 、高 官 の列 に入 った が、泥

の よ うな 中央政 治 か ら離れ る と詠 った。

白居易 は杭 州 刺 史 にな り、 政争 か ら離 れ 、 自分 を守 る こ とが で き、安 心 した こ

とを詩 「舟 中晩 起(舟 中晩起)」(一 三 二 六、長 慶 二(八 二 二)年 五 十 一歳 、長

安一 杭 州)に 詠 った。

日高猶掩水窓眠

枕箪清涼八.月天

泊処或依沽酒店

宿時多伴釣魚船

日高 けて 猶 ほ水窓を掩 ひて眠る

枕箪清涼 な り 八月 の天

よ

泊す る処 或 は沽酒 の店 に依 り

宿す る時 多 く釣魚 の船 に伴ふ

杭 州へ 赴 く途 中に、秋 の 良い季 節 に 「日高眠 」 をす る こ とが で き、酒 を売 る所

に休 ん で、釣 り船 の 中 に停 ま る と詠 い 、快 い心 情 が吐 露 され た。

退身江海f無 用

憂国朝廷 自有賢

且向銭塘湖上去

冷吟 閑酔二三年

しりぞ まさ

身 を退けて 江海fに 用無かるべ し

国を憂へて 朝廷 自ら賢有 り

しばら

且 く 銭塘湖上 に向つて去 り

冷吟 閑酔 二三年
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今 は江 海 に退 い て用 もない 人 間で あ り、 国家 の為 に憂愁 す る職 場 か ら退 出 した

が、 白居 易 の代 わ りに憂 国す る賢者 が朝 廷 に はい る ので 、心身 を苦 しませ る 中央

官 僚 に な る よ り、 地方 長官 にな り、 自由 に詠 い 、 のん び り と酔 い 、 心身 が 閑適す

る二 、三 年 の任 期 を満 た そ うとい う爽 快 な 心情 を表 した。

政 争 で安 閑 と して はおれ なか った長 安 よ り、杭 州 の 日々は悠 々 自適 で あ った。

詩 「郡斎 暇 日辱 常州 陳 郎 中使 君早 春 晩坐 水 西館 書事 詩 十六 音勾見寄 亦以 十 六音勾酬 之

(郡斎 の暇 日に常州 陳 郎 中使 君 が早春 の晩 に水 西 の館 に坐 し事 を書す る詩 十 六 曲

を寄せ らる るを辱 うし亦十 六 音勾を以 て之 に酬 ゆ)」(〇 三 六 二 、長慶 三(八 二

三)年 五 十 二歳 、杭 州)に

新年多暇 日

嬰起奏簾坐

睡足心更傭

日高頭未裏

新年 は 暇 日多 く

かか

嬰起 簾 を奏 げて坐す

睡足 りて 心更に傭 く

つつ

日高 け るま で 頭 未 だ ー¥まず

と、休 日は朝寝 坊 して、 日高 くな って も起 きた くない 、心 身 が 閑適 して い る と詠

い、 地方 の長 官 の 楽 しみ を謳 歌 した。 そ の前 、 忠州 刺 史 の時 に も閑適 して いた が、

長 安 へ返 り咲 く とい う思 い もあ り、刺 史 の行 動発 言 を慎 重 に してい た。 しか し、

杭 州 刺史 は忠州 刺 史 の時 とか な り異 な る よ うにな った。 杭 州 で は長安 に帰 る とい

う思 い が薄 くな り、 また官 職 につ い て も心配 しな か った。 官僚 社 会 で は長 老 の位

置 に居 り、 党争 の 両派 に も友 が居 り、個 人 的 な人 間 関係 を良 く させ 、政 治場 面 か

ら身 を避 け、政 争 に はい っ さい参加 しなか った。 官 にな りな が ら、生 活 上 に満 足

し、仕 事 の間 に詩酒 琴 に名 妓 を共 に 山水 の遊 覧 で楽 しみ 、 自我 を独 善 させ る。 ま

た、 官権 の範 囲で 民 の為 善政 を行 い 、兼 済す る。 現 実 に納 得 し、 自分 に抱負 を与

え ない 、精神 上 も安 定 した。 これ は彼 に とって 一番 の選 択 で あ り、 心身 の 閑適 が

で きた。 そ れ故 、彼 の閑適 の生 き方 とい う人 生観 が完成 し、 以後 に も変 らなか っ

た。

近藤 春 雄 『白楽天 とそ の詩 』(六 〇ペ ー ジ)は

こ うい うこ とか らす れ ば 白楽天 が 「身 の安 閑」 と 「心 の歓 適 」を大事 に思

うと言 っ て も、そ れ は杭 州刺 史 とい う官 で あって の こ とで あ った とも言 える
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が 、 しか しそれ が、 そ の後 の 白楽 天 の人 生観 ・処 世観 を大 き く導 く転 機 とも

な っ てい るの は注 目させ る。 とい うの は、 これ 以 後 、 白楽 天 は相 応 の官 につ

きな が ら、身 の安 閑 を求 めつ つ 、歓 娯す る とい うの がそ の信 条 ともな って い

るか らで あ る。

と、 心身 の安楽 を求 め る心境 は人 生 を導 くもの にな った と述べ た。

白居易 の閑適 す る心境 は官 に な った か らで あ って、杭 州 の 時 は、官 職や 心 情及

び環境 に よっ て、 閑適 の 生 き方 そ の ものが顕 著 にな った ので あ る。彼 の 閑適 の 生

き方 は個 人 生活 で は心 身 の安 楽 を求 め 、官位 俸禄 に 「知足保 和 」 をす る、政 治場

面で は官 の権 力 を越 えず に義務 を果 た し、政 争や 権 力 の衝 突 か ら避 け、 「明哲保

身 」 をす る こ とで あ る。

0

杭 州 で は地方 官 の喜 び 、家族 の幸せ 、生活 の環境 、安 心 して 「日高睡 」す る閑
　

適 の暮 しに満 足 した。

くんさい

杭 州刺 史 を離任 す る時 、 この 間 の歳 月 を詩 「留題 郡斎(留 め て郡斎 に題 す)

(二 三五 二 、長 慶 四(八 二 四)年 五十 三 歳 、杭州)に

あさけ

吟山歌水嘲風月 山を吟 じ水を歌ひ風月 を 嘲 る
すなは み

更是三年官満時 更 ち是れ三年官満つ る時

と詠 い 、杭 州刺 史 の三年 は閑適 して任 期 を満 了 で きた が 、一方 で、 白居 易 は刺 史

の責任 を果 し、治水 に成 功 した。 官 の権 力 の範 囲 で民 の た め努 力 した こ とを 「銭

塘 湖 石記 」(二 九 一八)と 「祭 漸 江文 」(一 四五七)に 表 した。彼 は個 人生 活 で

悠 々 自適 を求 めて いた が 、 自分 の官権 の範 囲で 善政 を行 って い た。

杭 州 か ら閑適 の 生 き方 を 中心 とす るこ とに な り、個 人生 活 を詠 った詩 が多 くな

った こ とを村 上 哲 見 『蘇 州 ・杭 州 物語 』(集 英社 、一 九八 七年)(一 七 九ペ ー

ジ)は

杭 州 に在任 した 三年 は、す で に述 べ た よ うに、長 官 としての責 務 も怠 らな

か った けれ ども、 い っ ぽ う詩 人 と して の創 作活 動 もなか な か活発 な一時 期 で

あ っ た。

と述 べ た。

長 慶 四(八 二 四)年 五月 、 召還 され 、 自らの希 望 す る通 り太 了 左庶 了 分 司東都
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OO

とい う閑職 に 除せ られ 、洛 陽 に住 ん だ。 長安 の政 争 か ら避 け、そ れ を傍観 しなが

ら 自分 の 『長 慶集 五十巻 』 を編 集 し、 自適 した 生活 を した。 これ を詩 「嬰起(嬰

起)」(〇 三八 六 、長 慶 四(八 二 四)年 五十 三歳 、洛 陽)に

鳥鳴庭樹上

日照屋澹 時

老去傭轄極

寒来起尤遅

鳥は鳴 く 庭樹の上

日 屋澹 を照 らす 時

よううた きは

老 い去 りて 傭轄 た極 ま り

寒 来 りて 起 くるこ と尤 も遅 し

と述べ 、洛 陽で 平和 に、何 も思 い悩 まず に遅 くまで 寝 る とい う喜び の 心情 を表

した。

　

寳 暦一(八 二 五)年 三月 四 日、 白居 易 は蘇 州刺 史 とな った。 仕 事 も少 ない 、給

料 も結構 高 い太 子左 庶 子分 司東 都 か ら蘇 州へ 赴任 す る こ とは彼 に とって それ ほ ど

OO

喜 ぶ こ とで は なか った。 蘇州 は杭 州 と同 じ く大州 で あ り、刺 史 の仕 事 は繁 忙 を

ぐんさい しゅん か ざ か く

極 めた ことを詩 「郡斎旬暇命宴呈座 客示郡寮(郡 斎 の 旬 暇 に宴 を命 じ 座客 に
くんれ う

呈 し郡寮 に示す)」(ニ ー 九 四 、宝暦 元 年(八 二五)年 五 十 四歳 、蘇 州)に 表 し

た。

公 門 日両衙

公暇月三旬

衙用決簿領

旬以會親賓

公門 日に両衙

公暇 月に三旬

ぼりやう

衙 には用て簿領 を決 し
くわい

旬 には以て親賓を會す

早衙 、晩衙 とい う両衙 の仕 事 が あ り、休 み は月 に三 日しか ない と悲 鳴 を上 げ る

ほ どに な った。

微彼九 日勤

何以治吾民

微 此一 日酔

何以楽吾身

な

彼の九 日の勤 め微 か りせ ば
もつ

何 を以てか吾が民を治めん

此の一 日の酔微 か りせば

何 を以てか吾が身 を楽 しま しめん
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刺 史 と して職 務 に励 み 、旬(十 日間)の 九 日は公 務 で民 の た め に励 む。 しか し

一 日の休 日は酒 で 楽 しみ
、 自分 を安 らげ る との意 味で あ る。

刺 史 と して も心身 の安 らぎ を休 日の酒 以外 、 充 実 した睡 眠 に求 める こ とを詩

「晩 起(晩 起)」(二 四八六 、寳 暦 二(八 二六)年 五 十五 歳 、蘇 州)に

とうとう

臥聴馨馨衙鼓聲 臥 して聴 く 馨馨 たる衙鼓の聲
ちやう

起遅睡足長心情 起 くること遅 く睡 り足 りて心情を長す

と、 朝 は 「日高 眠 」 して衙 鼓 の声 を聞 きな が らゆっ く りと起 き 、睡 眠 をた っぷ り

取 った とい う心 地 良い感 覚 を詠 った。

寳 暦 二(八 二 六)年 の夏 、 落馬 の怪 我 と持 病 の こ ともあ って 、百 日の休 暇 を願

い 出た。 九 月 中旬 に刺 史 を解任 され 、や っ と蘇州 を去 る こ とが で きた。 官界 か ら

離 れ 、 自由 自在 に暮 らそ うとい う気持 ち を次 の詩 「自問行 何遅(自 ら問 ふ行 何 ぞ

遅 し)」(二 二 二 四、 寳暦 二(八 二 六)年 五十 五歳 、蘇 州一 洛 陽)に 詠 っ た。

酒醒夜深後

睡足 日高時

眼底一無事

心中百不知

のち

酒醒め 夜深 けて後

睡 り足 りて 日高き時

眼底 一に事無 く

心 中 百 も知 らず

詩 に は蘇 州刺 史 の激務 か ら解 放 され 、官界 か ら引退 す る思 い が あった か ら、洛

陽へ の途 中で は夜遅 くま で酒 を飲 み 、朝 も 「日高 眠」 して、何 も思 い悩 まず 、

悠 々 と帰 る心情 が詠 まれ てい る。

　

しか し、 白居 易 は官 をや め る こ とは で きなか った。弟 の 白行簡(五 十 一歳 、 司

門主 客郎 中)が 中央 官 庁 に官 僚 に なっ てい るか ら、頼 りに した か ったが 、 白居易

は蘇 州 か ら洛 陽 に戻 る間 に、長 安 で突 然 病没 し、家 族 の た め、 また官 職 に就 くこ

0

とにな った。 太 和 一(八 二七)年 春 、秘 書 監 に任 ぜ られ金 紫銀 魚 を賜 った。 秘 書

監 は秘書 省 の長 官 で あ り、職務 は皇帝 の図書 を管理 す る こ とで 、官庁 で は要職 で

は な く、 閑職 で あ る。 所属 す る職 員 は校 書郎 達 で あ り、政 争 もない 、仕 事 もの ん

び りで き る。 この ころ 白居 易 はむ しろそ の長 官 で あ るの を良 い と した こ とを詩

54



「秘省 後 庁(秘 省 の後 庁)」(二 五 二 九、太 和 一(八 二七)年 五 十 六歳 、長 安)

に詠 っ た。

尽 日後庁 無 一事 尽 日後庁 一 事 無 し

白頭 老 監枕 書 眠 白頭 の老 監 書 を枕 に して眠 る

秘 書省 の長 官 はや る こ ともな く、 睡眠 す る と述 べ た。

また 、詩 「銚 侍御 見過 戯 贈(銚 侍御 に過 らる、戯 れ に贈 る)」(二 五 六二 、太

和 二(八 二 八)年 五十 七歳 、長 安)に

か うべ つつ

晩起春寒傭裏頭 晩 く起き 春寒 くして頭を裏 むに傭 く
たまたま

客来 池 上偶 同遊 客来 た り 池 上 に 偶々 同遊 す

と、 閑官 だ か ら、朝 遅 くまで 寝 る こ とがで き る し、お 客 か来 た ら一緒 に遊 ぶ 時 間

もあ る とい う閑適 の生 活ぶ りを詠 った。

注

① 「故 輩 県 令 白府 君 事 状(故 の 輩 県 の 令 な る 白府 君 の 事 状)」(一 四 九 六)参 照 。

② 白居 易 の 杭 州 へ の 転 出 を 自 ら の願 望 か 左 遷 か とい う こ と で 先 行 研 究 が あ る。

花 房 英 樹 の 『白楽 天 』(清 水 書 院 、 一 九 八 七 年)と 村 上 哲 見 の 『蘇 州 杭 州 物

語 』 で は 白居 易 は 杭 州 へ の 赴 任 を 自 ら求 め た とす る。 太 田次 男 の 『調 諭 詩 人 白

楽 天 』 と芳 村 弘 道 の 「白居 易 の 杭 州 刺 史 転 出 」(『 学 林 』 ニ ー 、 一 九 九 四 年 。

『唐 代 の 詩 人 と文 献 研 究 』(朋 友 書 店 、 二 〇 〇 七 年)に 所 収)、 下 定 雅 弘 の

『白氏 文 集 を 読 む 』 で は 、 杭 州 、 蘇 州 へ の 赴 任 を 左 遷 と見 る 。

近 藤 春 雄 『白 楽 天 と そ の 詩 』 は 政 治 迫 害 か ら避 難 し た こ と を 述 べ た 。

③ 「官 舎(官 舎)」(三 六 三)参 照 。

④ 「天 竺 寺 七 葉 堂 避 暑(天 竺 寺 の 七 葉 堂 に 暑 を避 く)」(二 二 九 四)参 照 。

⑤ 「求 分 司 東 都 寄 牛 相 公 十 韻(東 都 の 分 司 た ら ん こ と を 求 め 牛 相 公 に 寄 す 十

韻)」(二 三 七 七)参 照 。

⑥ 「蘇 州 刺 史 謝 上 表 」(二 九 一 九)参 照 。

⑦ 「赴 蘇 州 至 常 州 答 質 舎 人(蘇 州 に 赴 く に 常 州 に 至 り質 舎 人 に 答 ふ)」(二 四 一

六)参 照 。
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⑧ 『旧唐 書 』 巻 一 百 六 十 六 に 伝 あ る。

⑨ 、 「初 授 秘 監 井 賜 金 紫 。 閑 吟 小 酌 、 偶 写 所 懐(初 め て 秘 監 を 授 け られ 井 せ て 金

紫 を賜 る 。 閑 吟 小 酌 し、 偶 々 所 懐 を 写 す)」(二 五 二 七)参 照 。
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第八節 閑適 の生き方の実現

0

大 和 二(八 二 八)年 二.月九 日、刑 部 侍 郎 とな った 。 この官職 は要職 で 、政 争 に

巻 き こまれ る可 能性 が高 か った。 そ の た めか、 冬 に病気 のた め 百 日の休 暇 を 申請

して、政 争 か ら身 を避 けた。 太和 三(八 二 九)年 三月 中旬 、太 子 賓客 分 司東都 と

い う実務 もな く、名 のみ の官 に な り、洛 陽 に戻 った。太 子 賓 客分 司 は彼 の求 めて

いた役 職 であ り、 官位 も俸 禄 も高 い。 また仕 事 は軽 くて 、心身 共 に安 らい だ。 こ

の時 か ら彼 の 出世 を望 ま ない 晩年 の人 生 が始 ま り、 自分 の求 め てい た閑適 が実 現

した こ とを詩 「中隠(中 隠)」(二 二七 七 、大 和 三(八 二 九)年 、洛 陽)に 詠 っ

た。

人生庭 一世

其道難両全

賎即苦凍饅

貴則多憂患

人生一世に庭 る

其の道両つなが ら全 くし難 し

いや とうだい

賎 くしては即 ち凍籐 に苦 しみ
た ふ と

貴 くして は則 ち憂患多 し

俗 世 の生 き方 は 二つ ある。 賎(民 の こ と)な れ ば心 は苦 しくない が凍籐 に身 が

苦 しむ。 貴(官 の こ と)な れ ば衣 食 に苦 しま ない が政争 の 中で心 は憂 う。 心 身 共

に苦 しま ない とい うことは ま こ とに難 しい と詠 った。

唯此中隠士

致身吉且安

窮通與豊約

正在 四者 間

唯だ此の中隠の士

身 を致す こと吉に して且つ安 し

きゆ うつ う ほ うやく

窮 通 と豊約 と
まさ かん

正 に四者の間 に在 り

太 子賓 客 分 司 にな り、官 と して給料 あ り、 閑官 と して政 治 に参加 せ ず 隠 に な り、

政 争 も累 の及 ぶ こ とが、 心身 と もに苦 しま ない 自分 を 「中隠 士」 と言 い 、 「中

隠」 とい うこ とを表 明 した。

彼 は洛 陽の履 道 里 に豪邸 を営 んで い た。 この豪邸 は杭 州 刺 史 か ら召 還 され 、太

了 左庶 了 分 司東 都 とな る時購入 した もので あ り、 そ の規 模 と風 景 及 び個 人的 に楽
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しむ とい う閑適 の 生活 が 「池 上篇(池 上 の篇)」(二 九二 八 、大 和三(八 二 九)

年 、 洛 陽)に も詠 まれ た。 彼 の官 にな って か ら官界 で の ゆ きつ も ど りつ模 索 した

閑適 の生 き方 は、太 子 賓 客分 司 に なっ て、履 道 里 の住 宅や 庭 園 での悠 々 自適 す る

こ とに よ り明 らか な形 とな り、実 現 され た ので あろ う。

いん

白居易 は太和 四(八 三 〇)年 十 二 月二 十 八 日、河 南サ にな っ た。 「中隠」 の境

地で 「日高 眠」 をす る閑適 の生活 に慣 れ て来 た こ とを詩 「日高 臥(日 高 くる まで

臥す)」(二 八 五 六、 太和 四(八 三 〇)年 五 十 九歳 、洛 陽)に

伯寒放獺 日高臥

臨老誰言牽率身

未裏頭前傾...

何如衝雪　朝人

おそ ほしいまま

寒 を伯れ獺を放にして 日高 くるまで臥す
けんそっ

老 に臨んで誰 か言ふ 牽率 の身 と
つつ

未 だ頭 前 を裏 まず...を 傾 く
お もむ

何ぞ雪を衝いて朝に　 く人 の如 くな らん

と、 河南 サ の任命 書 が来 た時 、激職 に戻 り、老 体 で雪 の 日に出勤 す るの か とい う

こ とを心 配 した。

河 南サ にな って も、 政治 へ の 関心 を示 す こ とは少 な くな った こ とを詩 「晩 起

(晩 起)」(二 八 二八 、太 和 四(八 三 〇)年 五十 九歳 、洛 陽)に

起晩憐春暖

帰遅愛月明

放傭長飽 睡

聞健且閑行

起 くる こ と晩 くして 春 の暖 な るを憐 み

帰 る こ と遅 く して 月 の 明な る を愛す

つね

放傭 長に飽睡 し
ぶんけん かんかう

聞健 且つ閑行す

と、 朝 は遅 くまで寝 て か ら出勤 し、夜 は月 見 を しなが ら遅 く帰 る。職 務 は若 い 時

の よ うに励 む こ とも無 く、身 体 も健や かで 、精神 的 に も閑適す る こ とを詠 う。

また 、詩 「晩 起(晩 起)」(二 八 六 四、太 和 四(八 三〇)年 五 十 九歳 、洛 陽)

に

燗漫 朝 眠後 燗 漫 た る 朝 眠 の後

頻伸 晩 起 時 頻 に伸 ぶ 晩起 の 時

暖櫨 生火 早 暖櫨 火 を生 ず るこ と早 く
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寒鏡裏頭遅 寒鏡 頭 を裏む こと遅 し

と、 気持 ち良 く朝寝 を し、炉 を燃 や し、暖 か くな った ら起 き る とい う快適 な生活

へ の満 足 を描 いた。

太 和七(八 三 三)年 病 気 で 河南 サ を辞 めた。 当時 の心情 を詩 「味懐(懐 を味

ず)」(二 九八 四、太 和 八(八 三 四)年 六十 三歳 、洛 陽)に

奮康 日日獺

畢卓時時酔

酒緯夜深帰

僧房 日高睡

形安不労苦

神泰無憂畏

従官三十年

無如今気 味

けいかう もの う

埜康 日 日獺 く
ひつたく

畢卓 時時酔へ り

酒緯 より 夜深けて帰 り

僧房 に 日高 けて睡 る

形安 くして 労苦せず

神泰に して 憂畏無 し

官 に従ふ こと 三十年

今の気味に如 くもの無 し

と、 三十 年 間官 に在 り、 よ うや く 「知 足 」 「安 泰」 し、 「日高眠 」す る こ とが で

き る こ とを見つ けた と詠 う。 これ は権 力 や官 位 よ りも一族 が 困 らな い暮 ら し と自

適 へ の満 足感 を表 してい る。

太 和 九(八 三 五)年 九月 八 日、 同州 刺 史 へ の転 出 を病 気 の理 由で辞 した。 十 月

二十 三 日、 太子 少傅 分 司 とい う閑職 に就 き、太 了賓 客 分 司の 時 と同 じ く閑適 の 生

活 に甘 ん じた。 これ か ら白居 易 は

月俸 百 千官 二 品 月 俸 百 千 官 二 品

朝廷 雇我 作 閑人 朝 廷我 を雇 ひ て 閑人 と作 す

(「従 同州刺 史 改授 太子 少 傳分 司(同 州刺 史 よ り改 めて太子 少傳 分

司 を授 け らる)」 三 二 三 四、太 和 九(八 三五)年 六 十 四歳 、洛 陽)

とい う呑・気 な生 活 に満 足 して 、 「日高眠 」 をす る こ とが で き る喜 び を詠 ん だ。 こ

の気 持 ち は以後 の詩 に も繰 り返 え し詠 われ た。
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粥熟呼不起

日高安穏眠

粥 熟 して 呼べ ども起 きず

日高 くるま で 安 穏 に眠 る

(「風 雪 中作(風 雪 中 の作)」 三〇 〇 九、太 和 九

(八 三五)年 六十 四歳 、洛 陽)

心問身云何泰然 心 身に問ひて云ふ 何 ぞ泰然 たる

た

厳 冬 暖被 日高 眠 厳 冬 暖被 日高 けて眠 る

(「自戯 三絶 句 心 問身 」(自 ら戯 る三絶 句 心 身 に 問ふ)

三 四八 〇 、 開成 五(八 四〇)年 六十 九歳 、洛 陽)

閑官 に な り、 出勤 の辛 さか ら逃 れ て 、何 時で も 「日高眠 」 で き る気 楽 な境 遇 で

あ る。 そ の他 の詩(六 十一 ペ ー ジ補足 参 照)に も 「日高眠 」 が詠 まれ て い る。

洛 陽 で の悠 々 自適 の生活 を詩 「閑適(閑 適)」(三 三 四四 、 開成 三(八 三 八)

年 六 十七 歳 、太 子少 博 分 司東都 、洛 陽)に

く わん ひ く

俸禄優饒官不卑 俸禄優 饒にして 官卑からず
なかんつ く

就 中 閑適 是 分 司 就 中 閑適 な るは 是 れ分 司

と、 自分 が求 めて いた 生 き方 を詩 の 中に閑適 と始 めて称 した。

会 昌一(八 四一)年 に官 を辞 め、 百 日の休 暇 を取 った。 そ の 時、 自分 の官 の人

生 を こ う詠 っ た。

をは

人言世事何時了 人 は言ふ 世事何の時か了 らん と
じんかん

我是 人 間事 了人 我 は是れ人 間 事 の 了れ る人

(「百 日暇満 少 傅 官停 自喜 言 懐(百 日暇 満 ち 、少傅 官停 ま る。 自 ら

喜 んで懐 を言ふ)」 三 四九〇 、会 昌一(八 四一)年 七 〇歳 、洛 陽)

官 の世界 に執着 せず 、 太子 少傅 分 司の官 を止 め られ た。 会 昌二年 、 白居易 は刑 部

尚書 を もって致 仕 し、彼 の政 治生 活 も終 った。

幡然一老子

擁裏傍隠几

坐穏夜忘眠

幡然たる 一老子

な ほ き

裏 を擁 して 傍几 に隠 る

坐すること穏 にして 夜 眠るを忘れ
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これ以 後 、 白居易 が没す るま で の詩 に、

は残 してい な い。 つ ま り官 を離れ て 、 自由な隠退 の身 に な った ので 、早 朝 か ら出

仕 す る義 務 が な くな り、誰 悼 る こ とな く朝寝 坊 が で きた。 この眠 りは官 の時 とは

一 味 違 った もので あ ろ う
。 「日高 眠 」 をす るこ とは、 官 の 中で 自己を慰 め 、憂 さ

を晴 らし、 精神 的 に 閑適 す る行 動 で もあ った と思 う。

臥安 朝 不起 臥す こ と安 く して 朝 に起 きず

起来 無 可作 起 き来 れ ど も 作 す べ き な く

閉 目時 叩歯 目を閉 ぢて 時 に歯 を叩 く

(「晩起 閑行(晩 起 閑行)」 三 五 四一 、会 昌二

(八 四二)年 七 十一 歳 、洛 陽)

とあ り、 「日高 眠 」 「晩起 」 につ い て最 後 の詩 を詠 った。

「日高 眠」や 「晩起 」 につ い て の詩句

補 足(洛 陽 で の 「日高 眠 」 を す る 閑 適 詩 の 例)

1、 「味 閑(閑 を詠 ず)」(二 七 二 九 、 太 和 三(八 二 九)年 五 十 八 歳 、 洛 陽)の

「朝 眠 因 客 起 、 午 飯 伴 僧 斎 。(朝 眠 客 に 因 りて 起 き 午 飯 僧 に伴 つ て 斎 す)」

2、 「雪 中嬰 起 偶pJX所 懐 兼 呈 張 常 侍 章 庶 子 皇 甫 郎 中 雑 言(雪 中 嬰 く起 き 、 偶 々 所

懐 を 味 じ、 兼 ね て 張 常 侍 ・章 庶 子 ・皇 甫 郎 中 に 呈 す 雑 言)」(三 〇 一 一 、 太

和 八(八 三 四)年 六 十 三 歳 、 洛 陽)の 「伯 寒 放 癩 不 肯 動 、 日高 睡 足 方 頻 伸 。

(寒 を 伯 れ 獺 を放 ま に して 肯 て 動 か ず 日高 け 睡 足 りて 方 に頻 り に伸 す)」

3、 「癩 放 二 首 呈 夢 得 呉 方(二)(癩 放 二 首 、 夢 得 呉 方 に 呈 す(二))(二 九 九

八 、 大 和 八(八 三 四)年 、 六 十 三 歳 、 洛 陽])の 「床 暖 日 高 眠 、 炉 温 夜 深 坐 。

(床 暖 か に して 日高 け て 眠 り 炉 温 か に して 夜 深 け て 坐 す)」

4、 「早 春 即 事(早 春 即 事)」(三 二 五 〇 、 太 和 八(八 三 四)年 六 十 三 歳 、 洛

陽)の 「眼 重 朝 眠 足 、 頭 軽 宿 酒 醒 。(眼 重 う し て 朝 眠 足 り 頭 軽 う し て 宿 酒 醒

む)」

5、 「天 寒 晩 起 引 酌 味 懐 寄 許 州 王 尚書 汝 州 李 常 侍(天 寒 晩 酌 懐 寄 許 州 王 尚 書 汝 州

李 常 侍)」(三 三 九 五 、 開 成 三(八 三 八)年 六 七 歳 、 洛 陽)の 「叶 覆 氷 池 雪 満

山 、 日高 傭 起 未 開 関。(葉 は 氷 池 を 覆 ひ 雪 は 山 に 満 つ 日 高 く 起 く る に 傭 く し

て 未 だ 関 を 開 か ず)」

6、 「残 春 晩 起 伴 客 笑 談(残 春 に 晩 く起 き 、 客 に 伴 つ て 笑 談 す)」(三 三 四 三 、
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開成(八 四 〇)年 六 十 九 歳 、 洛 陽)の 「掩 戸 下 簾 朝 睡 足 、 一 声 黄 鳥 報 残 春 。

披 衣 岸 憤 日高 起 、 両 角 青 衣 扶 老 身 。(戸 を 掩 ひ 簾 を 下 して 朝 睡 足 る 一 声 の

黄 鳥 残 春 を 報 ず 衣 を 披 り岸 憤 して 日高 け て 起 き 両 角 の 青 衣 老 身 を 扶

く)」

7、 「春 眠(春 眠)」(三 六 五 〇 、 開 成 五(八 四 〇)年 六 十 九 歳 、 洛 陽)の 「枕

低 被 暖 身 安 穏 、 日照 房 門 帳 未 開 。(枕 低 く被 暖 か に して 身 安 穏 な り 日 は房 門

を 照 して 帳 未 だ 開 か ず)」

注

① 『旧唐 書 』 文 宗 紀 、 太 和 二 年 二 月 乙 巳(十 九 日)の 条 に記 録 が あ る 。
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第三章 白居易 の造語 「閑適」

第一節 閑適 の語義

「閑適 」 の語 は 白居 易 の詩集 十 五巻 か ら始 ま った と考 え られ る。 『漢語 大詞

典 』 『大 漢 和群 典』 隔辛海 』 に も同 じ く 「与元 九書 」 の 「閑適 」 を初 例 と して挙

0

げて い る。

元 和十(八 一 五)年 十 二 月、 白居易 は江州 で詩 集 十 五巻 を 自撰 し、詩 歌 を 「調

諭 詩 」 「閑適 詩 」 「感 傷詩 」 「雑 律詩 」 と分 類 し、そ の理 由 と定 義 を 「与元 九

書 」 に次 の よ うに述 べ た。

僕 数 月来 、検 討 嚢秩 中、得 新 旧詩 、各 以 分類 、 分為 巻 目。 自拾 遺 来 、凡所

遇 所 感 、 関於美 刺 興比 者 、又 自武 徳 詑元 和 、 因事 立題 、題 為 新楽 府者 、共一

百五 十 首 、謂 之調諭 詩 。 又或 退公 独 処 、或移 病 閑居 、知足 保 和 、吟玩 情性 者

一 百首
、謂 之 閑適詩 。 又 有事 物 牽於 外 、情理 動 於 内 、随感 遇 而形 於歎 詠者 一

百 首、謂 之感 傷 詩。 又 有 五言 ・七言 ・長 句 ・絶 句 、 自一 百韻 至 両韻者 四百余

首 、謂 之雑 律詩 。 凡為 十 五巻 、約 八 百 首。 異 時相 見 、當尽 致 於執 事。 微 之 、

古人 云:窮 則独 善 其身 、 達則 兼 済天 下。 … 謂 之 「調諭 詩 」、 兼 済之 志

也。 謂 之 「閑適 詩 」、 独 善之 義也 。 … 至於 「調 諭 」者 、意激 而言 質 、

「閑適 」者 、 思澹 而詞 迂 、以 質合 迂 、 宜人 之不 愛也 。

このかた

(僕 、数 月 よ り来 、 嚢 秩 の 中を検 討 し、新 旧の詩 を得 、各 々類 を以 て分 か
このかた

ち、分 けて巻 目と為す 。 拾遺 よ り来、 凡 そ遇 ふ 所 ・感 ず る所 の美 刺興 比 に関
い た

は る者 、又 武徳 よ り元 和 に詑 る ま で、事 に因 りて題 を立 て て、題 して新 楽府

と為 す者 、共 に一 百五 十 首 、之 を調 諭詩 と謂 ふ 。 又或 い は公 か ら退 きて独 り

処 り、 或 いは病 を移 けて 閑 か に居 り、足 る を知 り和 を保 ち 、情性 を吟玩 す る

者 一 百 首 、之 を閑適 詩 と謂 ふ 。又 事 物 の外 よ り牽 かれ 、情 理 の 内 に動 き、感

あ らは

遇 に随 ひ て歎詠 に形 るる者 一 百 首有 り、之 を感 傷詩 と謂ふ 。 又五 言 ・七 言 ・

長句 ・絶句 、 一百韻 よ り両韻 に至 る者 四百 余 首有 り、之 を雑 律詩 と謂 ふ 。 凡

そ十 五巻 と為 し、約 八百 首。 異 時相 見 ゆれ ば 、當 に尽 く執 事 に致 す べ し。微

之 、古 人 云へ ら く:窮 す れ ば則 ち独 り其 の身 を善 く し、達 す れ ば則 ち兼 ね て

す く

天 下 を済ふ と。 … 之 を 「調諭 詩 」 と謂 ふ は、兼 済 の志 な り。 之 を 「閑適
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詩 」 と謂 ふ は 、独 善 の義 な り。 … 「調諭 」 な る者 に至 りて は、意 激 に し

たん う

て言 質 な り。 「閑適 」 な る者 は、思 ひ澹 に して詞迂 な り、質 を以 て迂 に合 は

むべ あい

す は、 宜 な り人 の愛 せ ざ る こ と。)

閑適 詩 は 「閑適 一」 の五 十 三首 と 「閑適 二」 の 四十 八首 、合 せ て一 百 一首 で あ

り、 貞元 十 九年(八 〇 三)の 春 校 書郎 にな った 時 か ら元和 十年(八 一 五)の 冬 江

州 司馬 まで の詩 で あ り、 いず れ も五言 古 調詩 で ある。 ま た、 「閑適三 」 の五 十 八

首 と 「閑適 四」 の 五十 七 首 は詩 集 十五 巻 を編 纂 の後 、長 慶 四年(八 二 四)十 二.月

洛 陽で太 子 賓客 分 司 にな る まで の十年 間 に作 った詩 で 、 『白氏 長 慶集 』 五十 巻 に

収 めた。

元 積 は 『白氏 長慶 集 』五 十巻 に序 を作 り、 白居 易 の閑適 詩 を評価 した。

大 凡 人之 文 、各 有所 長。 楽 天 之長 、 可以為 多　。 是 以調 諭 之詩 長於 激 、 閑

適 之詩長 於 遣 、感 傷 之詩長 於 切 、五 字律 詩 、 百言 而上 長於 購 、五 字 七字 百言

而 下長 於情 。

おおよそ ここ

(大 凡 、人 の文 、各 々長 ず る所 有 り。 楽 天 の長 、以 て多 と為す べ し。是 を

以 て調諭 の詩 は激 に長 じた り、 閑適 の詩 は遣 に長 じた り、感 傷 の詩 は切 に

長 じた り、五字 律詩 の百 言 よ り上 まわ るもの は賂 に長 じた り、五 字 七字 の

0

百言 を下 まわ るもの は情 に長 じた り)

(四 部 叢刊 『元氏 長慶 集 』巻 第 五十 一 に よる)

o

古 来 「調諭 」 は 『文選 』 の 「両都賦 序 」(班 固)に 、 「感 傷 」 は 『毛詩 序 』 に

存 在 す るもの で あ り、 「律 詩 」 は 「古詩 」 と分別 す る こ とで あ り、 「閑適 」 は 白

居 易 の創 作語 で あ り、 漢詩 史 上 で は彼 よ り先 に 「閑適 」 の言葉 を詩文 に使 った例

は今 ま で見 つ け る こ とが で きな か った。

白居易 の 「閑適 」は詩 の 中に 自己の理 念 を主 張 し、個 人 の 生活 や感 情 を重 視 し、

人 生 を謳 歌 す る。 これ は政 治 と社 会 に対 す る 「調 諭 」 と違 う方 向の もの で あ る。

「調諭 」 は政治 的 、社 会 的 な批 判 が 強 く表現 され た一 面 では 白居 易 の高 い評価 は

あ った が、 これ は君 のた め、 臣 のた め の作 で あ り文 のた め作 っ た もので は ない。

政 治 的活 動 の華 々 しい 時代 に しか作れ ない もので あ った。 翰林 学 士 ・左 拾遺 の 時、

「閑適 」と 「調 諭 」 が存在 した が、江 州 か ら彼 は官 僚 人生 に失 望 し、従 っ て社会

的 な 「調 諭 」 の精神 は薄 くな り、 あ らゆ る精 力 を個 人 の安 息 に努 めた結果 、 「閑

適 」 の詩 が多 く創 作 され た。 それ 故 、 「閑適 」 は 白居 易 の作 品 の重要 な基 調 、 人
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生観 の あ りよ うの基 調 にな った ので あ ろ う。 洛 陽 で太 子少傅 分 司 とな り、気 楽 な

っ とめ で あっ た こ とを詩 「閑適 」 に詠 われ てい た。

白居 易 の詩 「閑適 」(三 三 四 四、 開成 三(八 三八)年 六 十 七歳 、太 子少 傅 分 司

東 都 、洛 陽)は 、洛 陽で太 子 少傅 分 司 とな り、安 定 した生 活 の あ りかた が よ く保

証 され た こ とが表現 され てい る。

俸禄優饒官不卑

就中閑適是分司

風光暖助遊行処

雨雪寒供飲宴時

肥馬軽嚢還粗有

鹿歌薄酒亦相随

微躬所要今皆得

只是蹉毘得校遅

くわんひ く

俸禄優饒 にして 官 卑 か らず
なかんつ く

就 中 閑適なるは 是れ分司

風光暖かに 遊行の処 を助 け

きよう

雨雪寒 く 飲宴の時を供す
ま

肥馬軽嚢 還 た粗有 り
ま あひしたが

鹿歌薄酒 亦た相 随ふ
え う みな え

微躬要す る所 今皆得 た り
さ た やや

只是れ 蹉駝と して得 ること校遅 きのみ

「閑適 」 は彼 の人 生観 の基調 で あ り、そ の具 体 的 な存在 は 「吏 隠 」、 白楽 天 の

自己の言 葉 で 「中隠」 で あ る。 「仕 」 と して官位 と俸禄 が あ り、 「隠」 と して政

争 の渦 中 か ら身 を避 け る こ とで あ る。 この場 所 は東都 洛 陽で あ る と前 詩 に詠 ん だ。

注

① 論 文 審 査 の 際 、 川 本 晧 嗣 氏 か ら 「「 閑 適 」 は 「間 適 」 「聞 適 」 と 書 か れ た 例 が

あ る 。 『侃 文 韻 府 』 の 「嫡 」 に 「漢 書 杜 欽 傳 不 以 禮 為 制 則 正 后 自 疑 而 支 庶

有 間 適 之 心 」 と あ る 。 確 認 し て ほ し い 」 と い う ご 意 見 を 頂 き ま し た 。 「漢 書 」

巻 六 十 杜 欽 傳 に 同 じ く 「間 適 」 が あ っ た が 、 師 古 の 注 に 「間 、 代 也 、 音 居 菟 反 。

適 讃 日 嫡 。」 と あ り 、 『漢 語 大 詞 典 』 に は 「間 適 」 を 「xiandi」 と 讃 み 、 「妾

代 嫡 妻 之 意 」 と 解 釈 し て い る 。

② 訓 読 は 丹 羽 博 之 氏 、 覧 文 生 氏 の 御 教 示 に よ る 。

③ 「両 都 賦 序 」 に は 、 「或 は 以 て 下 情 を 拝 べ て 調 諭 を 通 じ 」 と い う 。

④ 「毛 序 」 に は 、 「沢 阪 は 、 時 を 刺 る な り 。 言 ふ と こ ろ は 、 霊 公 の 君 臣 、 其 の 国

よろ こ

に 淫 し 、 男 女 相 説 び 、 憂 思 感 傷 す 」 と い う 。

65



第二 節 「閑適 」 の受 容

小 島憲 之 『国風 暗黒 時代 の文学 』(塙 書房 、 一 九七 三年)は 白居易 しか使 って

い なか った独 特 の語 か ら 「年顔 」 な ど十 数例 を取 り上 げ 「白詩 語 」 と称 した。 丹

OOOO

羽 博 之 も卯酒 、提壺 鳥 を 「白詩 語 」 と認 定 した。 「閑適 」 とい う言葉 は 白居 易 か

ら始 ま り、 「白詩語 」 の一 つ に な るべ きだ と思 う。 また この 「閑適」 とい う詩語

も後 世 に受容 され 、南唐 の徐 鉱 、平安 の島 田忠 臣 、菅原 道 真 、藤 原周 光 、 また宋

代 の蘇 献 と陸游 は 「閑適 」 を使 った。

白居易 の 「閑適 」 とい う語 を早 くも使 用 した の が南唐 の徐鉱 で ある(丹 羽 博 之

氏 御 教示)。

徐 鉱(九 一六 一 九九 一)の 文 「唐故 朝 議 大夫行 尚書禮 部 郎 中柱 国賜 紫金 魚 袋太

原 王 君墓 誌銘 」(唐 の故 朝議 大 夫 行 尚書 丁 部郎 中 柱 国 紫 金魚 袋 を賜 ふ

太 原 の王 君 の墓 誌銘)に 王君 は解 官 して隠居 す る こ とを述 べ た時 「閑適 」 の語 が

用 い られ た。

君 雅 好 玄言 、夙 尚閑適。 由是角 巾私第 、 閉 関却帰 、交游 牢 得 見其 面。

っね っと たふと これ より

(君 雅 に玄言 を好 み、夙 に閑適 を尚ぶ 。是 由 私第 に角 巾 し、 関 を閉 じ 帰
まれ 　

を却 く、交游 其 の面 を見 るを得 るこ と/uな り)

(四 部 叢刊 『徐公 文集 』 巻 第十 五 に よる)

また 、 「白孔 六 帖」 の 六六 の 「致仕 十 七 」 に徐 鉱 の文 「江南 録 」 が 引かれ 、李

建 勲 の 隠退 す る こ とを述べ る時 に も 「閑適 」 の語 が用 い られ た(丹 羽 博 之氏 教

示)。

鐘 山公 李 建勲 、及 罷 相 、別 駆於 鐘 山、有 泉石 之美 、為 司徒 致仕 。 或謂 之 日、

公 既 未 老 、無 大疾 苦受 此命 、欲復 為 九華 先 生耶 。建 勲 、 平生 常笑 公卿 不 審 出

処 、w可 違 素志 、 自知 非 壽考者 、欲 求数 年 閑適 。 遂如 其言 。 徐鉱 江 南録 。

(鐘 山公 李建 勲 、相 を罷む に及 び 、鐘 山 に別 駆 して、泉 石 の美 有 り、司徒

い しつ く

と為 り致仕 す。 或 ひ と之 に謂 ひ て 曰 く、公既 に未 だ老 いず 、 大疾苦 無 く し

て 此 の命 を受 くるは 、復 た 九華先 生 と為 らん と欲 す るや。 建 勲 、平 生常 に

つ ま び ら もと じゆかう

公 卿 の出処 を審 かに せ ざ るを笑 ふ 、wに 素 の志 と違 ふ べ け んや 、 自ら壽考 に

非 ざる こ とを知 り、数 年 の 閑適 を求 めん と欲 す 。 遂 に其 の言 の如 くす 。徐 鉱

　

の江 南録 に あ り)
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以 上 の二 つ文 には徐 鉱 は 自分 の こ とでは な く、 王君 と李 建勲 は 「閑適 」を望 ん

でい た こ とを述 べ た。

白居易 以 後 の唐代 の詩 人 は閑適 とい う詩語 に興 味 をあ ま り示 さな か った。 寒泉

の 『全唐 詩 』索 引 に よ る と、 白居 易 以外 唐 の詩 人 は閑適 を使 用 した例 が 見つ か ら

ない。 しか し、平安 漢詩 人 の詩 の 中に は閑適 が 用 い られ た。 そ の詩 は 島 田忠 臣の

「閑適 」、 菅原 道真 の 「田家 閑適 」 「閑適 」で あ り、 更 に藤 原 周 光 の 「夏 日禅 房

言 志 」 に 「閑適 」 が用 い られ て い る。 そ の後 、宋 代 の蘇 戟 の文 と陸游 の詩 に 「閑

適 」 が現 れ るが、 時代 は 平安 時代 よ りや や遅 れ る。

以 下 に平 安漢 詩 の 閑適 の例 を見 て行 く。

一
、 島 田忠 臣の 「閑適 」(七 三 、元 慶 五(八 八一)年 五 十 四歳 、京 都。 本 文 と

訓読 は小 島憲之 監修 『田家 集 注釈 』(和 泉書 院)に よ る)

うつ た へ な が

無心未必鎮弾琴 無心に して 未必にも鎮 く 琴を弾ず るとに もあらず

有眼何因久封林 有眼に して 何 に因 りてか久 しく林に封する

や す またまなこ

安臥息心兼合眼 安 臥 して 心を息め兼 眼 を合 はせ
よ りより

興来 時 與竹 風 吟 興 来 れ ば 時 に 竹 風 と吟 ず

詩題 につ い て 同書(田 村 憲 治担 当)に は

〔閑適 〕 の詩 題 は 、 『白氏 文集 』 巻五 か ら巻 八 の 、分類 中の 閑適 に見 え

る もので あ る。 白居 易 の 「与 元 九書28-1486」 に、 「又或 退 公独 処 、或移 病

閑居 。 知足 保 和、 吟玩 情性 者 一 百首 、謂 之 閑適 詩 」 とあ り、意 は閑居 して 心

静 か に楽 しむ こ と。 また 元積 の 「白長慶 集 序51-0948」 に、 「夫 以調 諭 之

詩 長 於激 、閑適 之詩 長 於遣 、感 傷 之 詩長 於切 」とあ り、 閑適 の詩 は心 の 中の

思 い を述べ て は らす の に長 じた詩 で あった。 詩題 の例 としては 、 白居 易 に

「閑適67-3344」 が あ り、 また 『菅 家文 草 』 に も、464「 閑適」362「 田家

閑適 」 と題 す る詩 が あ る。

と述 べ 、詩題 の 由来 を解 説 した。

詩 は 、安 静 の ところ に臥 して 、心 を安 らか し、 目を閉 じて雑 念 を去 る時 、 自然

の風 と和 して 自由に詩 を吟ず る とい う心 情 を詠 った ので あ ろ う。

同書 で は詩 語 「無 心 」 「未 必」 「有 眼」 「何 因」 「安 臥」 「息 心」 「合 眼」

「興 来」 「竹 風 」 の 由来 を 『白氏 文集 』 と 『白氏文集 』 よ り以前 の詩 に も存 在 し
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てい た こ とを指 摘 した。

閑適 とい う詩題 と発想 は 白居 易 か ら学 ん だ もの で あ り、詩語 の面 で も 白詩 語 を

多 く取 り入 れ た。

二 、菅 原道 真 には 「閑適 」 とい う言 葉 を使 った詩 は二首 あ る。

① 田家 閑適(屏 風 画也)(巻 五 、 三六 二 、寛 平 四(八 九 二)年 四十 八歳 、京都 、

蔵 人頭)

不為幽人花不開

万株松下一株梅

逢春気色渓 中水

待月 因縁地上苔

双鶴立汀閑弄樟

満壼 臨岸便流盃

子孫安在恩情断

誰訟書堂与釣墓

さ

幽人のためな らざれ ば 花 は開かず
かたはら むめ

万株の松 の 下 一株 の梅

春 に逢ふ気色 渓中の水

月 を待つ因縁 地上の苔

みぎは ひまひま さを もてあそ

双鶴 汀 に立 ちて 閑 に樟 を 弄 ぶ
さかづき

満壺 岸 に臨みて 便 ち 盃 を流す
い つ た

子孫 安 く在 りてか 恩情断たむ
うるた

誰か書堂 と釣墓 とを訟へむ

詩 の前 六 句 は屏風 画 の風 景 を描 き、後 二句 には悠 々 自適 して養 生す る幽 閑の人

は陰徳 を積 む か ら子 孫 か らも愛 され 、書 斎や 釣 台 に掛 け られ る と詠 った。

② 閑適(山 水 障子 詩)(巻 六 、 四六 四、 昌泰 二(八 九九)年 五 十五 歳 、京都 、

右 大 臣)

曽向箸縷行路難

如今杖策庭身安

風松颯々閑無事

請見虚舟浪不干

む か し しむえい か うろな ん

曽向 管縷 のひ と 行路難
い ま つ お やすらか

如今 し策 を杖 きて 身 を庭 くこと安な り
ふ うしようさっ さっ しつか こと

風 松 颯颯 た り 閑 にして事 無 し
こ む な を か

請ふ見 よ 虚 しき舟 は浪 も干 さざることを

詩 に 、官 僚 が官界 で は 心身 が苦 しん でい たが 、官 界 か ら隠退 し、迫 遥す る とい

うこ とを詠 っ た。詩 句 の 「行 路難 」 は楽府 体 の詩 の名 、お もに世 間 の難儀 、別れ

の辛 さを詠 っ てい る。
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以 上 の二 つ の詩 は、 菅原 道真 が 白居 易 の 閑適 とい うイ メー ジ を受 け取 り、屏風

や 障 子 の画 とあわせ て 作 った詩 で あ り、 自分 の閑適 を詠 った詩 では ない。 詩題 は

白居 易 の造語 「閑適 」 で あ るが 、閑適 は屏風 の題 に な るほ ど当時 の 日本 で は一般

化 して いた。

三、藤 原 周 光(生 没 年未 詳 。 天治 元(一 一 二 四)年 四〇代 半 ば で文章 生 とな る。

永 治 二(一 一 四二)年 に爵 位 を除 され 、以後 長 く散位 で あ った。保 元 三(一 一 五

八)年 に は八十 歳 の高齢 で 内宴 に 出席 して いた 。)の 詩 に も 「閑適」 とい う詩語

が あっ た(丹 羽 博 之氏御 教 示)。

夏 日禅 房 言志(夏 日 禅 房 で志 を言ふ)(本 文 と訓 読 は本 間洋 一 『本 朝無

題 詩 』(七 六 四、新 典社)に よる)。 永 治 二(一 一 四二)年 以 後 の作 品 と思 う)

閑適 由来最所甘

松房寂処接玄談

莫奇南院貧居北

其奈北宗禅在南

世路瞼夷心底識

生涯碕伏 睡中諸

浄名病後喩知十

栄啓老来楽有三

性」噸時時尋法苑

暇多 日日到僧庵

午茶散悶功猶少

宿醸破愁酔半酎

素意久棲 幽谷月

白頭将入 旧山嵐

我斯倦道一居士

官学無成楡可暫

もとよ り ね が

閑適は 由来 最 も甘ふ 所
ま じ

松房の寂かなる処にて玄談 に接はれ り
あや

奇 しぶ こと莫れ南院の貧 の北に居 ることを
い か

其奈 にかせん北宗の禅の南 に在 ることを

世路の瞼夷は

生涯の倫伏 は

浄名

栄啓 老来 り
もの う

性 癩 くして
い とま

暇 多 く して
いきどほ

午茶に 悶 り を散 かん とす るも功猶少 なく
たけなは

宿醸に愁へを破 らん とするも酔ひ半ば酎な り

素意 久 しく幽谷の月 に棲 まん とし

白頭 将 に旧山の嵐 に入 らん とす

こ う こ じ

我 は斯れ 道 に倦みた る一居士
ひ そ

官学成す ことも無ければ 楡かに 暫づべ し

心底 に識 り

そ ら

睡中に諸んず
た と

病みて後 喩への十 を知 り
たのし

楽び三有 り
よりより

時時 法苑 を尋ね

日日 僧庵 に到 りぬ
と

ゑ

詩 に藤 原周 光 の詩 は 自 ら閑適 を求 め たか った こ とを詠 った。 詩 語 「閑適 」、

「午茶 」(『 白氏文 集 』 「府 西池 北新 茸 水斎 即事 招 賓偶 題 十 六韻 」(二 八七 九)
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の 「午茶 能散 睡 卯酒 善 消愁 」)、 「半酎 」(『 白氏 文集 』 「琴 酒 」(二 六九 一)

の 「耳根 得所 琴 初 暢 心地 忘機 酒 半酎 」)は 白居 易 しか使 ってい な い語 で あ る。

この詩 は 白居 易 の 閑適 を受 容 してい る と思 う。

四、蘇 献(一 〇三 六一 一一 〇 一)の 文 「与 監丞 事書(監 丞 事 に与 うる書)」 には

君 自名 臣子 、才 美漸 著 、量 復 久浮 沈里 中、 宜及今 為 樂 、異 時一 為 世故 所魔 、

求此 閑適 、w可 復得 耶

や うや あらは

(君 自 ら名 臣 の子 、才美 は 漸 く 著 る 、wに 復 た久 しく里 中に浮沈 せ んや 、
こととき せ こ しば

宜 し く今 に及 び樂 しみ を為す べ し、異 時 一 たび の世故 の鷹 る 所 と為 らば、 此

の 閑適 を求 む とも、wに 復 た得 るべ けんや)

(『蘇献 文集 』 巻 五十 七 に よる)

とい う例 があ り、 これ も蘇 載 が 自分 で 閑適 を求 めた こ とでは な く、他 人 の こ とを

述 べ た ので あ る。

五 、陸游(一 一 二 五一 一 二〇 九)の 閑適 詩

けんな ん しこ う

陸游 も閑適 の語 を使用 した。彼 の詩 はほぼ 『剣南詩稿 』(八 十五巻、九千余
り く しき ょ

首)に 収 め られ 、長 男 の 陸子虚 が、 陸游 の死 後 十一 年 目の一 二二 〇(嘉 定十 三)
せんちゅうれん

年 に編集 刊行 した。 一 九 八五年 に 出版 され た銭 仲 聯 『剣 南詩 稿校 注 』 はそ のす

べ て の詩 に注 を施 した もので あ る。

陸游 の詩 の 中 に、 「閑適 」 とい う詩 語 が詠 まれ た詩 は五 首 あ るが 、そ の 中の 一

首 を例 と して あ げ る。

題斎壁三首(其 三)

稽 山千載翠依然

著我 山前一釣船

瓜蔓水平芳草岸

魚鱗雲襯 夕陽天

出従父老観秩馬

婦伴児童放紙鳶

君看此翁閑適庭

斎壁に題す三首(其 の三)

稽 山千載 翠依然た り

我 は著 く 山前の一釣船

瓜蔓水平かな り 芳草の岸

魚鱗雲は襯 む 夕陽の天

出てて父老に従ひ 秩馬 を観 る

蹄 りて児童を伴ひて 紙鳶 を放つ

君看 よ 此の翁 閑適の庭
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不慮 更謂 世 無仙 鷹 に更 に世 に仙 無 し と謂 は ざ るべ し

(淳 煕十 三(一 一 八六)年 夏 、 六十 二歳 、厳 州 知事(漸 江 省建 徳))

淳 煕十 六(一 一 八九)年 十 一.月、免 職 され 山陰 に帰郷 し、 隠居 す る。 山陰 は陸

えっ

游 の実家 、 当 時は越州(ま た紹 興府 とい う)山 陰県 、 現在 の漸 江省 紹 興 市 の郊外

辺 りで あ る。

陸游 の 閑適 詩 は 「閑適 細 賦 」(原 文 の出典 は 『宋 詩選 註 』 に あ る中国 の文 学 史

家 銭鍾 書 の語 、 『続 一海 知 義 の漢詩 道 場』(一 海 知 義編 、岩 波 書店 、 二〇 〇 八

年)に も陸游 詩 の重 要 な一 面 を表 す語 とい う指摘 が あ る)で あ り、 隠居 生活 が詠

われ て い る こ とが 多い。 これ は 白楽天 の役人 と して 「中隠 」 の生 活 が詠 まれ た 閑

適 の詩 と一 味違 う。 白居 易 は政争 か ら逃 れ 、官 にな りな が ら明哲保 身 す る中で 閑

適 の生活 を求 め、 そ の気 分 を詠 んだ の で あ る。 しか し、憂 国 の情 熱 を一 生失 わ な

か った 陸游 は弾 劾 を受 け、官 を解 かれ て帰郷 した が、 田舎 に対 して温 か い思 いや

りを持つ こ とで悠 々 自適 の暮 らしを愛 して詠 った もので あ る。

注

① 丹 羽 博 之 「白 楽 天 の 卯 酒 の 詩 と平 安 朝 漢 詩 」 参 考 。

② 丹 羽 博 之 「白 楽 天 の 「提 壷 鳥 」 の 詩 と平 安 朝 漢 詩 」(大 手 前 女 子 大 学 論 集 第 三

十 一 号 、 一 九 九 八 年)参 考 。

③ 訓 読 は 覧 文 生 氏 御 教 示 。

④ 訓 読 は 丹 羽 博 之 氏 と 覧 文 生 氏 、 川 本 晧 嗣 氏 の 御 教 示 に よ る。

索本 章 は 第 百 一 回 和 漢 比 較 文 学 会 例 会 で の 口頭 発 表 に 基 づ く も の で あ る。
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第三節 『千載佳句』 と 『唐詩類苑』の比較

平 安 時代 の 『千載 佳 句』 と明 の 『唐 詩 類苑 』 に同 じく 「閑適 」 の分 類 が あ り、

白居 易 の 閑適 の詩 か ら選択 した。 が 、共 に選 ん だ詩 は 「偶 吟 二首 」(二 七七 五)

のみ で あ る。 以 下 、二 つ の詩集 に選択 され た 白居 易 の詩 を分析 し、比 較 しなが ら、

編 集者 らの 白居 易 の 閑適 詩 を賞賛 す る姿 勢 を探 る。

一
、 『千 載佳 句 』 の部 門 「閑適 」 に関す る考 察

平 安 時代 の天 暦年 間(九 四七 一九五 七)に 大 江維 時 に よって編集 され た 『千載

佳 句 』 は、唐 代 の詩 人 一五 三名 の七言 詩 か ら、 二句 一連 を抜粋 した佳 句 一〇 八 三

首 を、一 五 部 ・二 八五 門 の部 門別 に集 成 し配 列 した もの で あ る。

漢詩 に は、梁 の 昭 明太子(五 〇一 一五 三一)の 『文選 』 に巳 に部 門名 が立 て ら

れ てい た。唐 の 『文館詞 林 』 は六 五 八年 に撰 され 、部 門別 が あ った。 個 人 の詩集

の 中 『白氏 文集 』 に は部 門別 が あ り、詩 を 「閑適 」 と分類 す るのは彼 の 作 品が初

で あ る。

日本 で は、 弘仁 九(八 一 八)年 に成 立 した 『文華 秀麗 集 』 に部 門別 に よる詩 の

集 成 が行 われ たが 、 『文選 』 の部 門別 の影響 が 強 い。 天長 四(八 二七)年 に成 立

した 『経 国集 』 の部 門別 は 『文華 秀麗 集 』 の部 門 の方 法 を踏襲 した もの で あ る。

しか し、 『千載 佳句 』 の部 門別 は、現 存 す る作 品 の限 りでは 、 ほか に類 を見 ない。

そ の 中に 『白氏 文集 』 に しか 見 あた らない 「閑適 」 の分類 もあ った(丹 羽博 之 氏

御 教 示 に よ る)。 先 行研 究 の 中で は、金 了彦 二 郎 の 『平安 時代 文 学 と 白氏文集 一

句 題 和歌 ・千載 佳句 研 究篇 』(芸 林舎 、一 九五 五年)は 『千載 佳 句』 を一つ の 文

学作 品 と して考 察 した。 同書 の 四七 一ペ ー ジ に

人 事 部 に於 いて は 、 これ また 当然 な こ とな が ら、特 に さ うした色彩 が濃厚

に表 はれ てい る。 「丞 相 ・将 相 ・尚書 ・近 臣 ・将 軍 ・刺 史 ・県令 」 等 の官職

名 に よ る部 門 が特設 して あ るこ とを初 め と し、 「才芸 ・分 藻 ・及 第 ・文 友 ・

詩 興 ・寓興 ・訪 問 ・招 客 」等 、 お よそ皆 宮 廷 吏 ・宮廷 人等 にのみ ふ さは しい

題 目で あ るが 、 さ うした 階級 身分 の人 士が 、 同時 に又 錆 閑逸 楽 に 日を送 る

人 々 もあ る とい う事実 が 、 同 じ部 門 に連 記 され て い る 「閑居 ・閑意 ・閑放 ・

閑適 ・閑興 ・閑遊 ・閑官 ・閑散 」部 といふ 「閑」 の字 を冠 した八 部 門 の存在
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に よって証 せ られ 、 「も も しきの大 宮人 はい とまあれ や櫻 か ざ して けふ も く

らしつ 」 と歌 った 和歌 の真 実 性 も、 こ こに於 てか 其 の認 識 が新 た に され る

の で あ る。

と、 閑適 の部 を設置 した理 由 を語 った ので あ る。

『白氏 文集 』 の 「閑適 」 の分類 につ いて述 べ た ので あ る。 しか し、大 江維 時 は

『千 載佳 句 』 の 「閑適 」 の部 門 の 中に選 ん だ詩 は 白居 易 の詩 のみ で あ った が、

『白氏文 集 』 の巻 五 か ら八 にあ る 「閑適 」 とい う分 類 の 中の詩 か らで はな く、 白

居 易 は詩 を分類 しな くな った 後 半生 の作 品 か ら採 られ た もの で あ った ところ にそ

の特徴 が あ る。 『千載佳 句 』 の 「閑適 」 の部 門 にあた る 白居易 の詩 は次 の十 二 首

で あ る。

つね

重会毎念単衣士 会 を重ぬれば毎 に念ふ を単衣の士

兼 味常思旅食人 味を兼 ねて常に思ふ旅食 の人

(「題新館(新 館 に題す)」、二四四四、宝暦(八 二五)一 年五十

四歳、蘇州刺史)

あぢはひ い もち

静中得味何須道 静 中 味 を得 る何ぞ道 ふを須 ひん
やす

穏 庭 安 身更 莫疑 穏 庭 身 を安 ん じて 更 に疑 ふ 莫 し

(「対鏡(鏡 に対 す)」、 二七 五五 、太 和 三(八 二 九)年 五 十 八歳 、、

洛 陽太子 賓 客分 司)

たと

匹如身後有何事 匹へば身後の如 く何事か有 らん
まさ

鷹向人間無所求 慮 に人間に向つて求む る所無かるべ し
ぐうぎん

(「偶吟(偶 吟)(一)」 、 二 七七 五 、太 和(八 三〇)四 年 四十 九歳 、

洛 陽 、河 南サ)

ただ よ と そ う

但能斗薮人間事 但能 く人 間の事 を斗薮す

更是適遥地上仙 更ち是れ迫遥 たる地上の仙

(「贈 隣里往 還(隣 里往 還 に贈 る)」、二 八 二六 、太 和 三

(八 二 九)年 五 十 八歳 、洛 陽、太 子 賓 客分 司)

さいはひげ うしゆん

幸逢尭舜無為 日 幸 尭 舜 無為の 日に逢ひ
ぎくわ うか うじや う な

得作義皇向上人 義皇 向上 の人 と作 るを得た り
ちじやうかんぎん

(「池 上 閑吟(池 上閑吟)」 、 三 一一 三 、太 和 八(八 三 四)年 六十 三歳 、

洛 陽 、太子 賓 客分 司)
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世務労心非冨貴 世務心を労す る冨貴に非ず

人生實事是歓娯 人生の實事は是れ激娯

ら うふ

(「老夫(老 夫)」 、三 二 六八 、 開成 元(八 三六)年 六 十五 歳 、洛 陽 、

太子 少傅 分 司)

いささ とし を

歌酒優遊柳卒歳 歌酒優遊 柳か歳 を卒へ

園林薫漉可終身 園林薫漉 身 を終 る可 し

(「従同州刺史改授太子少傅分司(同 州刺史 より改めて太子少傅分司を授 け

らる)」、三二三四、太和九(八 三五)年 六十四歳、洛陽、太子少傅分司)

のちすいちう

学調気後衰 中健 気 を調す るを学びて後衰中 に健 あ り
このかたた うしよ

解 用 心 来 岡庭 閑 心 を用ひ 解 け る 来 闇 庭 も閑 な り

(「詠 懐 寄皇 甫 朗之(懐 を詠 じて 皇甫 朗 之 に寄す)」、三 三 七五 、

開成 三(八 三 八)年 六十 七歳 、洛 陽 、太了 少傅 分 司)

み

毎夜坐禅観水月 毎夜坐禅 して水月を観
か うすい

有時行酔翫風花 時有 りて行酔 して風花 を翫ぶ
つ

(「早服 雲母 散(早 と雲母 散 を服 す)」、 三一 三 〇 、太和 八(八 三 四)年

六十 三歳 、洛 陽 、太子 賓 客分 司)

は ういつ

猶覚酔吟多放逸 猶 ほ覚ゆ酔吟多 く放逸 なるを
せいきよ

不如禅坐更清虚 如かず禅坐の更 に清虚 なるに
あらた

(「改 業(業 を 改 む)」、三 四七 三 、 開成 五(八 四〇)年 六 十 九歳 、洛 陽 、

太子 少傅 分 司)

ま

自得所宜還独樂 自ら宜 しき所 を得て還た独 り樂 しむ
あいわら

各行 其 志莫 相 畦1各 々其 の志 を行 つ て相畦1ふ莫 れ

(「題新 潤 亭兼 酬 寄朝 中親 故 贈(新 潤 の亭 に題 し、兼 ね て朝 中親 故 の贈 られ

しに酬寄 す)」、 三五 八 四 、会 昌二(八 四二)年 七十 一歳 、洛 陽、 致仕)

漸伏酒魔休放酔

猶残 口業未拠詩

やうや ほしいまま

漸 く酒魔を伏 して酔 を 放 にす るを休む

く ら ら な げ う

猶 ほ口業 を残 して未だ詩 を 抱 たず

(「寄題 盧 山奮 草 堂兼 呈 二林 寺道 侶(盧 山の菖 草堂 に

寄題 し、兼 ね て 二林 寺 の道侶 に呈す)」 、三 四七 二 、

開成 五(八 四〇)年 六十 九歳 、洛 陽 、太了 少傅 分 司)
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以 上 の十 二例 は 『千 載佳 句 』 の撰者 の大江 維 時 が、 自 ら立 て た 「閑適 」 の部 門

に、 中国 の漢詩 の 中か ら 『白氏文集 』 の詩句 のみ選 択 した もの で ある。 『白氏 文

集 』 の独 自な分 類 で あ る 「閑適 」 の 中か らは一 首 も選択 しな か った。 『千載佳

句 』 は 中 国の漢 詩 か ら七言 律詩 の佳句 を選択 した もので あ り、 『白氏 文集 』 の

「閑適」 の一 か ら四 まで は五 言古 調詩 で あ るこ とか ら、選 択 され な か った と思 わ

れ る。

『千載 佳 句』 の 「閑適 」 に採 られ た 『白氏 文集 』 の詩 句 は 白居 易 の杭州 以 後 の

晩年 時代 の作 品で あ る。 白居 易 が晩年 に 自分 の閑適 の生活 を詠 った詩 作 が多 くな

り、 「閑適 」 の分類 を しなか っ た ので あ る。 そ の詩 作 の 中か ら閑適詩 を選 択 す る

こ とが で きた のは 、大 江維 時 が 『白氏 文集 』 を精読 してい た こ とにほか な らない

と思 う。 そ れ故 、彼 は独 自に 「閑適 」 の部 門 を設 け、 『白氏文 集 』 か ら閑適 を表

現 で き る七 言詩 の佳 句 を選 択 した ので あ ろ う。 しか し、 白居易 は開成 三(八 三

八)年 六十 七歳 で太 子 少傅 分 司東都 の 時、洛 陽 で作 った 「閑適 」(三 三 四 四)と

い う七言 詩 か らは詩 句 を選 択 しなか っ た。 『千載 佳 句 』 に選択 した十 二例 を総括

す る と、人 生 につ いて は楽 しん で生 き てい く とい う哲 学 が語 られ て い る こ とを感

じる。

大 江維 時 は 白居易 の 「閑適 」 の分類 以 外 の詩 を閑適詩 と して選 択 して お り、 白

居 易 の精 神 世界 を意 識 しなが ら、閑適 を賞 賛す る大 江維 時 の 姿勢 を反 映 してい る。

二、 『唐 詩類 苑 』 の部 門 「閑適 」 に関す る考 察

『千載 佳 句』 か ら五 世紀 後 の 明朝 の張 之象 が編 成 した 『唐詩 類 苑』 の 第九 十 一

巻 の人部 に閑適 の分 類 が あ る(丹 羽博 之 氏御 教示)。 彼 は閑適 の分類 に 白居 易 の

詩 か ら八 十 六首 を選 び 、 そ の 中に五言 詩 が 五十 六 首(閑 適 の分 類 か ら十 一首 、感

傷 の分類 か ら二首)、 七言 詩 三十 首 あ る。 多 くの詩 は閑適 が完 成 した後 半生 の も

ので あ る。 ま た 『白氏 文集 』 の那 波本 に もなか った 「僻 閑 中好 」(三 七 五二)を

収 め る。 朱金 城 『白居 易集 箋校 』(上 海 古籍 出版 社 、 一九 八 八年)に は 「群 閑 中

好 三 首」 があ り、 注 に 「録 自張之 象 『唐 詩類 苑 』巻 九 一」 と記 録 してい る。 しか

し、 花房 英樹 『白氏文集 の批判 的研 究』 の再 刊本 の よ うに 白居 易 の作 とす るの は

疑 わ しい。

そ の八 十 六首 の詩 の 中、詩題 に 「閑」 とい う語 が あ る詩 は五 十 一 首 あ る。 「辞
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閑 中好」(三 七 五 二、 全 三首 、)を 含 まな い。詩 句 に 「閑」 とい う語 が あ る詩 は

十 四首 あ る。 詩題 に 「適 」 とい う語 が あ る詩 は三 首 あ る。 睡 眠 を表 した詩 は 四首

あ る。 隠居 の生 活 を詠 った詩 は 九首 あ る。 「感 傷」 の分類 の詩 は 「迫 遥詠 」(〇

五 七 七)「 書寝 」(〇 四六一)の 二 首 あ る。 「東 帰 」(三 〇 二〇)「 西行 」(三

〇一 九)と い う一対 の詩 もあ る。 閑適 と関係 が ある 「閑」 「適 」 とい う語 が なか

っ たが 閑適 の分 類 に あ った詩 は 「約 心」(〇 二 八 六)と い う一 首 が あ る。

『唐 詩 類苑 』 の 閑適 の分 類 に選 択 され た 白居 易 の詩 は題 に 「閑」 とい う語 が あ

るもの が多 い。 『白氏 文集 』 の 閑適 の分 類 の詩 と江 州 以後 の詩 は閑適 の意 識 を表

して い た こ とが知 られ 、調 諭 や感 傷 の分 類 の詩 とは異 な る もの で ある。 しか し、

『唐詩 類 苑 』 の閑適 の分類 には感 傷 の分 類 か ら 「迫 遥詠 」(五 七 七)と 「書 寝 」

(四 六一)の 二 首 を選 択 した の は詩題 か ら判 断 した と思 われ る。

三、 『千 載佳 句 』 と 『唐 詩 類苑 』 の相 違 点

『千載 佳 句』 と 『唐詩 類 苑 』 に 同 じ く 「閑適 」 の分類 が あっ たが 、両者 に共通

して 選択 され た詩 は 「偶 吟二 首」(二 七 七五)の みで あ る。 ま た、 『白氏文集 』

の分類 を しな くな った 後 半生 の詩 作 か ら多 く選択 した こ とは 、両 本 の編集 者 は 白

居 易 の 閑適 の生 き方 を意識 した か らだ と思 う。 しか し、そ れ ぞれ独 自の 賞賛 す る

角 度 か ら選 択 した ので 、 同 じ作 品が選 択 され るの が比較 的 少 な くな った の で あろ

う。

『唐 詩 類苑 』 は膨 大 な唐 詩 の全 て か ら選択 す るので 内容 よ りも詩題 を重視 した

ので あ ろ う。 詩 題 へ の重視 は内容 よ り比 較 的 に強 くなっ たの で あ ろ う。 『千 載佳

句 』 は数 少 な い詩集 か ら摘 句 し、 しか も七言 詩 か ら選択 した もので あ るか ら、精

読 す る こ とが で きた ので あ ろ う。 それ 故 、 大江維 時 は 『白氏文 集 』 か ら閑適 詩 を

選 択 す る時 、詩 の題 で は な く、詩 の内容 そ の もの を丁寧 に読 み 、閑適 の意 識 を表

した詩 を選 択 した と思 う。
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お わ りに

白居易 は唐 の地方 官 の家 庭 に生 まれ て、儒 学 の教 育 を受 けた。 進 士 にな る前 に

藩 鎮 の乱 もあ って 、生 活 は苦 しか った。 白居 易 は初任 官 で あ る校 書郎 の 時 にや っ

と生 活 が安 定 し、 「知 足 」 した 「日高眠 」 が詩 に詠 わ れ始 め、 閑適 が芽 生 えた。

彼 は官職 や 、個 人 生活 に満 足 す る心情 は終 生変 わ らなか った。 「為人 上 宰相 書 」

を上 書 して、政 治 に参加 した い と志 したが 、採 用 され な か った。

唐 の行 政 官 の選抜 試 験 を経 て県尉 に な った。 しか し、県尉 の官位 は低 く、天 下

の民 を救 う 「兼 済 」 を達成 す るの は不 可 能 で あ った。

翰 林学 士 、左 拾遺 の時 、 「兼 済 」 の理 想 のた めに努 力 して 、政 治手 段 で天 下 の

民 を救 うとい う政治 観 が彼 の行 動 を主導 した。彼 の諌 言 は皇帝 に受 け入れ られ な

か った。 辛 い仕 事 よ り 「日高 眠」 し、精神 的 な閑適 す る こ ともあ った。彼 の調諭

詩 は 当時 の高官 達 の不満 を招 い た。太 子 左 賛善 大夫 の時 は、 皇帝 に諌 言 す る こ と

が で きな くな り、 「兼 済 」 の志 を達成 す る こ とが ます ます 困難 にな った。 出勤 し

て も諌 言 す る こ とが 出来 ない よ り、 「日高 眠」 の ほ うが 良い とい う心情 も湧 い た。

後 に宰相 武 元衡 が 暗殺 され た こ とで 上書 し、そ の こ とが原 因 で左遷 され 、彼 の

「兼 済」 の志 も挫折 した。

江 州 に左遷 され た後 、 白居 易 の心情 は複雑 で あった。 新 しい精神 的世 界 を捜 し

求 め るに従 っ て、 人生観 も変 わ り始 め 、官 の世 界 で は 「明哲保 身 」 して 、 「独

善」 す るこ とにな った。 心情 も安 定 して、 「日高 眠」 をす る こ とが で きた。 これ

は 「吏 隠」 とい う境 地 で あ る。 生 活 の た め官 にな り、 自適 の た め政争 か ら隠 遁す

る こ とが あっ た。 この人 生観 は後 半 生 を通 して 、変 わ る こ とが なか った。

忠 州刺 史 以後 、 白居 易 は閑適 の生活 を続 け られ る こ とを望 み 、党争 に関 わ らな

い よ うな官位 を狙 った。 中央 官庁 に戻 り、 司 門員 外 郎 に な り、遂 に中書舎 人 にな

って 、宰 相 を争 う人 の 中に入 っ たが 、政 争 に巻 き込 まれ る こ とを恐れ 、政 争 が激

しい 中央 官 庁 か ら転 出 して、 地方 官 へ移 る道 を選 び、杭 州 刺 史 に赴 任 した。杭 州

で は江州 にお いて形 成 した閑適 す る人 生観 が完成 した。 杭 州刺 史 よ り太子 左庶 子

に除せ られ 、 その後 、蘇 州 刺 史 となっ たが政 治 に対 す る関心 は薄 か った。 そ こで、

政 争 が無 い職 場 として秘書 監 に任 ぜ られ 、 さ らに、刑 部侍 郎 に な ったが 、身 の安

全 をは か るた め、 百 日の休 暇 を願 って 、政争 か ら逃 れ た。
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晩年 の 白居 易 は 自由な身 分 、 「日高眠 」 をす る安 定 の生 活 を求 めた。東 都 洛 陽

で官 給 も良い太 子 賓客 分 司 とな り、 ま た政争 を避 け る こ とが で きた。 履道 里 で

「中隠」 し、思 い通 りの 閑適 の生 活 が実 現 した が 、 また 、河南 サ に任 命 され た。

す でに 「中隠」 とい う人 生観 を持 ち、 「日高眠 」 の閑適 の生活 か ら官 職 に戻 って

み る と、毎 朝 出勤す るの が とて も辛 か った。 病気 で河 南サ を辞 めた の ち、又 、 同

州 刺 史 を任命 され た が、病 気 を理 由に断 った。 そ して 、 閑職 の太 子少 傅 分 司 とな

り、激 務 か ら解 放 され た。 これ以 後 六年 間 、東都 洛 陽 で太 子少 傅 分 司 は変 わ らず 、

政 争 もな く、心 身 共 に安 らぎ を得 て 「日高 眠」 しなが ら勤 めあ げ、七 一歳 で致仕

した。 そ の後 は官 か ら全 く離 れ 、 自由の身 に な り、精神 も完全 に閑適 す る こ とが

で きた。 出勤す るた め早起 きす る こ とはな くな り、そ れ故 に 「日高 眠」や 閑適 に

つい て の詩 句 も詠 まれ な くなっ た。

彼 の 閑適 につ い て の詩 は 中国 か ら 日本 ま で の後世 に受容 され たが 、そ の受 容 の

され 方 が かな り異 な って い る。 この相 違 につい て は今 後 の課題 とな る研 究 問題 と

思 う。
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第二部 白居易 と菅原道真 の人生比較論

は じめに

白居易 の詩 は 日本 に伝来 し、 日本の漢文学 に大きな影響 を与えた。特に平安時

代 の文人官僚菅原道真 に愛読 され、享受 され、その摂取模倣に努 めた とい う研 究

OO

は多 い。 金 子彦 二郎 、川 口久雄 、波戸 岡旭 らは 白居 易 の詩 と菅 原 道真 の詩 の 関連

0

につ い て、 幅広 い 考察 を行 った。彼 らの先行 研 究 の論 点 も結論 も、 いずれ も正統

的 な学説 で あ る。

これ らの研 究 を踏 ま えて、本 論 文 で は 白居 易 と菅原道 真 の 生 まれ た環境 、詩 作

と文 人官 僚 と して の生 き方 を比較 考察 す る。 従 来 の研 究 では 、菅 原道 真 は 『白氏

文 集 』 の詩語 詩 句 、詩 風 を模倣 した とい う観 点 が 中心 で あ った。 しか し、本 論 で

は従 来 の研 究 とやや 異 な る論 点 を展 開す る。 更 に、文 人官 僚 菅原 道真 は平安 時代

の 『白氏 文集 』 に距離 をおい て いた とい うこ とを論 じる。

平 安朝 の政治 舞 台 に 「宮 廷詩 人 」 と して活 躍 してい た菅 原道 真 に とって 、宮 廷

の公 宴 で発 表す る詩 は美 辞 麗 句 に飾 られ た表 現 で な くて はな らなか った。 そ れ故 、

中 国の漢 文 文献 や詩 歌 か ら美 辞麗 句 を吸 収 し、詩 賦 の 中に活用 して いた。 また 、

彼 の宮廷 詩 は 、 白居 易 の 白俗 といわれ る よ うな平易 な詩 風 は あ ま り合 わず 、華麗

な詩 風 が最 も適 当で あ った。 菅原 道真 の詩文 に 白居 易 の造 語 が あ ったが 、彼 の全

詩 文 の 中で は その比 率 は相 当低 い。

菅原 道 真 と 白居易 は文人 官 僚 と して の共通 点 が あ った が、政 治 舞 台が 異 な った

こ とで詩 作 へ の追 求 が異 な り、 同 じく詩 語詩 句 の表 現 がそ れ ぞれ 異 な った。 それ

故 、 菅原 道真 の宮 廷詩 におい て は 白居 易 の詩 と距離 が あ り、 菅原 道真 は 白居 易 の

詩 を模 倣 す るこ とを意識 的 に避 け、 自分 の詩 風 を作 り出す た め努 力 した とい う結

論 を導 く。

注

① 小 島 憲 之 の 「白詩 以 前 」(『 国 風 暗 黒 時 代 の 文 学 〈中(上)〉 』)と 後 藤

昭 雄 の 「イ失存 平 安 詩 注 」(『 平 安 朝 漢 文 文 献 の 研 究 』 吉 川 弘 文 館 、 一 九 九 三

年)に 小 野 篁 と惟 良春 道 の 詩 に 白居 易 の 詩 が 投 影 し て い た とい う考 察 が あ る。
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都 良 香 の 詩 「白楽 天 讃 」(中 村 璋 八 、 大 塚 雅 司 編 『都 氏 文 集 全 繹 』、 汲 古 書

院 、 一 九 八 八 年)が 、 『白 氏 文 集 』 に っ い て 「集 七 十 巻 尽 是 黄 金(集 七 十 巻

は 尽 く是 れ 黄 金 な り)」 と い う賛 美 の 詩 句 が あ り、 ま た 『松 浦 友 久 著 作 選

皿 ・上 代 漢 文 論 考 』(研 文 出 版 、 二 〇 〇 四 年)の 第 二 章 「賦 論 考 」 が 、 『都 氏

文 集 』 に お け る賦 は1賦 か ら律 賦 へ の 変 化 は 『白 氏 文 集 』 に 原 因 す る と述 べ て

い る。

島 田 忠 臣 の 「吟 白 舎 人 詩 」(『 田 家 集 注 』 和 泉 書 院 、 一 九 九 一 一 一 九 九 四

年)が 、 「坐 吟 臥 詠 翫 詩 媒 除 却 白家 飴 不 能(坐 し て 吟 じ 、 臥 して 詠 じ、 詩 媒

を翫 ぶ 白家 を 除 却 け ば 、 鯨 は あ た は ず)」 と詠 い 、 『白氏 文 集 』 が 渡 来 後 、

平 安 詩 人 が そ の 詩 文 に 感 動 し た こ とが よ く表 れ て い る 。

② 金 子 彦 二 郎 『平 安 時 代 文 学 と 白氏 文 集 一道 真 の 文 学 研 究 編 第 二 冊 』 は 、 菅

原 道 真 の 詩 題 、 詩 形 、 詩 材 、 表 現 な どに つ い て 、 『白氏 文 集 』 か ら如 何 に 多 く

の摂 取 の 例 が あ る か を 実 証 的 か つ 綿 密 に 考 察 し、 『白氏 文 集 』 の テ キ ス ト等 に

も論 及 した 。 彼 の 論 説 を は じ め 、 多 く の 研 究 者 は 菅 原 道 真 と 白居 易 の 関 係 を

論 述 して い る。

川 口久 雄 『平 安 朝 漢 文 学 の 開 花 』(吉 川 弘 文 館 、 一 九 九 一 年)「 菅 原 道 真

の 文 学 と 元 棋 、 白居 易 の 文 学 」 は 、 菅 原 道 真 の 「叙 意 百 韻 」 が 白居 易 の 「代 書

詩 一 百 韻 」 「滑 村 退 居 詩 一 百 韻 」 「東 南 行 一 百 韻 」 や 元 積 の 「酬 翰 林 白学 士 代

書 一 百 韻 」 「酬 楽 天 東 南 行 一 百 韻 」 の 影 響 が 大 き い と論 じ る 。 ま た 、 『菅 家 文

草 ・後 集 』(岩 波 書 店 、 一 九 六 七 年)が 、 『白氏 文 集 』 と 同 じ詩 語 を 取 り上

げ た 。

波 戸 岡 旭 『宮 廷 詩 人 菅 原 道 真 一 『菅 家 文 草 』 ・ 『菅 家 後 集 』 の 世 界 』(笠

間 書 院 、 二 〇 〇 五 年)の 第 一 章 「漢 字 文 化 圏 の 中 の 菅 原 道 真 」 は 、 菅 原 道 真 は

非 常 最 大 の 難 事 に 陥 っ た 極 限 の 状 況 下 に お い て も 詩 を 詠 っ た が 、 白詩 に 学 び 、

白詩 の 詩 型 、 詩 風 を借 りな が ら も 、 ひ た す ら 自 己 の 胸 奥 の み を 見 つ め た 作 品 が 、

お の ず か ら 白詩 と詩 境 を 異 に す る秀 作 と な っ た と述 べ る。
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第一章 白居易 と菅原道真の教育環境 の比較

白居易 と菅原道真 は、生まれた家庭環境や受 けた教育や社会 が異な り、彼 らは

別 々の生 き方を形成 した。それ故 に、彼 らの詩賦 を作 り始 めた出発点 も異なった。

官 にな る前の 白居易 は詩 に 自分の苦 しい生活 とその心情を表 している。菅原道真

は祖業の後継者 として、父是善 と岳父 でもあ り家庭教師的な島田忠臣の指導 を受

けなが ら、華麗な詩 を作 り始めた。

第一節 出生時の社会背景

白居易 と菅原 道真 の出 生時 の社 会背 景 の相 違 が彼 らの未 来へ の異 な った希 望 を

生み 出 した。

白居易(七 七 二 八 四六)の 出生 時は安 禄 山反 乱 後 の唐 の社 会 で あっ た。建

中元年(七 八 〇)、 徳 宗 は税 制改 革 を行 な った が 、そ れ に反対 して 、河 北地 方 の

節 度使 は反 乱 を起 こ し、唐 の社 会 は不 安 定 に な ってい た。 徐州 も戦乱 に巻 き込 ま

れ 、 白居 易 は この難 を避 けて 江南 の越 州(漸 江省 紹 興 市)に 赴 い た。 戦 乱 で 白居

易 の一族 はば らば らにな り、 ま もな く父 も亡 くな って 、不 運 の連 続 に見舞 われ た。

曲折 の末 、 二十 八歳 の時や っ と郷試 に応 じた ので あ った。

白居易 は戦乱 の た め家族 が 離れ 離れ にな る とい う不 幸 な環境 に育 った が 、それ

が 白居易 の平和 、安 定 した生 活環 境 を望 む志 を深 めた。

しか し菅原 道 真 の 出生 時 は平和 で あ った。

菅原 道 真(八 四五 九〇 三)の 出生 時代 は文学 で は嵯 峨天 皇 の 『凌 雲集 』

[日 本最 初 の勅 撰漢 詩集 、弘仁 五(八 一 四)年 成 立]に 始 ま り、弘仁 九(八 一

八)年 に 『文華 秀麗 集 』 も成 立 して 、漢 詩 は盛 ん で あっ た。式 部省 に大 学寮 が設

置 され 、大 学頭 ・文章博 士 を歴 任 してい た 菅原 の地位 も向上 した。菅 原道 真 の 育

った 環境 は大学 寮 が律令 制 官 僚 の養 成 機 関 と して初 めて発 展 して、文 章道 の教 官

とな る官 途 が 開 け、菅原 の後継 者 としての 菅原道 真 には文 章道 を修 め、 高官 にな

る道 が 開 けた。 そ の た めに努 力す るの が彼 の抱負 となっ た。

以 上 の社 会背 景 は 白居 易 と菅原 道真 の家庭 環境 に直接 影 響 を与 えた。
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第二節 家庭環境 と教育

白居易 と菅原道真 にとって、それぞれの生まれた家庭環境 と受 けた教育が彼 ら

の異なった人生哲学を育んだ。

白居 易 は 中唐 の 地方 官 の家 に生 まれ 、子供 の時 か ら文人 家庭 にお いて 薫陶 を受

けた。 白居 易 は大暦 七(七 七 二)年 正 月 二十 日、鄭 州(河 南)新 鄭県 東 郭 の宅 で

生 まれ た。 『旧唐 書』 の 「白居 易伝 」 には

まさ

「(白居 易 は)幼 に して 、聡 慧人 に絶 る」

とい う記 録 が あ り、 白居 易 の 「与 元 九書 」 に も

僕 始 生六 七 月時 、乳 母 抱弄 干書 屏 下 、有 指無 字 之字 示僕 者 。僕 錐 口未 能

言 、心 巳黙 識。 後 有 間此 二字者 、錐 百十 其試 、而 指之 不差 。則 僕 宿 習之 縁 、

已在 文 字 中　。 及 五 六歳 、更 学為 詩 。 九歳諸 識 聲 音勾。

もてあそ

(僕 始 めて 生 まれ て六 七月 の時 、乳母 抱 きて書屏 の下 に 弄 び、無 の字 と
こと あた

之 の字 とを指 さ して僕 に示す者 有 り。僕 口に は未 だ言 ふ こ と能 はず と錐 も、

心 已 に黙識 せ り。 後 に此 の 二字 を 問ふ者 有 りて、 百十 た び其 れ試 み らる る と

たが

錐 も、 之 を指 さ して差 はず。 則 ち僕 の宿 習 の縁 、 已 に文字 の 中に在 り。 五 六

歳 に及 び 、更 ち詩 を為 る を学 ぶ。 九 歳 に して聲 音勾を諸識 す)

とあ り、 自分 は幼 い頃 か ら教 育 を受 け てい た とい うこ とを述べ た。

十 歳 か ら戦乱 で家 族 が離 れ 離れ の環 境 に育 ち、教 育 と言 えば父 に随 って 、様 々

な所 に移 動 しなが ら勉 強 した もので あ り、 自分 の 才能 と努 力 で唐 の科 挙 に上 り詰

めた とい って も過言 で は ない。

貞 元十 四(七 九 八)年 の夏 、兄 幼文 が饒 州 浮 梁 県 の主簿 を してい た時 、兄 の も

とで仕 事 を見つ けた が、生 活 が 困難 を極 め、貞 元十 五(七 九 九)年 、兄 の微 禄 の

米 を負 って 、洛 陽 にい る母 の も とに も どった、 これ は 「傷 遠行 賦 」(一 四一 〇)

に詳 しく述 べ られ てい る。

不 安 定す る生 活 の 中で 育 った 白居易 には安 定 した生活 がな に よ りもの希 望 とな

り、 これ が彼 の生涯 を通 じ持 ち続 けた 「知足 」 とい う意 識 の原 点 だ った と も言 え

るで あ ろ う。

しか し、 菅原 道真 の家庭 環境 は 白居 易 と全 く異 な る。
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菅原 道 真 は承 和十 二年(八 四五 年)そ の学 問で身 を立 てて い る菅原 の 家 に生 ま

れ た。 七 歳 で読 書 がで きて、 九歳 で詩 を作 りは じめた とい う。 そ の結 果 十一 歳 の

時 に早 くも、父 の 門人 の 島 田忠 臣 は道 真 の詩 の勉 強 を指導 し、処 女作 「.月夜 見梅

花 」(一)を 作 った。 十 四歳 で 「臓 月独 興 」(二)、 十六 歳 で 「残菊 詩 」(三)

を作 っ た。 十七 歳 の時 、父 か ら特 別 な指 導 を受 けて、 七言 十韻 詩 を課 して 、大 学

寮 に入 る前 の準備 を して いた。

菅原 道 真 の 時代 に は有力 貴族 は 自分 の廊 下 に私塾 を設 けて 、紀伝 道 の 大学 コー

ス の別 曹 としてい た。 大学 頭 是善 の廊 下 とは文 章 院 の東 曹 として、藤 原 の家 の廊

下 と覇 を争 う一 大勢 力 にな って いた。 菅 原道 真 も文 章 生 の試 に応 じる まで父 是 善

の廊 下 で学 問 を磨 いて い たが 、 内容 はや は り 『四書 五経 』 『史記 』 『漢 書』 『後

漢 書 』 『文選 』 と試 験 に応 じる賦 詩 の練 習 な どで あ った。 菅原 道真 は父 と島 田忠

臣 の専 門的 な指 導 を受 けて、 一 時 も絶 えず に続 ける こ とがで き た と思 う。

菅原 道 真 は先祖 の影 響 下、 高官 にな る とい う意 識 が彼 の あ らゆ る行 動 を主 導 し

てい た が、 これ が彼 に とって 大 き な精 神 的 な圧 力 ともな って い た。

第三節 詩賦 の創作の起点

社 会環 境 、家 庭環 境 は異 なっ たた め 、 白居 易 と菅原道 真 の詩 賦 を作 り始 めた 出

発 点 も異 なっ てい た。

白居易 の処女 作 につ い て はは っ き りと した記録 が残 っ てい ない 。 「五 、六 歳 の

時、詩 を作 るの を学 んだ 」 と言 って い るが 、 どの よ うな作 品 で あ るか、 『白氏文

集 』 に見 あた らな い。 『白氏 文集 』 の 中、最 初 の詩 とは十 五歳 の時 、江 南 で難 か

ら避 けた こ ろの詩 「江楼 望 帰 」(〇 六八 〇)「 江南 送 北客 因 懸寄 徐州 兄弟 書 」

(〇 六七 〇)で あ る。 そ の時 、科 挙 にっ い て知 り、そ の た め一 生 懸命 勉 強 を始 め

た こ とを 「与元 九 書」 に

十 五 六始 知有 進 士 、苦節 読 書。 二 十 已来 、昼 課賦 、夜課 書 、 間又課 詩 、不

逞寝 息 　。 以 至干 口舌成 瘡 、手肘 成 砥。 既壮 而膚 革不 豊盈 、未老 而歯 髪 早衰

白、瞥 瞥然 如飛 蝿 垂珠 在 眸子 中者 、動 以万数 。 蓋 以苦 学力 文 所致 、 又 自悲 　。

(十 五六 に して 始 めて進 士 有 るを知 り、 苦節 して読 書す 。 二十 已来 、昼 に

は賦 を課 し、夜 には書 を課 し、 間 に又詩 を課 し、 寝息 す るに逞 あ らず 。 以 て
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口舌 に瘡 を成 し、 手肘 に月氏を成す に至 る。既 に壮 な る も膚 革 豊盈 な らず 、未

だ老 い ざる に歯 髪 早 に衰 白 し、瞥 瞥 然 と して飛 蝿 垂珠 の 眸子 中に在 る者 の如

し、動 もす れ ば万 を以 て数 ふ 。 蓋 し学 の苦 しみ文 に力 む るを以 て致す 所 、又

自ら悲 しむ な り)

と述 べ た。彼 には 「科 挙 の試 験 に合格 して官 にな る」 とい う人 生 の 目標 が あ った。

努 力 しす ぎた こ とで過 労 、持病 もこの 時か ら始 ま った と思 う。

O

白居易 の十八 歳 まで の詩 には苦 しい生 活 とそ の 心情 が表 れ てい る。 これ は生活

と心 情 を直接 詠 う詩 風 の始 ま りで あ る。 人 生 の経 験 に よって若 者 の感 情 を詠 うの

みで あ り、 自分 の人 生 と社 会 につ い て は詠 まれ て い ない。 それ 以 後 の生活 は苦難

の連続 で あっ た。 貞元 十(七 九 四)年 、二十 三歳 の時 父 が亡 くな り、経 済的 な支

え を失 った彼 の兄弟 は生活 のた め離れ 離 れ に な った。今 回の家 族 の分 散 は経 済 的

な理 由で あ り、彼 に与 えた悲 しみ は相 当 に強 く、官 にな り、安 定 した安 息 の生活

が望 まれ た。 この 望み は彼 の人生 の生 き方 の根源 で あ り、官 に な ってか ら生 活 が

保 証 され た こ とに満 足 して、 そ の後 の 閑適 の生 き方 が形 成 され る こ と と関連 して

い る と思 う。

貞 元十 六(八 〇 〇)年 、進 士科 に及 第 す る前 の 白居 易 の生活 はそれ ほ ど安 定せ

ず 、試 験 のた め、 生活 の た め苦労 して 、彼 に は余裕 が な か った。 悩み とか 、不 眠

とか、 い ろい ろな雑 念 が あ って 、長 閑 な る心情 は ない。 これ を詩

「自河 南 経 乱、 関 内阻 飢 、兄弟 離 散各 在 一処 。 因望 月有 感 、柳 書所 懐 、

寄 上浮 梁 大兄 ・於 潜 七兄 ・烏江 十 五兄 、兼 示符 離 及 下邦 弟妹

(河 南 の乱 を経 、 関 内飢 に阻 み て よ り、 兄弟 離散 して各h処 にあ り。月

ふ りや う よ せ ん う かう

を望 ん で感 あ り、柳 か 所懐 を書 し、浮梁 の大 兄 ・於潜 の七 兄 ・烏江 の十五

ふ り か け い

兄 に寄せ 上 つ り、兼 ね て符離 及 び 下邦 の弟 妹 に示 す)」

(〇 六 九一 、貞 元十 四(七 九 八)年 二十 七歳 、 洛 陽)

に表 した。

時難年飢世業空

弟兄R旅 各西東

田園蓼落干犬後

骨肉流離道路 中

じな ん ね ん き せいげふむな

時難 年飢 世業空 しく
き り よ

弟兄罵旅 して 各々西東す
れ うらく かんくわ

田園蓼落 た り 干犬 の後

骨 肉流離た り 道路 の中
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弔影分為千里雁

辞根散作九秋蓬

共看 明月応垂涙

一夜郷心五処同

て う

影 を弔 し 分れて千里の雁 と為 り
さん よもぎ

根 を辞 し 散 じて九秋の蓬 と作 り
ま さ

共 に明月 を看 て 応に涙を垂 るべ し

一夜郷心 五処同 じ

詩 に地 方藩 鎮 呉少 誠 の叛 乱 や 関 内は飢 饒 のた め、 白居 易 の家 族 が ば らば らにな

り、 安定 した生 活 は何 よ りも一番 の希 望 だ った。

さ らに、 貞元 十 六(八 〇〇)年 、 白居 易 は進 士 の試 験 の為 に 、長安 に来 たが 、

生活 が苦 しくて 、進 士試 験 に参加 す るこ とも精神 上 に圧 力 をあ た え、身 体 が弱 く

な り、心 も乱れ た 心情 を 「長 安早 春旅 懐(長 安 にて早春 の旅 懐)」(〇 六九 二 、

貞元 十 六(八 〇〇)年 二十 九歳 、長安)に 詠 ん で い る。

軒車歌吹喧都 邑

中有一人向隅立

日暮青 山望郷泣

夜深 明月巻簾愁

風吹新緑草芽折

雨漉軽黄柳条湿

此生知負少年春

不展愁眉欲三十

か す い かまびす

軒車 歌吹 都 邑に 喧 し
すみ

中 に一人 の隅 に向つ て 立っ 有 り

日暮 れ て 青 山郷 を望 み て泣 く

夜 深 けて 明.月を簾 を巻 いて愁 へ

そ う が さ

風 は新緑 を吹きて 草芽折 け
そ そ

雨は軽黄 に漉いで 柳条湿ふ
そ む

此の生 少年 の春に負 くを知 る
の

愁眉 を展べず 三十 ならん と欲す

詩 に は都長 安 に春 が訪 れ 、 万物 が うき うきす るの に、 白居易 はぽつ ね ん と愁 い

に沈 ん でい る と詠 まれ た。 今 回 の進 士科 の試 験 に合 格 す る こ とは単 な る個 人 の こ

とで は ない 、故 郷 で待 ってい る家 族 み んな の期待 で あ ろ う。 この期待 を背負 って

勉 強 に励 んで い る彼 に とって 、都 の賑 や か さは喧喚 の世界 で あ り、反 対 に心 を暗

く させ るもの で あった。

以下 に菅 原道 真 の少 年 時代 の詩 賦 の起 点 を 白居 易 と比較 す る。

菅原 道 真 の処 女 作 は十一 歳 の 時作 っ た 「月 夜 見梅 花(月 夜 、梅 花 を見 る)」

(一)で あ る。
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かがや

月耀如晴雪.月 の耀 くは晴れたる雪の如 し

梅花似照星 梅花は照れ る星に似た り

あは かひろ

可憐金鏡轄 憐れぶべ し 金鏡 のsき て
かを

庭 上 玉房 馨 庭 上 に玉房 の馨 れ る こ とを

僅 か十 一歳 で作 った とい うこ とは彼 の詩賦 の天 才 を表 して い る。 この天 才 は偶

然 の もので は ない こ とが次 の作 「臓 月独 興(臓 月 に独 り興 ず)」(二)で も

こほり ほ う

氷封 水 面 聞無浪 氷 は水 面 を封 じて 聞 くに浪無 し

雪黒占林頭 見 有花 雪 は林頭 を黒占じて 見 るに花 有 り

とい う麗 句 を詠 み 出 した のは素 晴 ら しい こ とで あ る。 この詩 句 は 『和漢 朗 詠

集 』 の 「冬 ・氷 付春 水 」 に も収 め られ た。

菅原 道 真 は祖 業 の後継 者 と して父 の厳 しい教 育 を受 け 、十八 歳 で文 章 生 に な る

まで 、漢 詩 を 『文選 』 等 か ら勉 強 し、 『文選 』 の美 辞麗 句 と比 肩 で き る詩 を詠 む

こ とに努 めた。 この よ うに恵 まれ た環 境 の 下、 宮廷 詩 を如 何 に上 手 に作 るか に力

点 がお かれ た。

注

① 「江 楼 望 帰(江 楼 に 帰 る を望 む)」(六 八 〇)「 江 南 送 北 客 因 糠 寄 徐 州 兄 弟 書

(江 南 に て 北 客 を 送 り、 因 っ て{ん で 徐 州 の 兄 弟 に 書 を 寄 す)」(〇 六 七 〇)

「病 中 作 」(〇 六 七 三)参 照 。

追 記

1、 白居 易 の 家 庭 に つ い て は 『旧 唐 書 』 巻 一 六 六 と 『新 唐 書 』 巻 一 一 九 の 「白居

易 伝 」 を 元 に し た 。

2、 菅 原 道 真 の 家 庭 に つ い て 坂 本 太 郎 『菅 原 道 真 』(吉 川 弘 文 館 、 一 九 六 二 年)

を 元 に した 。

3、 本 章 は 大 手 前 比 較 文 化 学 会 の 会 報 第 八 号(二 〇 〇 七 年)に 発 表 した も の の 一

部 で あ る。
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第二章 官僚社会への展開の比較

白居 易 と菅原 道真 は各 自の家庭 環境 、社会 情 勢 、政 治制 度 か ら、官 へ と登 り詰

めた 道筋 が異 な り、詩 作へ の追求 も異 な った。 白居 易 は科 挙 の試 験 を一歩 一 歩乗

り越 えて官 とな り、初任 の官職 は校書 郎 とい う閑官 で あ り、 ゆ と りの あ る官 僚 生

活 を味 わい 、詩 歌 に もそ の生活 が詠 まれ た。 菅原 道 真 は紀伝 道 をわ き め もふ らず

に歩 き、文 章生 の 時 か ら天 皇 の詩 宴 に於 い て詩 を詠 い 、彼 の詩 賦 は麗 句美 辞 の詩

風 へ発 展 した。

第一節 進士試験

白居易 と菅原 道真 の試 験 を受 け る環 境 が異 な った。

白居易 は貞元 十 五(七 九九)年 に崔 衛 の元 で郷 試 に応 じて及 第 して、長 安 で礼

部 の試 験 を受 け る こ とが で きた。 長安 で高郵 の学館 へ推 薦 され るた め、 自 ら給事

陳京 に 「与 陳給 事 書」[一 四八五]を 差 し出 して 、陳京 か ら援 助 を求 めた。 結果

的 に 白居 易 は貞 元十 六(八 〇 〇)年 二月 十 四 日高郭 の も とに礼 部 の進 士 に及 第 し

た。 これ は 白居 易 の 自分 自身 の 才能 の ほか 、陳京 の力 を借 りた こ と と高郵 の試 験

に対 して公 正 な面 もあ ったか らだ と思 う。 白居 易 に とっ て二十 九 歳 で進 士 に及 第

した の は とて も幸運 な こ とだ っ た。

白居易 は試 験 が近 づ い てか ら長 安 に来 た。 生活 面 、精 神 面 に圧 力 もあっ て、愁

い に沈 んで い る時 、長 安 の賑 や か さは騒 音 と して 聞 こ えた こ とを次 の詩 「長 安 正

月十 五 日(長 安 の正 月 十五 日)」(〇 六 七 六、 貞元 十 六(八 〇〇)年 、 二十 九歳 、

長 安)に

けんけん

誼誼車騎帝王州 誼誼 た る車騎 帝王の州
き お

羅病無心逐勝遊 羅病 勝遊 を逐ふに心無 し

明月春風三五夜 明月 春風 三五の夜

うれ

萬人 行 楽一 人愁 萬人 行楽 す るに 一人愁 ふ

と詠 ん だ。

白居易 は長 安 で の生活 環 境 が どん な に悪 くて も、身 体 が どん な に弱 くて も、 心
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が どん な に乱れ て も、進 士試 験 に合格 す るた め勉 強 に努 力 してい た。

白居易 は 尚書省 礼 部 の進 士 に及 第 して、唐 の 尚書省 吏部 の官 僚 登用 試験 に応 じ

る資格 が与 え られ た。進 士 にな って も官 になれ な い。 しか し、彼 の 心情 は わ くわ

くす る喜 び に変 った。今 まで 白居 易 の親 族 に進 士及 第 した人 はい な い。 白居 易 は

親 族 皆 の望 み通 り進 士 に及 第 し、 白居 易 と彼 の家族 に官僚 社会 へ 登 る機 会 を得 た。

しか し、 菅原 道真 には 白居 易 の よ うな厳 しい 生活 環境 はな か った。 菅原 道真 は

大学頭 と して の父是 善 の庇 護 下 で、安 定 した生活 と心 情 で進 士試 験 を迎 えた。

菅原 道 真 は貞観 四(八 六二)年 、十 八 歳 の時 文章 生 の省試 に応 じて及 第 して 、

文 章 生給 に補 せ られ 、 大学 寮 に入 り、学 業 を深 める道 が始 ま っ た。 当時 の彼 に と

って 漢詩 は内容 よ り美 辞麗 句 に彩 られ た詩語 詩 句 を勉 強す るの が重点 で あ った で

あ ろ う。 文 章生 として 大学 寮 に入 った後 、 貞観 四(八 六二)年 九 月 九 日に殿 上重

陽 の詩 宴 に侍 して応 製詩 「九 日侍 宴 、 同賦鴻 雁 来賓 、各 探 一字 、得葦 、f製 」

(九 日、宴 に侍(は む べ)り て 、 同 じ く 「鴻 雁 来賓 す 」 といふ こ とを賦す 、各 一

字 を探 り、 葦 を得 た り、製 にf(こ た)へ まつ る 。)(八 、 貞観 四(八 六二)年

十 八 歳 、京都)を 作 った。 詩題 「鴻雁 来 賓 」 は 『礼 記 』(月 令 ・季秋)の 「鴻雁

来 賓 」 に よ るもの で あ り、菅原 道 真 に に あた った押 韻 の字 は 「葦 」 で あ る。

稚羽晩鴻賓

寒声驚鳳辰

吊書誰係足

黄 口自衝尾

畏月是孤弦

渡江非一葦

先鳴何処客

在後時無幾

勧 瀦 醜し

漿苦 胤農をお懇かす

鰭 誰か建に徽 る

貴う首 み自か ら崖を衝 く

茸を糞る 皇れ菰鞍ならむかと

窪を獲る 野窒のみにあらじ

発に嶋 く 荷れの冠 よりのま馨とそ

後 に在 る 蒔に霧 きこともなからむ

詩 に は旅 の雁 の 険難 を描 い て 、雁 へ の同情 を表 した。 詩 句 「書 誰係 足 」 は 『史

記 』 「蘇 武 故事 」 に よ り、 「畏.月是孤 弦 」 は 『戦 国策 』 「華鳥 」 に よ り、 「渡 江

非 一 葦」 は 『詩 経』 「衛 風 」 等 に類似 の表現 が ある。

また 、貞観 六(八 六 四)年 、二 十歳 の時 、殿 上重 陽 の詩 宴 に侍 して応製 詩 「重
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陽侍 宴 、賦 景美 秋稼 、慮 製 」(重 陽 、宴 に侍 りて 、 「景(ひ か り)秋 の稼(た な

つ もの)に 美(う るは)し 」 といふ こ とを賦 す 、製 にiへ まつ る 。)(一 〇)を

作 った。 若 い文 章 生 の菅原 道真 が天 皇 の詩宴 に参加 で き る とい うこ とは素晴 ら し

い こ とで あ ろ う。彼 は宮廷 詩 宴 で栄誉 を受 け るた め の詩 才 を勉 学研 鐙 し、美 辞麗

句 の詩 に努 め た。 それ 故 、華麗 な詩風 は彼 の宮 廷詩 に最 も適合 した。

菅原 道 真 は大 学寮 に入 って か ら文 章得 業 生 にな り、 方略試 に応 じるま で の詩賦

は流 暢 な漢 文 で表 して お り、彼 の漢文 の実力 を示 して い る。 菅原 道真 は漢 詩 で 日

本 人 の考 え方 を表現 して 、 中国 の漢詩 の作 り方 を 日本 の季節 感 に合 わせ て 、華麗

な詩 風 を形成 す る と努 力 して い た ので あ ろ う。

白居易 と菅原 道真 の進 士試 験 を受 け る環境 が それ ぞ れ異 な っ た こ とで 、そ の 心

0

情 を表 した詩 も異なった。 白居易 は試験前の愁い と合格後の嬉 しさを詠い、菅原

道真は天皇の詩宴や学寮の行事に詩を詠み、詩才をア ピ ル していた。

第二節 初任官 の環境

白居易 と菅原 道真 の初 任 官 の環 境 が異 な り、彼 らに異 な った希 望 を抱 かせ た。

白居易 の最初 の俸 禄 を受 け取れ る仕 事 の試 験 とは書判 抜 粋科 で あ り、 それ に応

じるた め 「判 百道 」(二 〇九 三 ～ニー 九 二)を 作 って試 験 準備 を してい た。 貞 元

十 九(八 〇 三)年 の春 、書 判 抜粋 科 に登 り、秘 書省 校 書郎 とな って 、皇 帝 の書庸

で色 々 な本 を読 む こ とが で きた と思 う。 白居 易 の官 界 へ の道 は ほぼ彼 自身 の才能

で 開い た と言 え よ う。校 書 郎 の三 年 は 白居易 に とって の んび りす る こ とが で きた。

官 にな った 後 の最初 の詩 は 「常楽 里 閑居 」 で あ り、官 の世 界へ の歩み が始 ま った

z0

彼 は満 足感 に満 ちて、 精神 的 に も安 定す る閑適 の環 境 が あ った こ とを詠 った 。

初任 官 の時 、 白居 易 は悠 々 自適 してい た が、 菅原 道真 は方 略試 の準 備 を した り、

また 天皇 の詩 宴 に詩 を作 った り、忙 しい 日々で あった の で あろ う。

もんじようしよう

菅原道真は貞観 九年、二十三歳で 文 章 生 か ら得業生に選ばれた。正六位下、
しもつけの こんの しようじよう

下 野 権 少 縁 とい う遥 授 の外 官 に任 じられ 、最 高 国家試 験 た る方 略試 を受 け

る資格 が あっ た。得 業 生 に選 ばれ 、方 略試 を応 じる まで の三年 間、天 皇 の詩 宴 に

詩 「早春 侍 内宴 、 同賦 無物 不 逢春 、i製 。 井序。 自此 以下 、秀 才作。(早 春 、 内

宴 に侍 りて 、 同 じく 「物 と して春 に逢 はず とい ふ こ と無 し」 とい ふ こ とを賦 す 、
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製 に鷹へ まつ る。序 を井せ た り。 此れ よ り以下 、秀 才 の ときの作 。)」(二 七)、

「九 日宴 に侍 りて 、 「九 日侍 宴 、賦 山人 献茱 萸杖 、慮製(山 人 茱 萸 の杖 を献(た

て まつ る)と いふ こ とを賦 す 、製 にfへ ま つ る)」(四 〇)、 「九 日侍 宴 、 同賦

喜 晴 、 丁製 、 井序 」(九 日宴 に侍 りて 、同 じ く 「晴 を喜ぶ 」 とい ふ こ とを賦 す 、

製 にfへ まつ る、序 を井せ た り)(四 八)を 詠 った。 そ の内 、貞観 九年 の 「早春

侍 内宴 、 同賦 無 物不 逢春 、鷹製 。 井序 。 自此以 下 、秀 才作 。」 とい うf製 詩 を例

と して挙 げ る。

寒光早退更無食余

万物逢春換汗初

問著林前鶯語報

看過水上浪文書

詩臣謄露言行楽

女妓粧成舞歩虚

侍宴錐知多許事

一年一 日恭仙居

寒 光 早 く退 きて 更 に食余りな し

くわんかん

万物 春 に逢ふ 換 汗 の初め
つ

問著す 林前 鶯語 の報 ぐること
ふみ

看過す 水上 浪文 の書
きもあ らは

詩 臣 謄 露 れて 行楽を言ふ
よそほ

女妓 粧 ひ成 りて 歩虚 を舞ふ
はむべ いくば くばか り

宴 に 侍 りて 多 許 の事を知れ ども
かたじけな

一 年 一 日 仙 居 を 恭 くす

侍 宴 で の詩 題 は天 皇 ま た は摂 関た る太 政 大 臣の好 み で作 る もので あ った が、参

加 者 として詩 を詠 む人 に とって文 才 を ア ピ ル す るチ ャンス で あ り、 また宮 廷詩

人 と して光 栄 な こ とで もあ った。 菅原 道 真 も慮製 詩 に 「詩 臣 」 とい う言葉 を使 い、

詩 宴 に参加 した こ とを 「仙 居 」 に至 る と詠 った。

文 章得 業 生 の時 の菅原 道 真 は大 学寮 で経 史子集 書 を 中心 に勉 強 を続 け、方 略試

のた め準 備 し、ま た宮 廷詩 宴 に美 辞麗 句 の漢 詩 を作 るた め、詩 才 を磨 い て いた。

白居易 は二十 九歳 まで地 方 で苦 しい生 活 を して 、社 会 では無 名 の人 で あ った。

自分 の努 力 で 困難 を乗 り越 え、官 にな った が、 菅原 道真 の よ うに一貫 教 育 を受 け

た こ とが なか った と思 う。 菅原 道 真 は高 官 の家庭 に生 まれ 、 生活 の苦 しみ もな く、

菅家 廊 下で 島 田忠 臣 の指導 を受 け、優 れ た教 育 環境 に育 った。 白居易 は校 書 郎 の

時、 「日高 眠」 をす る閑適 の生活 に満 足 してい た。 しか し、 菅原 道真 は十八 歳 の

時、 天皇 の前 で詩 を詠 うこ とが で きた。 白居 易 には菅原 道真 の よ うな はな ぱ な し

い経歴 な どな か った ので あ る。 それ故 に、彼 らの詩 風 も異 な る方 面へ 発展 した。
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注

① 「及 第 後 帰 観 留 別 諸 同 年(及 第 の 後 帰 観 せ ん と し 、 諸 同 年 に 留 別 す)」(〇

ニ ーO)参 照 。

② 第 一 部 ・第 二 章 ・第 一 節 「閑 適 の 生 き 方 の 原 点 」 参 考 。
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第三章 新進官僚時代 の政治環境 の比較

白居易 も菅原 道真 も同 じ難 関 を突破 して 王朝 の行 政 官 にな り、多忙 な官僚 生活

を送 っ た。

白居易 の県尉 の仕 事 は彼 の理想 とす る 「兼 済 」 の志 を実 現 させ るに はほ ど遠 か

っ た。 ま た、左 拾遺 にな って 、皇 帝 に近 づ くこ とがで き 、諫 言 して 自分 の 「兼

済」 の志 を達成 す る希 望 が生 れ たが 、実 現 され な か った。 そ の志 が調 諭詩 に詠 ま

れ た。 仕 事 で疲 れ た心 身 を慰 め るた め には休 暇 を効 率 的 に利 用 し、友 を誘 って遊

覧す るか、 ま たは十 分 朝寝 坊 す る(詩 の 中に 「日高眠 」 と言 う言 葉 で表 現 させ

る)こ とであ り、 「独 善 」 とい う言葉 で詩 に よ く詠 まれ た。彼 の人生 は 「兼 済 」

と 「独 善 」 が相 半 ば し、揺 れ て いた で あ ろ う。

しか し、 菅原 道真 は民部 少 輔 の激務 に あって も職 務 に励 ん でい た と詩 に詠 まれ

てい た。 これ は彼 の家 風祖 業 を守 って 、そ の道 の為 に励 む こ とを怠 らなか った か

らであ る と思 う。 また 、彼 は天皇 の詩 宴 におい て作 った詩 は 、彫 心鎮 骨 して麗句

を配 し、天 皇 と諸 臣 の賞賛 を得 るた め に作 った もので あ った。 宮 廷詩 に本 領 を発

揮 し、 自分 の 才能 才幹 を披 露 した。人 生 の道 で迷 わず に宮 廷詩 人 と して 直進 した。

第一節 行政官 になるの志

白居易 は元和 元(八 〇 六)年 四月十 三 日、才識 兼 茂 明於 体用 科 に及 第 し、整屋

県尉 とい う行 政 官 に な った。 県尉 の仕 事 は忙 しく、校 書郎 の 閑官 と全 く違 った が、

彼 の政治 理想 と比較 す れ ば程遠 い職 務 で あった。 しか し、次 い で翰林 学 士 に な り、

また左 拾 遺 を授 け られ て 、皇 帝 に直接 に諌言 す る こ とが で き、 「兼済 」 の志 を達

成 す るに希 望 が あった が 、諌 言 は皇帝 に受 け入 れ られ ず 、 「兼 済 」 の志 が挫 折 し

O

た。

菅原 道 真 の方 略試(律 令 制 の現 役官 僚 を選 抜 す る試 験)へ の準備 は 白居 易 の制

科 へ の準 備 の よ うな もの で はな か った。彼 は大 学寮 で 文 才 をみ がい て、 天皇 の 前

で詩 を詠 い 、紀 伝道 の大学 コー ス をわ き め もふ らず に歩い た。 彼 に とって方 略試

に 良い成 績 で合 格 し、 高官 にな る とい う意識 が あ らゆ る行 動 を主 導 して い た。

0

貞観 十 二(八 七 〇)年 、二 十 六歳 の三 月 二十 三 日、 方略試 を受 けた 。 五.月十 七
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日、 菅原 道真 の成績 は 中の上 と判 定 され 、合 格 した。 九月 十一 日、官位 も正 六位

上 に叙せ られ る。 この年 に も宮廷 の詩 宴 に 「翫秋 花 、東 宮 侍 中局 、小 宴 之作(秋

花 を翫 ぶ 、東 宮 侍 中の局 にて 、小 宴 の作)」(五 四)、 「九 日侍 宴 、 同賦 天 錫難

老、 鷹製 。 井序(九 日宴 に侍 りて、 同 じ く 「天 老 い難 き を錫(た ま)ふ 」 とい ふ

こ とを賦 す 、製 に慮 へ まつ る。 序 を井せ た り)」(五 六)を 詠 った。 そ の時 、 自

分 の心情 を詩 「停 習弾琴(琴 を弾 くこ とを習 ふ こ とを停 む)」(三 八)に

い

知音皆道空消 日 知音は皆道 ふ 空 しく日を消す なるな りと
いや う た よ し

量若 家 風更 詠詩 　 家風 の 詩 を 詠 ず る に更 りあ るに若 か めや

と、 菅家 伝 統 の家風 は詩 作 で あ り、琴 を弾 くこ とに努 力す るの は無駄 な こ と と詠

った。 当時 の菅 原道 真 は 白居 易 が 「詩 酒 琴 」で 自分 を慰 めて い た こ とを理 解 で き

0

な かっ た と思 う。 菅原道 真 には 白居易 の よ うな政治 に対す る不 満 や志 が挫 折 す る

こ とが少 なか った の で あろ う。

菅原 道 真 は方 略試 に合 格 した翌 年 、貞観 十 三(八 七 一)年 に始 め、渉外 事 務担

当 の玄蕃 助 、外 交文 書 を起 草 す る少 内記 の役 で 、行 政 官 を務 め た。

菅原 道 真 の官 僚 生活 は大 した波 風 もな く、平 凡 に続 い てい た。

第二節 服喪中の精神世界

白居易 と菅原 道真 は共 に官 に な った後 、母 の喪 に よ り官 を退 いた こ とが あ る。

白居易 は京 兆 戸 曹参 軍 に転職 した 翌年 、元 和 六(八 一一)年 四月三 日、 白居易

の母 は病 気 が重 くな り、長 安 宣平 里 の私 宅 で没 し、下 邦 で三年 間の喪 に服 す る こ

とにな り、 あ らゆ る官職 を辞 した。母 と娘 を相 次 いで 失 い、衝 撃 を受 け、心 身 が

弱 くな って い た。 しか し、 「日高 眠 」 の環境 は持 病 が あ る身体 を安 らげ、詩酒 琴

　

で心 を慰 め る こ とがで きた。

菅原 道 真 は貞観 十 四(八 七 二)年 、存 問渤 海 客使 に任 じ られ たが 、母伴 氏 の喪

に よ り解 官 して、 貞観 十 六(八 七 四)年 初 に復 官す るま で詩 を作 ってい な か った。

しか し、二年 間服喪 して 、終 に召 還 され 、兵 部少 輔 に任 じ られ た。服 喪 中に は他

人 に頼 まれ い ろい ろな文書 を草 した。

菅原 道 真 は服 喪 中に 白居 易 の よ うな心 身 の苦 しみ を詠 んだ詩 文 は全 くな か った。
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菅原 道真 は良 い官位 に復 して お り、 白居 易 の よ うに なか なか復 官 で きず 、 また復

官 す る為 に友人 に頼 む こ ともな か った。

喪 が 明 けて後 の復 官 は 両者 で異 な り、官僚 と して の環境 が異 な った。

白居易 は元和 九(八 一 四)年 冬 復官 し、太 子左 賛 善 大夫 の 閑職 を授 与 され た。

菅原 道 真 は貞観 十 六(八 七 四)年 の初 、官 庁 へ順 調 に復 帰 し、従五位 下 、兵部

少 輔 に任 じられ 、摂 政 の右 大 臣藤 原基 経 の東 斎 に陪侍 して、詩 「早春 、 陪右 丞相

東 斎 、 同賦東 風 粧梅 。 各分 一 字。 探得 迎 字(早 春 に、右 丞 相 の東 斎 に陪 りて、 同

じ く 「東 風梅 を粧 は しむ 」 といふ こ とを賦す 。 各一 字 を分 つ。 探 りて迎 字 を得 た

り)」(六 七)を 賦 した。

彼 は摂 関家 のた め に代弁 をつ とめ、多 くの奏 状 ・願 文 の代作 を し、摂 関家 に接

近 して いた。 また 宮廷 の 内宴 に 「早春 侍 宴仁 壽殿 、 同賦 春 雪 映早 梅 、f製(早 春 、

宴 に仁 壽 殿 に侍 りて、 同 じ く 「春 雪早 梅 に映ず 」 とい ふ こ とを賦 す 、製 にTへ ま

つ る)」(六 六)を 詠 ん だ。 菅原 道真 の社会 的 関係 は高級 官僚 の 中で、詩 作 は主

に官 の仕 事 の た め作 る もの とな って 、 当時 の社 会 問題 にふ れ る機 会 は少 な か った

か ら、 白居 易 の よ うな調 諭 詩 は詠 まれ なか った。 一 箇 月後 に民部 少輔 に転 じ、忙

しい行 政 官 の生 活 が始 ま った。 菅 原道 真 は辛 い仕 事 で あれ ば あ る ほ ど励 む とい う

心情 が あ り、精神 的 な圧 力 が少 なか っ たの で あ ろ う。 白居 易 の よ うに 「日高 眠 」

を望 む こ とは詠 まれ て お らず 、官 僚 生活 が順 調 で あ った と思 う。彼 は相 変 わ らず

に宮 宴 にお い て麗詩 「九 日侍 宴 、 同賦 紅 蘭受 露 、鷹 製(九 日宴 に侍 りて 、 同 じく

「紅 蘭露 を受 く」 とい ふ こ とを賦 す 、製 にfへ まつ る)」(七 〇 、貞観 十七(八

七五)年)を 詠 い 、宮 廷詩 人 と して の官 僚 生活 を持 続 してい た。

白居易 と菅原 道真 に とって 、少 壮 時代 の官 僚 生活 の経 験 に よって 、後 の政 争 で

挫 折 した時 、精神 的 な圧 力 に耐 え る強 さが異 な った。

貞観 十 九(八 七 七)年 一 月 三 日、 九歳 の 陽成 天皇 が 即位 した。 菅原 道真 も式部

少 輔 に任 じられ 、天 皇 の詩 宴 に 「早春 侍 宴仁 寿殿 、 同賦 認 春 、 丁製。(早 春 に、

宴 に仁 寿 殿 に侍 りて、 同 じ く 「春 を認 む 」 とい ふ こ とを賦 す 、製 に慮 へ まつ

る)」(七 七 、貞観 十 九(八 七七)年)、 「九 日侍 宴 、 同賦 吹華酒 、f製(九 日、

宴 に侍 りて 、 同 じく 「華酒 を吹 く」 とい ふ こ とを賦 す 、製 に磨 へ まっ る)」(七

一
、 元慶 一(八 七 八)年)、 「早 春侍 宴 仁寿 殿 、 同賦春 暖 、f製 。 井序(早 春 に、

宴 に仁 寿 殿 に侍 りて、 同 じ く 「春 暖 な り」 とい ふ こ とを賦 す 、製 にTへ まつ る。
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序 を井せ た り)」(七 九 、元 慶一(八 七 八)年)を 詠 う。 天皇 詩 宴 の詩題 は 『白

氏 文集 』 か らの もので あ り、 従来 の 『文 選』 な どか ら出題 す るこ と と違 っ てい た。

詩 宴 の場 面 で作 った詩 作 は主催 者 の好 み に合 わせ な けれ ばな らない。 菅原 道真 の

宮廷詩 に 『白氏 文集 』 の特 有 の詩 語詩 句 は きわ めて少 ない 、彼 は 『白氏 文集 』 を

模 倣 す るこ とを意識 的 に避 け、 自我 の詩 風 を作 る こ とに努 力 してい たの で あ ろ う。

元 慶元(八 七 七)年 一 〇月 十八 日、菅 原道 真 は式 部少 輔 に文 章 博 士 を兼 ね る。

文 官任 用 の式部 と官僚養 成 の大学 寮 とい う二つ の要職 を 占めて 、官僚 社会 で は注

目され る人 物 にな る とと もに、政 争 の渦 中に投 げ込 まれ た。嫉 妬 と反 目、 中傷 と

識 言 に襲 われ た こ とを詩 「博 士難 」(八 七 、元慶 六(八 八 二)年)に 表 した。

四年有朝議 四年 朝議有 り

令我授諸生 我 をして諸生 に授 け しむ

わつか

南面 纏 三 日 南 面す る こ と 纏 に 三 日

耳 聞誹 誘聲 耳 に誹 諺 の聲 を聞 け り

と述 べ 、学 界 での嫉 妬 で抗 争 す る こ と とか 、落 第 した ものは試 験 官 を 中傷 す る こ

とな どを訴 えた。

文 章博 士 に な って か ら讃 岐 守 に転ず るま で、 宮廷 詩 宴 、学寮 の行事 、親 友 同僚

の送別 会 、渤 海 大使 との 交流 会 に華麗 な詩 を詠 み 、詩 才 を誇 る。 宮廷 詩 宴 に八 回

参 加 し、 の ちに元慶 四(八 八 〇)年 の 、 「早 春侍 内宴 、賦聴 早 鶯 、慮 製(早 春 に、

内宴 に侍 りて 、 「早 き鶯 を聴 く」 といふ こ とを賦 す 、製 にiへ まつ る)」(八

三)、 元 慶 九年 の 「早春 内宴 、侍 仁寿 殿 、 同賦春 娃 無気 力 、f製 一 首、 井序(早

春 の内宴 に、仁 寿殿 に侍 りて 、 同 じく 「春娃 気力 無 し」 といふ こ とを賦す 、製 に

iへ まつ る一首 、序 を井せ た り)」(一 四八)と 「早春 侍 内宴 、同賦 雨 中花 、i

製(早 春 に、 内宴 に侍 りて、 同 「雨 の 中の花 」 といふ こ とを賦 す 、製 にfへ まつ

る)」(八 五)は 『白氏文 集 』 か らの 出題 で あ る。 また 、元慶 八(八 八 四)年 の

作 「賦 得 春深 道 士家(「 春 は深 し道 士 の家」 といふ い こ とを賦 し得 た り)」(一

二八)は 『白氏 文集 』 か らの もので あ る。

白居 易 も菅原 道真 も同 じ く社 会 的 な誹 諺 を受 け、精神 的 にひ どい圧 力 をか け ら

れ 、 そ の上 に子 を失 う悲哀 もあ った。 同 じく権 力者 に圧 迫 され 、地方 まで左 降 さ

れ た。 白居 易 に とって 江州 へ の左 遷 は人 生 に大 きな転機 とな り、左 遷 地 の盧 山を
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愛 す る こ とに な った が、 菅原道 真 に とって讃 岐 へ の赴 任 に よっ て、 民間 の生 活 、

彼 らの苦 しみ を初 めて 目に した のだ が 、讃 岐で の生 活 に は悲哀 と辛苦 を詠 む こ と

が多 か った。

注

① 第 一 部 第 二 章 第 二 節 「閑 適 の 生 き方 の 探 求 」参 照 。

② 試 験 官 は 少 内 記 の 都 良 香 で 、 問 題 は 「族 に つ い て 」 「地 震 に つ い て 」 の 論 述

で あ り、 『菅 家 文 草 ・後 集 』 に 論 述 した 本 文 「族 に つ い て 」(五 六 六)「 地

震 に っ い て 」(五 六 七)も 残 っ て い る。

③ 丹 羽 博 之 「白 楽 天 と 音 楽(其 一)一 白 楽 天 の 音 楽 好 き一 」(「 大 手 前 女 子 大

学 論 集 」 第 三 十 三 号 、 二 〇 〇 〇 年)は

『白 氏 文 集 』 を 愛 読 した 日本 の 菅 原 道 真 は 『菅 家 文 草 』 の 中 で 、

不 解 弾 琴 兼 飲 酒 琴 を 弾 く こ と と酒 を 飲 む こ と を 解 せ ず

ま

唯 堪 讃 佛 且 吟 詩 唯 だ 佛 を讃 し且 た 詩 を吟 ず る こ との み 堪 え た り

[「秋 」 巻 三 ・一 九 六 日本 古 典 文 学 大 系 本]

と音 楽 に 関 し て は 不 作 法 で あ る と認 め て い る 。

と述 べ 、 ま た 詩 「停 習 弾 琴 」 を 取 り上 げ 、

琴 は 学 者 の 資 と な る と信 じて 習 い 始 め た が 、 い く ら練 習 して も 一 向 に 上 達

せ ず 、 途 中 で 投 げ 出 して い る 。 「秋 」 の 詩 で は 酒 と琴 は 解 せ ず と も述 べ て お

り、 白楽 天 の 最 も 愛 した 三 友 の 内 の 二 つ ま で は 解 ら な い と言 う。 こ う した と

こ ろ に 白 と道 真 の 人 生 、 文 学 の 決 定 的 な 違 い が あ る と思 う。

と述 べ た 。

④ 第 一 部 第 二 章 第 三 節 「下 邦 で の 退 居 と閑 適 の 相 違 」参 照 。

⑤ 「拝 戸 部 侍 郎 、 柳 書 所 懐 、 呈 田 外 使(戸 部 侍 郎 を 拝 して 、 柳 か に 懐 ふ 所 を 書

して 、 田外 使 に 呈 す)」(六 九)、 「雪 中 早 衙 」(七 三)、 「早 衙 」(七 四)

参 照 。

⑥ 白居 易 は 下 邦 で 娘 を 失 い 、 詩 「病 中 、 実 金 攣 子 」(〇 七 七 六)を 作 り、 菅 原 道

真 に も 同 じ く子 阿 満 を 失 っ た こ とが あ り、 悲 痛 を 極 め た 心 情 を 詩 「夢 阿 満 」(一

一 七)に 表 した 。
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第 四章 左遷 と意識 の変遷の比較

白居易 は罪 を問 われ 、長 安 か ら江州 に左遷 され た。 この失脚 は彼 の人 生 の歩 み

方 を決 めた。 これ 以降 、彼 の詩 文 は個 人 生活 が 多 く詠 れ 、閑適 を楽 しむ 心情 が溢

れ てい て、 それ は 一生 変 らなか った。 そ の た め官位 を選 ばず 、官 禄 を選 ん で、政

争 の無 い人 生 を送 っ た。

菅原 道 真 は藤 原基 経 の摂 関体制 が徐 々 に強 固 にな ってい く時 に あって 、非藤 原

の文 章博 士 を迫 害す る厳 しい社 会 環境 の 中で、彼 は文 章博 士 の時 代 に相 次 ぎ社会

的 な攻撃 を受 けた ので あろ う。 遂 に、仁 和 二(八 八 六)年 、 関 白基経 が 高官 達 の

人 事 変動 を発 令 し、菅原 道 真 は現職 の官 を止 め られ 、讃 岐 守 に転職 を命ぜ られ た。

OO

讃 岐 守 の勤 め は彼 に よい経 験 に な り、 また 「阿衡 事件 」 に巻 き込 まれ なか った。

彼 の詩 文 に讃 岐 生活 の苦 し さや寂 しさが詠 まれ 、 また 平安 京 に戻 り、宮 廷詩 人 と

して活躍 す る こ とを期待 す る本 音 が詠 み とれ る。

元 和十(八 一 五)年 八月 、 白居 易 に貝乏官 の詔令 が 出 され 、 翌 日に出発 した。長

0

安 か ら江 州 ま での途 中、都 か ら離 れ る悲 しみ の心情 ばか りが詠 まれた 。

菅原 道 真 は都 か ら離 れ る時 も、天 皇 の内宴 に参加 し、詩 「早 春 内宴 、聴 宮 妓奏

柳 花 怨 曲、 丁製 。(早 春 内宴 に して 、宮 妓 の柳花 怨 の曲 を奏す る を聴 く、製 にf

へ まつ る)」(一 八三)に

た と

食余音 縦在 微 臣聴 絵 音 は 縦 ひ 微 臣が聴 きに在 りとも

最歎 孤行 海 上沙 最 も歎 か くは 孤 り海 の上 な る沙 を行 かむ こ とを

と、都 の生 活 に魅 かれ 、一 人 で讃 岐 に赴任 しな くて はな らな い とい う悲 しい心情

を表 した。

白居易 は左 遷 され て 、人 生観 に も大 きな転 換 点 が訪 れ た。 自分 を守 るた め 「明

哲 保 身」 す るのが 一番 、兼 済 は官 権 の範 囲 で の仕 事 で あ り、独 善 は 自己 を安 らげ、

楽 しめ る行 動 で あ る と認 識 し、独 善や 兼 済 を言 わ な くな った。 個 人生 活 で は 「日

高眠 」 し心 身 を安 らげ、 また 政治 場 面 では官 位 の権 限 内 に兼済 し、 心身 を悩 ませ

ず 、 閑適 を求 めは じめた。

しか し、 菅原 道真 は讃 岐守 の三 年(仁 和 二(八 八 六)年 一寛 平 一(八 八九)年
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の春)問 で 、 百 四十 首 とい う多 くの詩 を作 り出 した。讃 岐 は都 の よ うに束縛 され

ず 、 国守 の仕 事 は 中央 官庁 の官僚 の仕 事 よ りはや や 軽 く、身 は 自由で あっ た。彼

の詩 文 は詩 人 と して 四季 を詠 い 、送別 会 で親 友 同僚 に詩 を贈 り、個人 の感 情 を吟

詠 した ものば か りで、 人 生観 や生 き方 につ いて は詠 まれ なか っ た。

菅原 道 真 は讃 岐 守 の時 に も 中央 政治 を観 察 して いた。 彼 は 「阿 衡事 件 」 につ い

て太 政大 臣基経 を諌 め る文 「奉 昭宣公 書(昭 宣公 に奉 る書)」(六 七 六 、仁 和 四

(八 八八)年 、京都)を 出 し、事 件 の成 り行 き に関心 を示 した。

白居易 は江州 司馬 の時 、政 治 か ら身 を避 け、 閑適 の生活 を求 めた が、 菅原 道真

は讃 岐守 にあ って も政 治 に精 勤 して い た。

菅原 道 真 は赴 任後 、 国守 の仕 事 に励 んだ。 半年 に なっ て、重 陽の節 を迎 えて 、

0

国府 に さ さや かな詩 宴 を開 くこ とが で きた。

彼 は都 か ら離 れ 、宮 廷詩 宴 に詩 を詠 うこ とが で き な くな った が、地 方 に行 って

社 会 各層 へ の接 触 が広 くな り、民 へ の認 識 が代 わ り、儒 者 の詩 道 の志 が燃 えた。

彼 は 「寒 早 十首 」(二 〇 〇一 二 〇九)を 作 り、 下 民 の苦 しい生 活 を直 接 に描 い た。

しか し、 これ を社会 問題 と して取 り上 げ、批 判 しなか っ た。 白居 易 の よ うに社会

的 な問題 を幅広 く取材 し、多 くの作 品 で直接 に批 判 す る調諭 詩 まで発 展 で き なか

った。 また 、 「路遇 白頭 翁(路 に 白頭 の翁 に遇 ふ)」(二 ニー 、仁 和 三(八 八

七)年 、讃 岐)は 、 「寒 早 十 首」 と反 対 の もので あ り、 白頭翁 の元気 い っ ぱい の

様 子 を描 き、前 任 守 の功徳 と国策 を賛美 した作 品 で あ り、 白居 易 の調 諭詩 とは全

く異 な るもの で あ る。

注

① 仁 和 三(八 八 七 年)藤 原 基 経 を 関 白 と し た 時 の 勅 書 に 「阿 衡 之 任 為 卿 之 任 」 と

あ っ た こ とで 、 藤 原 基 経 は 政 務 を み ず 、 朝 廷 の 中 に 阿 衡 の 語 意 を め ぐ っ て 議 論

が あ っ た 。 つ い に 翌 年 宇 多 天 皇 は 藤 原 基 経 に 屈 服 し、 阿 衡 の 文 は み ず か らの 意

に背 く と して 重 ね っ て 関 白 の 詔 を賜 わ っ た 。

② 第 一 部 第 二 章 第 四 節 「江 州 へ の 左 遷 」 参 照 。

③ 「重 陽 日府 衙 小 飲(重 陽 の 日 、 府 衙 に し て 小 飲 す)」(一 九 七)参 照 。
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第五章 高級官僚 としての進退

白居易 は忠州 刺 史 か ら長 安 へ 、菅原 道 真 は讃 岐守 か ら平 安京 へ 戻 った後 、す ぐ

昇 進 し、高 官 にな った。 これ に よ り政 争 に巻 き込 まれ る こ とに な り、彼 らの政争

へ の認 識 はそれ ぞれ にな った。

白居易 は政争 か ら距 離 を置 い たが 、菅 原道 真 は政 争 に 関与 した。

元 和十 五(八 二 〇)年 夏 、 白居 易 は召 され 、長 安 に帰 り、 司 門員外 郎 を授 け ら

れ た。 遂 に主客 郎 中知 制諾 に移 り、 ま た 中書 舎 人知 制詰 とい う要職 に任ぜ られ

た。 しか し、党 争 、高 官 の分 裂 、宙官 の参政 、 皇帝 の無能 な どで、 白居 易 は穆 宗

皇帝 の政 治 に絶 望 した の で あ ろ う。危 険 な政 治 環境 か ら身 を避 け る こ とと して 地

OO

方 長 官へ の転 出 を選 んだ。

菅原 道 真 は寛 平 二(八 九〇)年 の春 、讃 岐守 の交 替解 由 を待 たず に、 帰京 した。

彼 の焦 りには理 由が あ る。 任期 最 後 の年 で あ る仁 和 五年 四月 、宇 多天 皇 は寛 平 と

z0

改元 し、 旧来 の気分 を一新 す る とい う考 えが予 測 され てい た。 帰 京 した後 、宮 廷

詩 宴 に参加 す る こ とがで き、詩 「三月 三 日、侍於 雅 院。 賜 侍 臣 曲水 之飲 、 丁製

(三.月三 日、雅 院 に侍 り。 侍 臣 の 曲水 の飲 を賜 ふ 、製 に慮 へ まつ る)」(三 二

四)、 「九 日侍 宴 、 同賦 仙 潭 菊。 各分 一 字 、慮製(九 日宴 に侍 りて 、 同 じく 「仙

潭 の菊」 といふ こ とを賦 す 。 各一 字 を分 つ 、製 にfへ まつ る)」(三 二 八)を 詠

んだ。 国守 の解 由 をもせ ず に帰京 した こ とを 問われ ず にす み 、宮 宴 に 出席 す る こ

とは認 め られ た。宇 多 天皇 は彼 の学 問文 才 に対 す る信頼 が あっ たか らで あ ろ う。

寛 平 二(八 九〇)年 五月 に橘 広 相 が没 し、翌年 の一 月 に藤 原 基 経 が嘉 去 し、 時

機 が一転 した。 宇 多天 皇 の寛 平親 政 が始 ま り、 菅原 道真 もめ ざま しく昇進 し、朝

廷 の重要 人 物 とな った。 寛 平 三(八 九一)年 菅原 道 真 は式 部少 輔 に任 じられ た。

次 に、蔵 人頭 ・左 中弁 に補 せ られ た。 彼 の儒 学 の政 教理 念 は宇 多 天皇 の律 令 制度

を再 建す る政治 の補 翼 にな った。 また 、彼 の華麗 な詩 文 を創 作 す る文 学 的 な意 志

は、 宇多 天 皇 の風雅 な宮廷 詩 宴 を好 む こ とや 嵯 峨 ・仁 明天 皇 時代 の 「君 唱 臣和 」

の場 面 を再 興 しよ うと した文化 主 義 と歩 調 を合 わせ た。 そ れ故 、宇多 天 皇 は菅原

道 真 を信 頼 し、政治 上 一躍 抜擢 した。

菅原 道 真 の詩 も優 美 で流 麗 な芸 術美 の世界 を追求 して いた。 彼 は宮 廷詩 宴 に活

躍 し、華 麗 な詩 を多 く作 った。 詩 作 は美 辞麗 句 に よる特定 な美 文 主義 や美 の意識
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が表 出 され 、 当時 の漢 文世 界 の代 表作 を残 した。

寛 平三(八 九一)年 か ら寛 平 九(八 九 七)年 の 間、宇 多 天皇 が在 位 の 時 、侍 宴

に鷹製 詩 三 十七 首 を作 り、宇 多天 皇 が上 皇 に な った後 も朱 雀 院 の侍宴 に鷹 製 詩 六

首 を詠 った。 醍 醐天 皇 の詩 宴 に詠 った詩 は十 首 あった。 そ の 内 、 「就 枝花(花 の

枝 に就 く)」(三 四一 、寛 平 三(八 九一)年)、 「重 陽後 朝 、 同賦 秋 雁櫓 聲 来

(重 陽 の後 朝 、 同 じく 「秋 雇櫓 聲 来 る」 といふ こ とを賦 す)」(三 四九 、寛 平 三

(八 九一)年)、 「賦 雨夜 紗 燈(雨 夜 の紗燈 を賦 す)」(三 八〇 、寛 平 六(八 九

四)年)、 「九 日後 朝 、 同賦秋 深(九 日の後 朝 、 同 しく 「秋深 し」 とい ふ こ とを

賦 す)」(四 三 六 、寛 平八(八 九六)年)、 「三月 三 日、侍朱 雀 院柏 梁殿 、惜残

春(三 月 三 日、朱雀 院 の柏 梁殿 に侍 りて、残 春 を惜 む)」(四 五 六 、 昌泰 二(八

九九)年)のf製 詩 と詩 友 との酒 席 で詠 ん だ 「詩 友 会飲 、同賦 鶯 聲誘 引来花 下

(詩 友会 飲 して、 同 しく 「鶯聲 に誘 引せ られ て花 下 に来 る」 とい ふ こ とを賦

す)」(四 三三 、寛 平 八(八 九 六)年)と い う詩 の詩題 は 『白氏 文集 』 か ら引用

した。

年 中行 事 の詩 、送 別詩 、渤 海 大使 との贈答 詩 お よび屏 風 詩 、感 傷詩 に 『白氏文

集 』 に もあっ た とい う詩 語 詩 句 は、 『白氏文 集 』 よ り以前 の 『文 選』 に も同 じく

表 れ て い る。

注

① 第 一 部 第 二 章 第 六 節 「高 級 官 僚 の 道 」 参 照 。

② 「読 開 元 詔 書 、 絶 句(開 元 の 詔 書 を 読 む 、 絶 句)」(二 九 四)参 照 。
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第六章 晩年 の運命

白居 易 も菅原 道真 も晩年 を都 で はな く、 地方 で過 ご した。彼 らの人 生観 が異 な

った の で、 そ こで の過 し方 も異 な った。

白居易 は長 慶 二(八 二 二)年 七 月 、杭 州刺 史 に除せ られ 、 中央 の政 争 の渦 か ら

抜 け出 た。 この時 か ら彼 は官 僚生 活 にお い て閑適 をす る こ とが で きた。 晩年 の 白

居 易 は洛 陽で 「日高眠 」す る安定 した精神 を求 め、政争 か ら身 を避 け、 閑適 の 生

き方 を持 ちな が ら、仕 事 に勤 め 、七十 一 歳 で致仕 した。 彼 は これ を 「中隠」 と呼

0

び、詩 に はの んび りした 自由な生 活 が詠 まれ て いた 。

菅原 道 真 は 白居易 と違 って 、晩 年 は とて も不 幸 だ った。 昌泰 四(九 〇 一)年 、

菅原 道真 は従二位 の右 大 臣か ら太 宰員 外 の 帥 に左 遷 せ られ た。 王 朝 の繁 栄 のた め

心身 を労 して 、国事 のた め に力 を尽 く して いた の に、 追放 され た とい うこ とは彼

の精神 世 界 に 限 り無 い衝 撃 を与 えた。 彼 は失 望 の どん底 に落 ち込 み 、 この感 情 を

ち りば

直叙 す る新 しい叙情 詩 を作 った。 これ は彼 の宮 廷詩 臣時代 の美 文 麗句 を鎮 めた 賛

美 詩 や 、讃 岐 時代 の南海 の風 姻 を写 実 した詩 と異 な った もの で あ る。 彼 の配 所 に

向 う心情 は、 白居易 の江州 へ左 遷 され る時 の心 情 よ りも重 か っ たで あ ろ う。

菅原 道 真 は左 遷 され る時 の初 めて の詩 「自詠 」(昌 泰 四年 、太 宰府)に

離家三四月 家 を離れて 三四月

落涙百千行 落つる涙は 百千行

万事皆如夢 万事みな夢の如 し

よ りよ りか

時時仰彼蒼 時時彼 の蒼を仰 ぐ

と詠い、強い悲 しみの心情 を表 した。

この左遷で彼は僻地 にまで追いや られた。それか ら彼 は宮廷詩人 とい う枠組 み

か ら解放 され、詩作も詩人 の内心 の憤慨や感情 を直叙 し、人生を凝縮 した真の詩

0

を 作 っ た 。

注

① 第 一 部 第 二 章 第 七 節 「閑 適 の 生 き方 の 完 成 」 参 照 。

② 「叙 意 一 百 韻 」(四 八 四)、 「請 居 春 雪 」(請 居 の 春 雪)(五 一 四)参 照 。
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終 わ りに

白居易 と菅原 道真 は詩 文 を通 して各 自の政 治観 、人 生観 を打 ち出 し、 同 じ く文

人 官 僚 で あっ たが人 生 の 生 き方 が異 な り、詩 歌 へ の追 求 も異 な り、 それ 故詩 風 も

異 なっ た。

白居易 と菅原 道真 の出 生時 の社 会背 景 の相 違 が 、彼 らの家庭 環 境 に直接 影 響 を

与 え、未 来 へ の異 な った希 望 を生 み 出 した。 白居 易 は戦乱 の た め家族 が離 れ 離れ

に な る とい う不 幸 な環境 に育 っ たが 、菅 原道 真 の 出生 時 は平和 で あった。 白居易

と菅原 道 真 に とって、 それ ぞ れ の生 まれ た家 庭 環境 と受 けた教 育 が彼 らの異 なっ

た人 生哲 学 を育 ん だ。 白居 易 は 中唐 の地 方官 の家 に生 まれ 、 菅原 道真 はそ の学 問

で身 を立 てて い る菅原 の家 に生 まれ た。 それ 故 、彼 らの官 にな る とい う抱 負 も異

な った。 不 安定 な 生活 を して 育 った 白居 易 に は安 定 した生 活 の た めに官 に な るの

が なに よ りもの希 望 とな り、 菅原 道真 は先祖 の影 響 の下 、高官 にな る とい う意識

が彼 の あ らゆ る行動 を主導 して いた。

社 会 環境 、家庭 環境 が異 な った た め、 白居 易 と菅原 道真 の詩賦 を作 り始 めた

出発 点 も異 な って いた。 官 にな る前 の 白居易 は生活 が 苦難 の連 続 で あ り、人 生 の

辛 酸 をな めつ く した。 ま た病 弱 で あっ た こ とも あ り、彼 の生 き方 に影 響 を与 えた。

詩 に も苦 しい生 活 とそ の 心情 が表 れ て い る。 これ は生活 と心情 を直接 に詠 う詩風

の始 ま りで あ ろ う。 しか し、 菅原 道真 は祖 業 の後継 者 と して父 の厳 しい教 育 を受

け、 十八 歳 で文 章 生 にな る まで 、漢詩 を 『文 選 』 な どか ら勉 強 し、 『文選 』 な ど

の美 辞麗 句 と比 肩 で き る麗 句 を詠 む こ とに努 めた。

白居易 と菅原 道真 は各 自の家庭 環境 、社会 情 勢 、政 治制 度 か ら、官 へ と登 り詰

めた 道筋 が異 な り、詩 作へ の追求 も異 な った。 白居 易 は科 挙 の試 験 を一 歩一 歩乗

り越 え、官 に な り、生 活 の安 定 を手 に入 れ た。初 任 の官職 は校 書 郎 とい う閑官 で

あ り、 時 間的 に余裕 の ある官 僚生 活 を 味わ い、詩 歌 に もそ の生 活 が詠 まれ た。 菅

原 道真 は紀伝 道 をわ き め もふ らず に進 み 、文 章 生 の時 か ら方 略試 に準 備 しなが ら、

また 天皇 の詩 宴 に於 い て詩 を詠 い、忙 しい 日々で あ り、詩賦 は美 辞麗 句 の詩 風 へ

発 展 した。

白居易 も菅原 道真 も同 じ難 関 を突破 して 王朝 の行 政 官 にな り、多忙 な官僚 生活

を送 っ た。

白居易 は 「兼 済 」 の志 を実 現 させ るた めに行 政官 にな った が 、挫 折 した。 江州
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へ 左遷 され る前 、彼 の人 生 は 「兼 済 」 と 「独 善 」 が相 半 ば し、揺 れ てい た で あろ

う。

しか し、 菅原 道真 は民部 少 輔 の激務 に あって 、職 務 に励 ん でい た とを詩 に詠 ん

でい た。 これ は彼 の家 風祖 業 を守 って 、そ の道 の為 に励 む こ とを怠 らなか った か

らであ る と思 う。 また 、彼 は天皇 の詩 宴 におい て作 った詩 は 、彫 心鎮 骨 した麗句

を配 し、天 皇 と諸 臣 の賞賛 にあ わせ て作 った もの で あっ た。宮 廷 詩 に本領 を発 揮

し、 自分 の才能 を披 露 し、迷 わず に宮廷 詩人 と して の道 を適進 した。

白居易 も菅原 道真 も地方 官 の経 験 が あ った。 白居 易 は罪 を問 われ 、長安 か ら江

州 に左 遷 され た。 この失脚 は彼 の人 生 の歩 み方 を決 めた。 この後 の彼 の詩 文 は個

人 生 活 が多 く詠 まれ 、 閑適 の心情 が溢 れ て いて 、 それ は一 生変 らな か った。 そ の

た め官位 を選 ばず 、官禄 を選 ん で、政 争 が ない 人生 を送 った。

菅原 道 真 は讃 岐 守 に転職 した 時 の詩 文 には讃 岐生 活 の苦 しさや 寂 し さが詠 まれ 、

また 平安 京 に戻 り、宮 廷詩 人 と して活 躍 す る時期 を期待 す る気 持 が窺 え る。

白居易 も菅原 道真 も 中央 政 治 に戻 っ た後 、す ぐ昇 進 し、高官 にな った。 そ の た

め政 争 に巻 き込 まれ る こ とにな るが 、彼 らの政争 へ の認 識 は それ ぞれ 異 な った。

白居 易 は党争 、高 官 の分裂 、 宙官 の参 政 、 皇帝 の無 謀 な どの で政 治 に絶 望 し、 ま

た党 争 の両 方 か藩鎮 の朋 党 に報復 され る危 険 な政治 環境 か ら身 を避 け るた め に地

方 長 官へ の転 出 を選 んだ。

一 方
、菅原 道 真 の儒 学 の政 教理 念や 華 麗 な詩 文 を創 作す る文 学 的 な意 志 が宇 多

天 皇 に信 頼 され 、政 治 上抜 擢 され 、宇 多 天 皇 の律 令 制度 を再建 す る政 治 の補 翼 に

な った。 彼 の宮 廷詩 には美 辞麗 句 に よる美文 主 義 が表 出 され た。

白居易 と菅原 道真 は異 な った晩 年 をそ れ ぞれ 迎 え る。 白居易 は洛 陽で 「日高

眠」 し、安 定 した 生活 を求 め、政 争 か ら身 を避 け、閑適 の生 き方 を持 ちな が ら、

仕 事 に勤 め、七 十 一歳 で致 仕 した。 しか し、菅原 道 真 は従 二位 の右大 臣に まで昇

進 した 時、 突然 太 宰員外 の帥 に左 遷 され た。 彼 の精神 世界 に限 り無 い衝 撃 を与 え、

詩 作 も宮 廷詩 と異 な り、感 情 を直 叙す る新 しい叙 情 詩 が詠 まれ た。

白居易 と菅原 道真 は生活 環境 、政治 環 境 に よ って生 き方 も異 な り、詩 作 の 内容

お よび作 った場 面 も異 な り、詩 作 へ の追 求 も異 な った。 そ れ故 、彼 らの詩 風 も異

な った。 白居 易 は 平易 な詩 語 で 閑適 の生 活 を詠 い 、菅原 道真 は宮 廷詩 を作 り、美

文 主 義 で天 皇 を 中心 と した王 朝 の栄華 を詠 った。
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川 本 晧嗣 『日本 詩 歌 の伝 統 』(岩 波書 店 、一 九 九一 年)

金 原 理 『平 安朝 漢詩 文 の研 究 』(九 州 大 学 出版会 、一 九八 一年)

興 膳宏 『古 典 中国 か らの 眺 め』(研 文 出版 、二 〇 〇三年)

興 膳宏 編 『中国文 学 を学ぶ 人 の た めに』(世 界 思想 社 、一 九 九 四年)

小 島憲之 『国風 暗 黒時 代 の文 学 〈中(上)〉 』(塙 書 房 、一 九 七三 年)

小 島憲之 監修 『田家 集 注』(和 泉 書 院 、一 九九 一 一一 九九 四年)

後 藤 昭雄 『平安 朝漢 文 文献 の研 究 』(吉 川 弘文館 、一 九九 三年)
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後 藤 昭雄 『平安 朝漢 文 学論 考 』(勉 誠 出版 、二 〇 〇五年)

近 藤春 雄 『白氏 文集 と国文 学 新 楽府 ・秦 中吟 の研 究 』

(明 治書 院 、一 九 九〇 年)

近 藤春 雄 『白楽 天 とそ の詩 』(武 蔵 野書 院 、一 九 九 四年)

坂 本 太郎 『菅原 道真 』(吉 川 弘文館 、一 九 六二年)

佐 久節 編 『漢詩 大観 』(索 引共全 五巻 、鳳 出版 、一 九 七 四年)

下定 雅 弘 『白氏 文集 を読 む』(勉 誠社 、一 九九 六年)

下定 雅 弘 『白楽 天 の愉悦 』(勉 誠 出版 、二 〇〇 六年)

新 間一美 『平安 朝文 学 と漢 詩 文』(和 泉 書 院、 二 〇〇 三年)

菅野 禮行 『平安 長初 期 にお け る 日本漢 詩 の比 較 文学 的研 究 』

(大 修館 書 店 、一 九 八八 年)

菅野 禮行 『平安 朝 にお ける 日本 漢 詩 の比 較文 学 的研 究 』

(大 修館 書 店 、一 九 九一 年)

谷 口孝 介 『菅原 道真 の詩 と学 問』(塙 書 房 、二 〇 〇六年)

常石 茂 ・大 滝一 雄編 繹 『戦 国策 ・国語(抄)・ 論 衡(抄)』

(平 凡社 、一 九 七二 年)

礪 波護 『唐 の行 政機 構 と官 僚 』(中 央 公 論社 、 一 九八 八年)

中村璋 八 、 大塚 雅 司編 『都 氏 文集 全繹 』(汲 古 書 院、 一九 八八 年)

那 波利 貞 『唐 代 社会 文化 史研 究』(創 文 社 、一 九七 四年)

西 村 富美 子 『白楽天 』(鑑 賞 中国 の古典 第18巻 、角川 書 店 、一 九八 八年)

『白居易 研 究講座 』(全 七巻 、一 九 九三 一一 九 九八 年 、勉 誠社)

『白居易研 究年 報』(白 居 易研 究 会 、勉 誠 出版)

花 房 英樹 『白氏 文集 の批 判 的研 究 』(彙 文 堂、 一 九六 〇年)。

花 房 英樹 『白居 易研 究 』(世 界思 想社 、一 九七 一年)

花 房 英樹 『白楽 天』(清 水 書 院 、一 九八 七年)

波 戸 岡旭 『宮廷 詩人 菅原 道 真 一 『菅家 文 草』 ・ 『菅家 後集 』 の世 界』

(笠 間書 院 、二 〇〇 五年)

平 岡武 夫 ・今 井 清校 注 『白氏 文集 歌詩 索 引』 上 朋 ・中朋 ・下珊

(同 朋 社 出版)

平 岡武 夫 『白居 易』(中 国詩 文選17、 筑 摩書 房 、一 九 七七 年)
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平 岡武 夫 『白居 易 生涯 と歳 時記 』(同 朋社 、 一 九九 八年)

平野顯 照 『唐 代 文 学 と佛 教 の研 究 』(朋 友書 店 、一 九 七八 年)

藤 原 克 己 『菅原 道真 詩 人 の運命 』(株 式会 社 ウェ ッジ 、二 〇〇 一年)

藤 原 克 己 『白楽 天 』、 集 英 社 、一 九 六六 年

平安 文学 論 究 第 九輯(風 間書房 、一 九 九 三年)

本 田済編 繹 『漢 書 ・後 漢書 ・三 国列伝 選 』(平 凡社 、 一九 六 八年)

松 浦 友久 『松 浦 友 久著 作選II・ 陶淵 明 ・白居 易論 一拝 情 と説理 』 『松 浦 友久 著作

選 皿 ・上代 漢 文論 考 』(研 文 出版 、二 〇 〇 四年)

松 浦 友久 『漢詩 一美 の在 りか 』(岩 波 書店 、 二 〇〇 二年)

水 野 平次 『白楽 天 と 日本 文 学 』(一 九八 二年 、 大学 堂 書店)

村 上 哲見 『蘇 州 ・杭 州 物語 』(集 英社 、一 九八 七年)

村 上 哲見 『唐 詩 』(講 談社 、 一 九九 八年)

吉川 幸次 郎 『吉 川 幸次 郎全 集 』(筑 摩 書房 、一 九 六八年)

山 中裕 ・鈴 木一 雄編 『平安 貴族 の環境 』(至 文 堂 、一 九九 四年)

芳 村 弘道 「『唐 代 の詩 人 と文 献研 究』(朋 友 書店 、二 〇〇 七年)

2、 中国語版(ア ル フ ァベ ッ ト順)

陳寅 恪 『陳 寅恪 文集 』(上 海 古籍 出版 社 、一 九 八 二年)

陳友 琴 『白居 易 』(上 海 中華 書局 、一 九 六一 年)

朱 金城 『白居 易 年譜 』(上 海 古籍 出版 社 、一 九 八 二年)

朱 金城 『白居 易集 箋 校 』(全 六冊 、 上海 古籍 出版 社 、 一九 八八 年)

顧 学 頷 『白居 易 家譜 』(中 国旅 行 出版 社 、一 九 八 三年)

胡 可 先 『中唐 政 治 と文 学』(安 徽 大学 出版社 、 二 〇〇 〇年)

王拾 遺 『白居 易研 究』(上 海 文藝 聯合 出版社 、 一 九五 四年)

王拾 遺 『白居 易 生活 系年 』(寧 夏 人 民 出版社 、 一 九八 一年)

3、 研 究 論 文

埋 田重夫 「白居 易 「日已 高」 考 一 日の時 間表 現 を 中心 に して(『 中国文学

研 究』 第三 十 四期 、2008年 、早稲 田大 学 中国 文学 会)

西 村 富美 了 「白居易 の閑適 詩 につ い て 下邦 退居 時 」(『 古 田教授 退 官記 念 中
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国文学 語 学論集 』東 方書 店 、一 九 八五 年)

丹羽博 之 「白楽 天 の卯酒 の詩 と平 安朝 漢 詩 」(大 手 前 女子 大学 論集 第 三 十号 、

一 九 九七 年 九月)

丹羽博 之 「白楽 天 の博 愛 」(大 手 前女 子 大学 論集 第 三 十二 号 、一 九 九九年)

丹羽博 之 「白楽 天 と音 楽(其 一)一 白楽 天 の音 楽好 き一 」(「 大 手前 女子 大 学論

集 」 第三 十 三号 、 二〇 〇〇 年)

丹羽博 之 「白楽 天 の草 堂 生活 」(「 大 手 前大 学論 集 」 第九 号 、二 〇 〇八年)
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